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はじめに 

 

海洋政策研究財団では、人類と海洋の共生の理念のもと、国連海洋法条約およびアジ

ェンダ 21 に代表される新たな海洋秩序の枠組みの中で、国際社会が持続可能な発展を実

現するため、総合的・統合的な観点から海洋および沿岸域にかかわる諸問題を調査分析

し、広く社会に提言することを目的とした活動を展開しています。その内容は、当財団

が先駆的に取組んでいる海洋および沿岸域の統合的な管理、排他的経済水域や大陸棚に

おける持続的な開発と資源の利用、海洋の安全保障、海洋教育、海上交通の安全、海洋

汚染防止など多岐にわたっています。 

このような活動の一環として、当財団ではボートレースの交付金による日本財団の支

援を受け、平成 22 年度より 3 ヶ年計画で｢沿岸域の総合的管理モデルに関する調査研究｣

を実施してきました。 

沿岸域では、人間の生活や産業活動が活発に行われていますが、陸域・海域を一体的

にとらえて総合的に管理するという視点が欠けているために、海洋環境の悪化、水産業

の低迷、開発・利用に伴う利害の対立など、様々な問題が起こっています。沿岸域総合

管理は、こうした状況に対応するために諸外国で広く導入されている国際標準的な手法

であり、2007 年に成立した海洋基本法においても十二の基本的施策の一つとして取り上

げられています。 

 沿岸域の問題については、全国の様々な地方公共団体がそれぞれの取組を行っていま

すが、本事業においては、沿岸域総合管理の実施に意欲を有する地方公共団体をサイト

として選定し、それらのサイトにおいて、１）当該地方公共団体が実施する沿岸域総合

管理のモデルとなる取組みを促進すること、２）その過程を通じて地域における沿岸域

総合管理の実践における課題と解決方法について調査研究を行うこと、３）我が国にお

ける沿岸域総合管理を促進するための提言を行うことを目的としています。 

この報告書は、これまでの調査研究の締めくくりとして、各サイトにおける沿岸域総

合管理への取組、モデル事業を通じた沿岸域総合管理の効果・課題の考察をとりまとめ

るとともに、これらを踏まえて沿岸域総合管理の推進に関する提言を行うものです。本

調査研究の成果が、沿岸域の総合的な管理の取組みを促進し、また、地域のニーズを踏

まえた政策立案に資するものとなれば幸いです。 

最後になりましたが、本事業の実施にあたりまして熱心なご審議を頂きました「沿岸域

の総合的モデルに関する調査研究委員会」の各委員と、本事業にご支援を頂きました日本

財団、その他の多くの関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。 
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第１章 事業の概要 

 

１ 背景と目的 

 

沿岸域では、人間の生活や産業活動が活発に行われているが、一体的かつ適切な管理が

行われていないために、海洋環境の悪化、水産業の衰退、開発・利用に伴う利害の衝突な

ど、様々な問題が起こっている。2007 年には海洋基本法が成立し、沿岸域総合管理が十二

の基本的施策の一つとして位置づけられた。また、沿岸域総合管理は、諸外国でも広く導

入され、国際標準的な手法となっている。 

 そこで、本調査研究では、沿岸域総合管理の実施に強い意欲を有する全国の各地域にお

いて、地方公共団体に対する助言等の協力を行うことにより、地域が主体となって実施す

る沿岸域総合管理のモデルとなる取組みを促進する。その中で、沿岸域総合管理の実施状

況、その効果や実施に当たっての問題点について評価・分析を行い、これらを通じて地域

における沿岸域総合管理の実践における課題について調査研究を行う。その上で、我が国

における沿岸域総合管理の効果的な実施方策、また、沿岸域総合管理を促進するために必

要な地域への支援のあり方（インセンティブ、制度の整備等）に関しての提言を行う。 

 本調査研究では、地域の自然的・社会的特性を考慮したサイトを選定し、３ヵ年で、地

方公共団体に協力することにより、地域が自発的に取り組む １）沿岸域の開発、利用、

保全等に関するビジョン、計画等の作成 ２）沿岸域総合管理を実施するための協議会等

の設置 ３）地方公共団体や地域の協議会等によるビジョン、計画等の実施 などの取組

みを促進する。その中で、地域におけるこれらの活動の実態や成果を把握・整理し、調査

研究、さらには政策提言を行う。 

また、地方公共団体職員その他関係者を対象に、沿岸域総合管理の専門家による講義を

行い、地域における取組みを人材育成面で支援するとともに、沿岸域総合管理に関する地

域のネットワーク化を促進する。 

本調査研究においては、沿岸域総合管理の概念とサイトにおける取組みの進め方につ

いては、別紙の考え方を基本とし、地方公共団体関係者に対して本調査研究への協力を

求めていく。 

なお、当財団としては本調査研究と一体的に、地域における沿岸域管理の実施状況に関

する映像記録の作成・発信を実施し、地域の取組みの成果・問題点の評価・分析や、沿岸

域総合管理に取り組もうとする全国の他の地域への情報発信・普及に活用する。 

 

２ 研究内容 

 

（１）モデル事業の実施 

平成 23 年度までに、地元地方公共団体の協力を得て、三重県志摩市（英虞湾）・岡山県
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備前市（日生町）、福井県小浜市、岩手県宮古市の４箇所をサイトとして選定することがで

きた。最終年度となる平成 24 年度においても、引き続き、地域の状況を勘案しながら、新

たなサイトの選定を行うこととした。その上で、サイトごとに設置する研究会を通じ、地

方公共団体と協力しながら、解決を図るべき課題の検討・整理、沿岸域総合管理のための

活動の基盤となる協議会等の設置に協力し、さらに、状況に応じ、協議会等を通じたビジ

ョンの作成等の取組みを支援することを目指すこととした。 

 

１）サイトの選定 

我が国の沿岸部の地域（都道府県又は市町村）の中から、沿岸域の自然・社会の状

況や地域におけるこれまでの取組みの内容、今後の取組みに向けての体制・意欲等を

勘案して、沿岸域総合管理を実施するサイトを選定することとした。 

具体的には、以下のような事項について把握・整理を行った上で、地域特性の類型

や地域バランスを考慮し、サイトの選定を行うこととした。 

  ①沿岸域の自然・社会の状況 

    以下の各点について把握・整理を行う。 

     ・関係する地方公共団体の範囲 

     ・地形、気象・海象、生態系など自然の状況 

・人口、産業、歴史、文化、土地や海域の利用など社会の状況 

     ・地域の課題（現在の課題・将来に向けての課題） 

  ②地域におけるこれまでの沿岸域管理への取組みの内容 

    例えば、以下のようなものが該当すると考えられる。 

・幅広い関係者からなる協議会等による取組み 

     ・幅広い分野を対象とする総合的な計画に基づく取組み 

     ・研究機関との連携による取組み 

  ③今後の取組みに向けての体制・意欲 

    例えば、以下のようなものが該当すると考えられる。 

     ・地方公共団体におけるプロジェクトチーム等対応する組織 

     ・地域住民や関係事業者の理解、協力体制 

     ・首長の強い政治的意思 

 

２）サイトにおける研究会の開催 

当財団が本調査研究事業を円滑に推進するため、中央に設ける本事業の実施のため

の研究委員会とは別に、各サイトにおいて研究会（「○○沿岸域総合管理研究会」等）

を開催することとした。研究会の概要は、以下のとおりである。 

   ①目的 

     各サイトにおいて、地方公共団体など地域の関係者と情報交換、協議を行い、
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沿岸域総合管理の取組みについて研究することを目的とする。 

   ②研究会の設置 

     研究会は、当財団がサイトにおける地方公共団体の協力を得て開催する。 

③参加者 

   当財団が参加するほか、以下の関係者に参加を求める。 

      ・関係地方公共団体の職員 

       ・（必要に応じて）沿岸域管理に関する豊かな知識や経験を有する学識経験

者（中央の研究委員会の委員及び地域で活動の実績を有する学識経験者） 

      ・その他 

   ④活動内容 

     課題の整理、協議会の設置、地域の実情に応じた総合沿岸域管理への取組みに

ついて、参加者が協議を行い、進め方を検討する。 

具体的な活動内容については、以下の３）～５）を参照。 

    ⑤活動期間 

     サイトの決定後、できる限り早く開催して活動を開始し、本調査研究事業の実

施期間中にわたり活動を継続する。 

   ⑥当財団の参画の内容 

当財団は、研究会を通じて、地域の関係者から情報収集を行い、学識経験者の

協力を得ながらサイトにおける沿岸域総合管理の進め方について検討し、地域の

関係者に対し助言を行うことにより、沿岸域総合管理の実施を支援する。 

   ⑦経費の負担 

     研究会は、当財団が自らの調査研究を効果的に推進するために開催するもので

あるため、その開催に係る経費（学識経験者の参加経費も含む）については、当

財団が負担する。 

 

３）課題の整理に対する支援 

サイトにおいて、沿岸域総合管理という手法の導入により解決を図るべき課題の特

定・整理に対する支援を行うこととした。具体的には、以下のような事項について、

研究会において整理・検討を行い、その中で地域に対する必要な助言等を行うことと

した。 

   ①沿岸域における問題点は何か 

     沿岸域における現在の、又は、将来に向けての問題点として、例えば、以下の

ようなものが考えられる。 

     ・海洋環境の悪化 

     ・漁業、観光など地域の産業の衰退 

     ・沿岸域の利用をめぐる利害の衝突 
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     ・地域の活力の喪失 

     ・災害の脅威 

   ②上記問題点に取り組む上での課題 

①の問題点に地域として対応していく上での課題について整理する。例えば、

次のような課題が考えられる。 

・沿岸域の問題を総合的に議論する場がない 

・沿岸域管理に市民が参加する仕組みがない 

・個別の法制度との調整が難しい 

・地方公共団体に財政面・権能面での十分な基盤がない 

・取組みをリードできる人材がいない 

・科学的知見に基づく情報が不足している 

 

４）ビジョン･計画の策定･推進に対する支援 

地域のビジョン・計画の策定・推進など沿岸域総合管理の進め方に関する検討を支

援することとした。具体的には、以下のような事項について、研究会において整理・

検討を行い、その中で地域に対する必要な助言等を行うこととした。 

    ・地域の将来像のビジョン化・計画化 

    ・ビジョン・計画の地方公共団体の総合計画等への取込み 

    ・多様な地域の関係者の参加によるビジョン・計画の推進・実現 

 

５）協議会等の設置に対する協力 

研究会では、沿岸域総合管理のための活動の基盤となる協議会等の設置方法等に関

し、以下のような事項についても検討を行うこととした。これらについては、具体的

には地域が主体的に判断するものと考えられる。 

（なお、協議会等の設置には、そのための検討や関係者との調整に一定の時間を要

することに留意して進める。） 

    ・協議会等の参加者 

    ・既存の協議会等がある場合には、それと本協議会等との関係 

    ・協議会等への地方公共団体の関わり 

 

６）地域との協力に当たっての留意事項 

上記のような進め方を基本に考えるが、研究会の設置の仕方（設置の有無も含め）

など当財団による地域への協力の進め方については、サイトにおける沿岸域総合管理

の取組みの進展状況など地域の実情に合った形で行うこととした。 

また、課題の整理、ビジョン･計画の策定･推進、協議会の設置等サイトにおける総

合沿岸域管理をどのように進めるかについては、地域が主体的に考え、取り組むもの
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であり、当財団は研究会における助言等の協力を通じ、地域の関係者による検討や意

思決定を側面から支援することとした。 

 

７）地域に対する人材面の支援 

   沿岸域の問題に関心を有する全国の地方公共団体の職員その他関係者を対象に、沿

岸域総合管理に関する国内外の専門家による実践的な講義を行い、地域における沿岸

域総合管理の取組みを担うリーダーの育成を図ることとした。 

 

８）地域のネットワーク化の促進 

当面、地方公共団体が相互に情報を共有できるような場を設けることなどにより、

沿岸域総合管理に関する地域のネットワーク化を図り、将来的には自主的な地域間の

ネットワークの形成を目指すこととした。 

 

（２）モデル事業を通じた沿岸域総合管理の課題・効果の考察 

  本年度は、３ヵ年計画の最終年度にあたるため、３年間のモデル事業を通じた沿岸域

総合管理の課題・効果の考察を以下のとおり行い、本調査研究をとりまとめることとし

た。 

１）モデル事業の実施過程の評価・分析 

   各サイトにおけるモデル事業の推進に当たっての問題点や事業実施の効果について

評価・分析を行う。 

２）沿岸域総合管理の課題・効果の考察 

   上記のモデル事業の実施過程の評価・分析を通じ、沿岸域総合管理に関する一般的

な課題や期待される効果について考察を行う。 

３）政策提言 

   調査研究の結果を踏まえ、沿岸域総合管理に関するモデルの提示も含め、必要な提

言を行う。 

 

（参考） 

なお、当財団は、本調査研究とは別に、「総合的海洋政策の策定と推進に関する調査

研究」（「我が国における海洋政策の調査研究」）事業を実施し、中央レベル（いわばト

ップダウンのアプローチ）で沿岸域総合管理の制度のあり方を検討している。これに

対し本調査研究は、地域レベル（いわばボトムアップのアプローチ）でベストプラク

ティスの実行を促進しようとするものであるが、両者は相互に関連するため、本調査

研究については「我が国における海洋政策の調査研究」事業と密接に連携を取りなが

ら進めることとした。 
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３ 研究体制 

平成 22・23 年度に引き続き、「沿岸域の総合的管理モデルに関する調査研究委員会」を

設置し、３回の委員会を開催した。 

委員会の構成は、以下のとおりである。 

 

 

平成２４年度「沿岸の総合的管理モデルに関する調査研究委員会」委員名簿 

 

                            敬称略・五十音順 

氏名 所     属   ／  役     職 

＊來生 新 放送大学 教授 

磯部  作 日本福祉大学子ども発達学部心理臨床学科 教授 

佐々木 剛 東京海洋大学 海洋政策文化学科 准教授 

中田 英昭 長崎大学大学院 水産・環境科学総合研究科長 

中原 裕幸 社団法人海洋産業研究会 常務理事 

松田  治 広島大学 名誉教授 

八木 信行 東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授 

寺島 紘士 海洋政策研究財団 常務理事 

＊委員長  
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（別紙） 

 

沿岸域総合管理の概念 

 

 

「沿岸域総合管理」の概念については様々な考え方があるが、PEMSEAなどの国際的な

取組みや、2000年に「２１世紀の国土のグランドデザイン」推進連絡会議が決定した「沿

岸域圏総合管理計画策定のための指針」の内容を踏まえると、当財団としては、沿岸域に

おける諸課題を効果的に解決していくためには、以下の各項目を含む「沿岸域総合管理」

を実施していくことが必要であると考える。 

 

（１）対象となる沿岸域の設定 

地域の関係者が協議して、自然的社会的条件からみて一体的に施策が講じられること

が相当と認められる沿岸域の海域と陸域を「沿岸域」として設定する。 

 

（２）地域が主体となった取組み 

「沿岸域総合管理」は、地域の実情を最もよく知る地域の関係者が主体となって進め

るべきである。従って、「沿岸域総合管理」は、関係地方公共団体（都道府県又は市町

村）が中心になり、関係行政機関、事業者、住民、NPO等の関係者が連携・協力して取

り組む。 

 

（３）総合的な取組み 

地域の関係者は、既存の分野ごと・縦割の枠を超えて、沿岸域の問題に総合的に取り

組み、様々な施策を幅広く活用して持続可能な沿岸域の管理を推進し、関係者の利益の

最大化（できる限り、より多くの関係者の利益の増進）を図る。 

 

（４）計画的・順応的な取組み 

「沿岸域総合管理」は、地域が直面している課題に対応するため、予め関係者が合意

の上で沿岸域総合管理計画を地域の計画として策定し、これに基づいて計画的に沿岸域

の管理を推進する。計画の策定にあたっては、目標を明確にし、また、計画の実施に

あたっては、目標の達成状況を評価し、必要に応じて計画を見直し、PDCAサイクル

による順応的管理を確立する。 

 

（５）協議会等の設置 

関係地方公共団体が中心となり、関係行政機関、事業者、住民、NPO等の沿岸域に関

わる多様な関係者の代表者で構成される協議会等を設置して合意形成を図り、沿岸域総
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合管理の計画を策定し、関係者が一致協力して計画を推進する。 

 

（６）地方公共団体の計画への位置づけ 

関係地方公共団体は、協議会等が策定した計画について、その実効性を担保するた

め、当該地方公共団体の計画等に位置づける、又は、何らかの形で地域の計画として

認定する。 

 

 

- 8 -



 1

第 2 章 

１．各サイトにおける沿岸域総合管理への取組状況 

 

(１) 三重県志摩市 

 ①サイトにおける取組状況 

１）地域の状況と沿岸域総合管理への取組 

志摩市では、平成 23 年 8 月に発足した「志摩市里海創生基本計画策定委員会」での

協議を経て、平成 24 年 3 月、「志摩市里海創生基本計画（志摩市沿岸域総合管理計画）

（以下、基本計画と略す）」が策定された。基本計画では、「稼げる！遊べる！学べる！

新しい里海のまち・志摩」を掲げ、海域と海域に影響を与える陸域を一体の「沿岸域」

ととらえ、市民や関係者が一丸となって沿岸域の総合的な管理体制を構築することで、

『自然の恵みの利用と保全』を効率よく進め、地域の産業振興を図り、農林水産物や

観光資源、地域の文化や住環境などを含む「志摩市そのもののブランド化」を確立す

ることを最終的な目的としている（基本計画の概要は巻末の参考資料を参照）。 

志摩市は、基本計画を進めるための「志摩市里海創生推進協議会（以下、協議会と

略す）」を平成 24 年 5 月に設立し、平成 25 年 2 月までの間に合計 4 回の協議会を開催

してきた。協議会の委員構成は次頁に示す通りであり、学識経験者、観光関係者、漁

業関係者、三重県、環境省自然保護官事務所、志摩市役所関連部局等の代表から構成

されている。 

これまでの協議により、基本計画に基づき、関係者が連携した取り組みを進めてい

くことが協議会で確認された。 

志摩市は、今年度の里海創生基本計画の成果として、「里海のまち宣言」を事務局が

作成した後、協議会で議論・合意する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 三重県志摩市と周辺海域（志摩市里海創生基本計画より抜粋） 
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表 2-1 志摩市里海創生推進協議会委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：志摩市資料） 

 

 

 協議会の開催実績と主な論点は以下の通りである。 
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� 第 1回志摩市里海創生推進協議会：平成 24年 8月 22 日 

協議会の役割や、里海創生基本計画のポイントなどが事務局より説明され、協議会委

員の紹介と、今後の取り組み計画が議論された。 

 

� 第 2回志摩市里海創生推進協議会：平成 24年 10 月 9日 

主として今後の基本計画に関する取り組みの進め方について議論が行われた。協議会

委員が代表している各団体でどのような取り組みを進めているか、また、質問や今後の

期待も含めて意見交換が行われた。 

 

� 第 3回志摩市里海創生推進協議会：平成 24年 12 月 3日 

協議会の役割について、再度協議会委員の間での共通認識を構築するとともに、協議

会の今後の進め方について議論した。さらに、3 グループに分かれたワークショップが

行われ、水産物、自然景観、農産物の各テーマについてどのように取り組みを進めて行

くのが良いか活発な議論が行なわれた。今後の進め方について事務局である志摩市里海

推進室より説明があり、「新しい里海創生のまちの宣言」の内容について協議会で検討を

進めて行くことが合意された。 

 

� 第 4回志摩市里海創生推進協議会：平成 25年 2月 4日 

新しい里海創生のまち宣言（仮称）の目的の共有や作り方、新しい里海創生に向けた

事業計画個票の取りまとめ作業スケジュールの調整、および新しい里海の創生に向けた

各種の取り組み状況と成果の共有方法が議論された。 

 

� 第 5回志摩市里海創生推進協議会：平成 25年 3月 28 日 

 里海創生基本計画に基づく具体的な取り組み内容の検討、新しい里海創生のまち宣言

の原案に対する意見交換等が行われた。 

 

２）当財団と地域との協力 

昨年度に引き続き、志摩市と海洋政策研究財団が共同で研究会（名称は昨年度に引

き続き「志摩市総合沿岸域管理研究会」）を開催し、沿岸域総合管理の実現に向けた課

題や志摩市里海創生推進協議会の進め方について議論した。また、当財団は今年度合

計 4 回開催された「志摩市里海創生推進協議会」にオブザーバーとして参加し、協議

会の進め方等について助言してきた。 

 研究会の開催実績と主な論点は以下の通りである。 

 

� 第 1回志摩市総合沿岸域管理研究会：平成 24年 6月 6日（志摩市にて開催） 
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志摩市関係者 6 名、岡山県、備前市および日生町漁業協同組合関係者 13 名、当財団か

ら 2 名が出席し、沿岸域総合管理に関する志摩市と備前市のお互いの取り組みについて

情報交換を行った。 

 

� 第 2回志摩市総合沿岸域管理研究会：平成 24年 8月 3日（東京にて開催） 

志摩市農林水産部里海推進室より室長および担当者の計 3 名、当財団から 4 名が出席

し、志摩市里海創生推進協議会の協議会構成員の選出状況、今年度の協議会計画等につ

いて議論した。 

 

� 第 3回志摩市総合沿岸域管理研究会：平成 24年 8月 22 日（志摩市にて開催） 

志摩市農林水産部里海推進室より室長および担当者の計 3 名、協議会委員である高山

進先生（三重大学）、松田治先生（広島大学）、当財団から 4 名が出席し、第１回志摩市

里海創生推進協議会の議論の進め方について議論した。 

 

� 第 4回志摩市総合沿岸域管理研究会：平成 24年 10 月 2日（志摩市にて開催） 

志摩市農林水産部里海推進室より室長および担当者の計 3 名、協議会会長である高山

進先生（三重大学）、協議会副会長である志摩市商工会会長坂下啓登氏、当財団から 1

名が出席し、市内における里海創生に関する取り組み状況のとりまとめ結果と、第 2 回

志摩市里海創生推進協議会の議論の進め方について議論した。 

 

� 第 5回志摩市総合沿岸域管理研究会：平成 24年 12 月 3日（志摩市にて開催） 

志摩市農林水産部里海推進室より室長および担当者の計 3 名、協議会会長である高山

進先生（三重大学）、協議会委員である松田治先生（広島大学）、海洋政策研究財団より

3 名の出席により、第 3 回志摩市里海創生推進協議会の進め方について議論した。 

 

� 第 6回志摩市総合沿岸域管理研究会：平成 25年 2月 4日（志摩市にて開催） 

志摩市農林水産部里海推進室より室長および担当者の計 3 名、協議会会長である高山

進先生（三重大学）、協議会委員である松田治先生（広島大学）、海洋政策研究財団より

3 名の出席により、第 4 回志摩市里海創生推進協議会の進め方について議論した。 

 

� 第 7回志摩市総合沿岸域管理研究会：平成 25年 3月 8日（東京にて開催） 

志摩市農林水産部里海推進室より室長および担当者の計 2 名、海洋政策研究財団よ

り 5 名の出席により、第 5 回志摩市里海創生推進協議会の進め方について議論した。 

 

 ②まとめ 

これまで、市役所や地域の関係者が沿岸域の問題について話し合う研究会や計画の
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策定・実施に関する協議会が設置され、市役所が中心になって沿岸域総合管理計画で

ある里海創生基本計画を策定し、沿岸域総合管理の実施段階に至った。 

今後、協議会委員の間での協議を通じて基本計画の進め方に関する共通認識の構築

と協議会委員が合意できる具体的な実行内容（取り組み）を明確にした上で、里海創

生基本計画を基に、沿岸域総合管理の実施に取り組んでいく必要がある。 
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（２）岡山県備前市（日生町） 

 

①サイトにおける取組状況 

1) 地域の状況と沿岸域総合管理への取組 

備前市日生地区は、岡山県の南東部に位置し瀬戸内海に面した本土部と日生諸島（計

13島）からなる漁師町である。日生の漁業者は、海洋環境問題への意識が高く約 30年も

前からアマモ場の再生や海底ゴミの回収などを行っている。最近では、日生町漁業協同組

合・岡山県・備前市・NPO法人里海づくり研究会議・生活協同組合おかやまコープ・日

生町観光協会などが協働してアマモ場の再生活動や里海に関する講習会などのイベント

を精力的に開催している。 

現在日生の沿岸域では、岡山県東備地区水産環境整備事業（海洋牧場）と備前市市道日

生頭島線離島架橋事業（日生頭島線）という 2つの大きな事業が進められている。海洋牧

場は、漁師を取り巻く社会や自然の変化に対応しつつ、持続可能な水産資源を確保してい

くための事業である。事業の対象海域（図 2-2）では、アマモ場再生による幼稚仔保育場

や魚礁を利用した成魚生息場の整備等を行うとともに、漁師だけでなく遊漁者や一般観光

客の海域利用も考慮した調整が進められている。より多くの人々に海洋牧場の役割を周知

していくために、観光客や消費者を対象にした広報活動も検討されている。海洋牧場の施

設整備は 2014年３月に完了する予定である。 

日生頭島線事業は、本土から鹿久居島を経由して頭島まで橋を結ぶことで離島の社会環

境を改善することを目的に進められている（図 2-2）。日生頭島線が開通すると、航路だ

けでなく陸路での移動が可能になるため、海況が悪い時でも交通の常時性が確保できる。

また、現在船で約 40分かかっている移動時間を車で約 10分に短縮できるため、火災や

救急などの緊急時への対応も円滑になる。これまでに鹿久居島と頭島を結ぶ全長 300mの

「頭島大橋」が完成し、2007年には鹿久居島内の道路の供用が始まっている。現在、本

土と鹿久居島を結ぶ 765mの「日生大橋（仮称）」の建設が進められており、2015年３月

には事業が完了する予定である。 

海洋牧場や日生頭島線の完成は、地域の人の流れを大きく変える可能性がある。日生を

含む備前市は、少子高齢化が鮮明な地域である。備前市の人口は、近年自然増加も社会増

加も見られておらず、65 歳以上の人口の割合は 32％で全国の 23.3％を大きく上回る。こ

の少子高齢化の波は、日生の海を守ってきた漁師達にも押し寄せている。一方で、日生・

日生諸島への観光客は増えつつあり、2008年以降、毎年 423,000人を上回る観光客が訪

れている1。特に、全国のＢ級グルメの王者を決める 2012年「第 7回 B-1 グランプリ in

北九州」で日生産の牡蛎をふんだんに使ったお好み焼き「カキオコ」は 5位に入賞し、日

本経済新聞が独自に行なった「食べ歩きが楽しい漁港ランキング（2012年 10月 28日付）」

では、日生の漁港が 6位に取り上げられ、2013年 2月 24日に備前市や日生町漁業協同組

                                                        

1 備前市（2012）「平成 23年度版 備前市の統計」ｐ20. 
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合などの協力のもと開催された「ひなせかき祭」では、約 5 万人の観光客を動員するなど、

水産業に絡んだ観光業の注目が高い。 

これまで離島であった地域が本土と接続することで日生では、海洋牧場周辺にも観光

客などの利用者が増加することが予想される一方、人の流れを管理すべく地元の人々は減

少傾向にある。こうした変化の中で生じうる課題について話し合い、陸海域を一体的に捉

えた新たな管理の仕組みづくりを進めるために、当財団は平成 22年度から日生を沿岸域

総合管理のモデルサイトに設定し、地域関係者の協力のもとで備前市沿岸域総合管理研究

会をこれまでに計 9回開催している。 

 

図 2-2 日生沿岸域マップ（H25 年 2 月時点） 

 

2) 当財団と地域との協力 

a）共同研究会の開催等 

当財団は、岡山県農林水産部水産課、備前市産業部農林水産課、日生町漁業協同組合

と協力しつつ「備前市沿岸域総合管理研究会」を開催し、備前東商工会や日生町観光協

会の代表者の参加のもと、当地域にふさわしい沿岸域総合管理について検討してきた。

研究会では、関係者の間で特に関心の高い海洋牧場海域に関する利用と管理を中心に、

架橋後の地域の姿を念頭にした沿岸域総合管理の話し合いを進めている。本年度行なっ

てきた主な活動は、以下の通り。 
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・ 第 8回備前市沿岸域総合管理研究会：平成 24年 4月 17日（備前市） 

本研究会は、日生の沿岸域管理のリーダー的存在であった日生町漁業組合の本田組合長

が亡くなってから始めて開催された。研究会では、これまでの経緯、仕切り直し、スケジ

ュール等が協議された。研究会には、岡山県農林水産部水産課、備前市産業部農林水産課、

日生町漁業協同組合、ベネフィットホテル（株）古代体験の郷まほろば、日生町観光協会、

海洋政策研究財団が参加した。またオブザーバーとして、エイト日本技術開発、東京大学

公共政策大学院が参加した。研究会の後、当財団の寺島常務以下 4 名は、西岡備前市長と

面談を行い、沿岸域総合管理の取り組みに向けた備前市の対応について意見交換を行った。 

 

・ 第 1回志摩市沿岸域総合管理研究会：平成 24年 6月 6日（志摩市） 

日生町漁業協同組合の関係者、岡山県、備前市の担当者らが、沿岸域総合管理において

先進地である三重県志摩市を訪問し、志摩市沿岸域総合管理研究会に参加するとともに、

お互いの取り組みについての情報交換を行った。当財団も両地域の調整に当たるとともに、

オブザーバーとして研究会に参加した。 

 

・ 漁業関係者との協議：平成 24年 7月～平成 25年 1月（備前市） 

岡山県農林水産部水産課、備前市産業部農林水産課の取りまとめのもとで漁業関係者を

中心とした小規模の話し合いが計 4回（遊漁船業者が参加した回も含む）行なわれ、オブ

ザーバーとして海洋政策研究財団、東京大学公共政策大学院が参加した。この話し合いは、

海洋牧場の管理に関する意思統一をまずは日生町漁業協同組合内で図る必要があるとい

う認識から、具体的にどの海域の利用を制限するのかについて検討した。話し合いを通し

て、漁業者だけでなく遊漁船業者も水産資源を回復させるために禁漁区等を設けることに

ついて賛成していること等を確認した。 

 

・ 備前市沿岸域総合管理コア研究会：平成 24年 11月 7日（東京都） 

備前市沿岸域総合管理研究会の主要な関係者である岡山県農林水産部水産課、備前市産

業部農林水産課、海洋政策研究財団が参加し、それぞれの立場から現状の確認と今後の研

究会の進め方について協議した。4月の研究会から間があいたが、その間、漁業者との会

議が進められていたことや備前市の来年度のスケジュールなどについての話し合いがお

こなわれた。 

 

・ 現地調査：平成 24年 12月 17日～18日（備前市） 

日生町観光協会とベネフィットホテル（株）古代体験の郷まほろばの関係者に、研究会

の課題や方向性についての聞き取り調査を行った。更に、それぞれの関係者の意見をまと

めた上で、岡山県水産課や備前市農林水産課と打ち合わせを行なった。聞き取り調査では、

それぞれの立場や状況は異なるが、日生を良くしていきたいという思いは共通のもので、

- 16 -



 4

そのために研究会のような話し合いの場が重要だということが分かった。 

 

・ 第 9回備前市沿岸域総合管理研究会及びコア研究会：平成 25年 2月 26日（備前市）  

コア研究会では、研究会で話し合う内容についての事前確認が行なわれた。研究会では、

研究会のこれまでの取り組みと今後の進め方について協議された。本研究会は、今年

度最後かつ 3 ヵ年事業最後の研究会であり、これからの道筋を整理する重要な場とな

った。これまでは異なる意見を集約していく作業を中心に行なってきたが、今後はロ

ードマップを作成しそれをもとに具体的なテーマについて議論していくという方向

性が定まった。研究会には、岡山県農林水産部水産課、備前市産業部農林水産課、日生

町漁業協同組合、ベネフィットホテル（株）古代体験の郷まほろば、日生町観光協会、海

洋政策研究財団が参加し、オブザーバーとして東京大学公共政策大学院が参加した。 

 

研究会の構成メンバー 

海洋政策研究財団 

岡山県農林水産部水産課 

備前市産業部農林水産課 

日生町漁業協同組合 

ベネフィットホテル（株）古代体験の郷まほろば 

備前東商工会 

日生町観光協会 

 

研究会の実績 

年度 年･月･日 内容（場所） 詳細 

2010・07・02 第 1回（東京） 課題の共有 

2010・10・06 第 2回（日生） 財団調査研究事業及び沿岸域総合管理の説明 

2010・12・17 第 3回（日生） 今後の検討方法等についての協議 

H22 

2011・01・18 第 4回（日生） 漁協臨時総会開催、適正利用協議会再開、進

捗状況報告 

2011・05・19 第 5回（日生） 今後の進め方の協議 H23 

2011・08・26 第 6回（日生） 海洋牧場構想案の説明、GIS 作成検討 

2011・09・28 第 7回（日生） 海洋牧場構想体系図の検討、GIS 作成検討 

2012・04・17 第 8回（日生 各関係者の役割を整理、スケジュール調整 

H24 

2013・02・26 第 9回（日生） 今後の進め方の整理 

 

オブザーバー 

（株）エイト日本技術開発 

東京大学公共政策大学院 
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b）海洋マップの作成 

当財団は、海洋牧場の管理の検討に資するため、海洋牧場海域における現在の海域利

用の状況及び今後の多面的海域利用の構想を視覚的・一覧的に表現できる海洋空間計画

マップを（株）エイト日本技術開発中国支社の協力と岡山県農林水産部水産課の助言を

得て随時改良・作成している。本年度は、海洋牧場周辺海域の遊漁船業者の利用状況を

視覚的に捉えるための情報を整理し、漁場情報や漁業者の話し合いをもとに海洋マップ

を改良した（図 2-3、2-4）。また、海洋牧場の海洋マップに加えて日生の沿岸域を一体

的にとらえるための沿岸域マップも作成した（図 2-2）。今後も研究会等の話し合いの進

捗に合わせて、マップの更なる充実化を進め協議の場で利用していく。 

 

 

図 2-3 海洋牧場の海洋マップ（H25 年 3 月時点） 
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図 2-4 海洋牧場周辺海域の遊漁船業者の利用状況（H25 年 3 月時点） 

 

c）iJFF プロジェクト海洋空間計画ワークショップ 

備前市沿岸域総合管理研究会に参加している東京大学大学院公共政策学連携研究部が

主催した iJFF（Integrating Joint Fact-Finding into Policy-making Processes）海洋空間

計画ワークショップが平成 24年 10月 11日（木）～10月 13日（土）にブリティッシュコ

ロンビア大学（バンクーバー、カナダ）で開催され、岡山県農林水産部水産課や海洋政策

研究財団もワークショップに参加した。ワークショップでは、カナダやアメリカの海洋空

間計画に関与している専門家との意見交換や情報交換が行なわれた。 

 

②まとめ 

備前市日生町の沿岸域総合管理研究会は、平成 22 年度から漁業者をはじめとする地域

関係者の関心にもとづいて、県や市の担当部局が調整を行なう形で開催されてきた。平成

23 年度からは、観光関連団体も研究会に参加するなど研究会の基盤が着実に整ってきてい

る。この協力体制は、研究会の始動に大きく貢献された日生町漁業協同組合の本田組合長

の逝去等、関係者の変更がある中でも崩れることなく続いている。故本田組合長の意思を

継ぐためにも、この協力体制を継続していく必要があることを新組合長や理事をはじめと

する漁業関係者や観光関連団体の方々も感じている。 

今年度は、研究会とは別に漁業関係者や遊漁船業者を対象にした小規模の話し合いの場

が数回設けられたことで、海洋牧場の具体的な管理に踏み込んだ議論も進んだ。中でも、
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漁業者のみならず遊漁船業者も水産資源を回復させるために禁漁区等を設けることについ

て賛成していることが分かったことは、大きな成果である。今後は、より実効性のある海

域管理を目指し、海洋マップ等を利用して関係者間で合意された内容をなんらかの枠組み

の中でフォーマライズしていく必要がある。また、観光客や市民などの一般の方々から海

洋牧場の管理内容・対象・趣旨を理解してもらった上で賛同や協力を得ていくための広報

活動を推進して行くことも重要である。 

研究会は、日生の将来について関係者間で協議できる重要な場を提供している。これま

での研究会では、日生の多様な意見を集め将来の沿岸域の全体像を整理していく作業が行

なわれてきた。この作業を経て今後はロードマップを作成し、具体的なテーマについて一

つずつ整理していくという方向性が定まった。持続的に沿岸域総合管理を進めていくため

には、現実的な管理体制を導入していくための具体的なテーマと対策について、引き続き

関係者と協議を重ねて認識を共有していくことが重要である。海洋牧場の海域利用のルー

ルの策定や実施に加え、今後も研究会を通して架橋の完成に向けた海と陸を一体にとらえ

た地域作りに関する話し合いを継続していく必要がある。 
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 (3) 福井県小浜市 

 ①サイトにおける取組状況 

1) 地域の状況と沿岸域総合管理への取組 

小浜市（図 2-5）は、日本海岸に位置し、閉鎖性の湾である小浜湾を有する人口約 3

万人の都市で、近年人口は減少傾向にある。観光入込客数は最近 10 年間で倍増してお

り、豊かな海産物や歴史・文化、高速道路網の整備のメリットを活かした観光振興によ

る地域の活性化が望まれている。漁業関係者らにより運営される民間の宿泊型漁村体験

交流施設は、レジャー客や修学旅行生などの受け入れ先としても広く活用が図られてい

る。 

一方、小浜湾については、漁業関係者等は、環境の悪化が進み、漁業の不振につなが

ってきているとの見方を持っており、このような背景から、水産高校、地元 NGO 等によ

り藻場の造成など自然再生への取組みが続けられている。 

小浜市では、食育の促進、水産業を核とした地域の活性化のため、地産地消の促進や、

海洋環境の現状把握が課題と考えている。また、これまで、地域資源である海を活かし

た地域振興に向けて広く市民・関係者により協議できる場がなかったことから、沿岸域

総合管理のサイトとしての取組に市が中心となり着手したことに対する関係者の期待は

高いと言える。市民活動が盛んな地域でもあり、平成 24 年 11 月には、地元 NGO（アマ

モマーメードプロジェクト）が中心となり、「全国アマモサミット」を誘致・開催し、市

民や行政も巻き込みながら盛況を得たところである。 

 

小浜市 

福井県 

滋賀県 

若狭湾 

琵琶湖 

京都府 

小浜湾 

 

図 2-5 小浜市の位置図 
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主催；海洋政策研究財団 

        （共同事務局；小浜市農林水産課）

開催実績 

＝平成 23 年度＝ 

第 1回委員会 平成 24 年 1月 26 日 

第 2回委員会 平成 24 年 3月 16 日 

＝平成 24 年度＝ 

第 1回委員会 平成 24 年 6月 28 日 

第 2回委員会 平成 24 年 11 月 19 日 

第 3回委員会 平成 25 年 2月 6日 

開催実績 

＝平成 23 年度＝ 

研究会 平成 23 年 11 月 8日 

研究会 平成 23 年 11 月 8日 

第 1回研究会 平成 24 年 3月 16 日 

※この回から小浜市沿岸域総合管理研究会として開催 

＝平成 24 年度＝ 

第 1回研究会 平成 24 年 6月 28 日 

第 2回研究会 平成 24 年 12 月 14 日 

第 3回研究会 平成 25 年 2月 6 日 
 

図 2-6 小浜市における沿岸域総合管理の検討体制と活動実績 

（出典：小浜湾海の健康診断評価委員会資料、小浜市沿岸域総合管理研究会資料） 
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2) 当財団と地域との協力 

当財団は、平成 22 年 12 月より小浜市を訪問し、市役所、県立小浜水産高等学校、福

井県立大学（海洋生物資源学部）、漁業協同組合、市民団体等の関係者と、地域における

自然再生や海洋教育の取組み等について意見交換を重ねてきた。小浜市においては、市

民団体や漁業者を中心に海の環境についての地元関係者の関心が特に高いことを踏まえ、

平成 23 年 12 月からは、小浜市における沿岸域総合管理を考えるための具体的な取組み

の一つとして、市や地元関係者も巻き込みながら当財団が考案した「海の健康診断」の

手法を活用した海洋環境の実態把握に着手した。 

平成 24 年 3 月には、市と共同で第 1 回「小浜市沿岸域総合管理研究会」を開催（図

2-6）し、市や国県の関係部局のほか、広く地元の漁業・観光業・林業関係者、地元県

立大学の有識者、水産高校教諭、市民団体代表らを交え、海の健康診断の中間成果など

も用いながら、海を活かした地域づくりに向け議論を展開してきた。 

平成 25 年 2 月には、2 年後を目途にこの研究会を市が主体的に開催する「協議会」

へ発展させることで意見がまとまった。また、沿岸域総合管理の取組における PDCA サ

イクルによる運営の必要性、地域目標となるキーワード（大きな目標）を掲げることの

必要性などについて認識を共有することができた。このほか、これまで進められてきた、

海の健康診断の結果が「小浜湾海の健康診断評価委員会」から報告され、今後研究会と

して取り上げるべき課題（図 2-7）が明確化した。 

 

 

 

小浜湾の生態系

エビ類

ナマコ類

底生生物
の欠落

浅場の減少

藻場の減少

栄養供給バランスが
変化した

栄養消費バランスが
変化した

場の質と量が変化した
 

 

図 2-7 小浜湾海の健康診断評価委員会による報告結果の概要 

（出典：平成 24年度第 3回小浜市沿岸域総合管理研究会資料） 

 

当財団は、研究会の議題設定や議論の方向性について事務局である市へ事前の議論を

通じて助言を行ったほか、市長、副市長、地域政策の意思決定に関係のある地域の方々

とも意見交換を行い、沿岸域総合管理の実施にかかる多面的な支援を行ってきた。 

研究会の開催実績と主な議論の内容は、以下のとおりである。 
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� 第 1回研究会：平成 24 年 6 月 28 日（小浜市にて開催） 

今後の研究会を進める上で、事務局は、①検討スケジュール・検討内容と役割分担に

ついて、②議題を環境保全・再生に議論を絞り込み効果的に議論を進めることなどにつ

いて、参加者へ投げかけを行い意見交換を実施した。 

その結果、特に②については、「総合的視点」に立った議論が図られるべきという意見

が地元関係者などから示された。その上で、研究会での議論がしっかりと市の施策に反

映されるようするにはどうしたらよいかなどの役割分担の議論に発展した。また、地域

は沿岸域総合管理の役割を行政だけに負わせることは望んでおらず、漁業者や研究者、

市民団体などの役割を位置付けていきたいという前向きな意見が参加者から示され、次

回以降の検討の方向性を得た。 

 

� 第 2回研究会：平成 24 年 12 月 14 日（小浜市にて開催） 

事務局は議題設定に向けた事前アンケートを行い、この結果を基に事務局から、①沿

岸域総合管理の取組に向けた理想像、課題を設定する必要性について、②検討スケジュ

ールとして平成 25 年度末を目途に研究会としての提言をとりまとめることについて、

参加者へ議題を投げかけ、意見交換を実施した。 

その結果、沿岸域総合管理の取組に向けた理想像や目標と市の既存計画との間にいか

に整合性を図るのか、また、研究会における取組をどのようにＰＲするのかなどの意見

が示された。 

 

� 第 3回研究会：平成 25 年 2 月 6 日（小浜市にて開催） 

事務局は議題設定に向けた事前アンケートを行い、研究会参加者のそれぞれの活動

分野で考える個別課題を明らかにし、沿岸域の理想像・現状・問題点について意見交

換を実施した。また、この意見交換に先立ち、「小浜湾海の健康診断評価委員会」から、

健康診断結果（小浜湾を取り巻く社会と環境の変遷実態）の概要が報告された。 

その結果、健康診断結果も踏まえた意見を交わすことができ、湾を取り巻く社会と

環境の変遷実態に関する情報が共有され、課題や目標を議論するための新たな糸口を

得ることができた。また、今年度の研究会を締めくくるにあたり、この研究会を 2 年

後を目途に市が主体的に開催する「協議会」へ発展させることで意見がまとまった。

このほか、沿岸域総合管理の取組を展開する上では、PDCA サイクルによる運営の必

要性や地域目標となるキーワード（大きな目標）を掲げる必要性などについて認識が

共有され、市の広報紙（図 2-8）などを活用したＰＲの準備があることも市から明ら

かにされた。 
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図 2-8 市の広報紙による研究会活動のＰＲ 

（出典：平成 25年 3月広報おばま） 

 

 ②まとめ 

これまで、幅広い分野の関係者を交え研究会が開催され、議論が交わされたことは、

今後、市における地域協議会の設置なども見据えた初期段階の活動組織として十分な役

割を果たすに至っていると考えられる。 

すでに市役所内部における各部署との協力体制も確立しており、このことから、沿岸

域総合管理の取組にかかる活動が、近隣の自治体の共感も得ながら、地域にしっかりと

根付いた組織として自立させることが今後の重要な課題である。また、市における継続

的な人材確保や、これにかかる国県による支援体制の拡充も取組の継続性を確保する上

で重要な課題であると考えられる。 
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 (4) 岩手県宮古市 

①サイトにおける取組状況 

1) 地域の状況と沿岸域総合管理への取組 

岩手県宮古市においては、安全なまちづくり、水産業の再建等を含め、陸域と海域と

を一体にとらえた地域の復興・再生が求められている。東日本大震災以降の宮古市の動

向を以下に示す。 

� 平成 23年 6月 1日、「宮古市震災復興基本方針」が策定された。 

� 同 6 月 20 日に震災復興の総括・企画調整を専門的に行う組織として「復興推進  

室」が設立された。 

� 同 10 月 31 日、宮古市東日本大震災復興計画【基本計画】が策定された。計画の策

定にあたっては、外部検討組織の意見を参考にするとともに、市民の意見を反映さ

せるため、市民懇談会やアンケート、パブリックコメントを実施された。 

� 平成 23 年 12 月 7 日に成立した「東日本大震災復興特別区域法」に基づく「東日本

大震災復興交付金」を活用した復興事業の実施に向け、平成 23 年 3 月 26 日復興庁

に対して第１回目の復興交付金事業計画が提出された。 

� 平成 24 年 3 月 30 日に策定した宮古市東日本大震災復興計画【基本計画】に掲げた

目標を達成するための具体的な実現手段を示した宮古市東日本大震災復興計画【推

進計画】が策定された。  

� 平成 24年 3月 30 日「宮古市東日本大震災復興計画（基本計画）」の下位計画として

「宮古市東日本大震災地区復興まちづくり計画」が策定された。 

 

図 2-9 岩手県宮古市 

宮古市 
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2) 当財団と地域との協力 

＜平成 22 年度（震災前）＞ 

平成 22 年 12 月、宮古市において、市、岩手県沿岸広域振興局が海洋政策研究財団

と共同で「平成 22 年度沿岸域総合管理研究会」を開催し、県、市の職員、水産関係

者等と地域の実態や課題について意見交換を行った。 

＜平成 23 年度＞ 

� 平成 23年 12 月 13 日、宮古市の復興対策に関わる職員（復興推進室、水産課）

に、これまでの該当事業に関する当財団と宮古市の取り組や海域の地方公共団

体への編入の考え方等について説明し、次の展開として、地域の協力を得なが

ら宮古市において、被災後の海域環境や防災体制の状況等を総合的に把握する

取り組みを行うことを検討していることを伝え、当該事業のサイトとしての取

組みの可能性について検討した。 

� 平成 24年 1月 18 日、当該事業のサイトとしての具体的な取組みとして「海の健

康診断」の手法を活かした沿岸域環境の評価の実施について宮古市の関係課（復

興推進室・水産課・港湾振興室）に提案し、同市と財団の協力による取組みの開

始に関する協議を行い、取り組みを進めていくことに合意した。 

� 平成 24年 3月 23 日、宮古市と共同調査研究会「平成 23年度沿岸域総合管理研究

会」を開催し、海域の市町村の区域への編入、海の健康診断等による沿岸域の総

合的評価等について協議した。 

＜平成 24 年度＞ 

� 平成 24年 7月 19 日、海を活かした復興・まちづくりに役立てるため「海の健康

診断」等による宮古市沿岸域の総合的評価委員会を開催し、復旧・復興計画への

提案並びに環境モニタリング計画の作成に関する検討を開始した。  

� 平成 24年 7月 19 日、海を活かした地域の復興のあり方について検討する平成 24

年度沿岸域総合管理研究会を開始した。  

� 平成 24年 11 月 8日、平成 24 年度沿岸域総合管理研究会において復興に向けて沿

岸域総合管理の手法の活用方策により解決すべき課題等について協議した。  

� 平成 24年 11 月 8日、「海の健康診断」等による宮古市沿岸域の総合的評価委員会

において、その評価結果をもとにした沿岸域総合管理の推進に関する検討を開始

した。 

� 平成 25年 3月 4日、平成 24 年度沿岸域総合管理研究会において、「海の健康診断」

等による宮古市沿岸域の総合的評価委員会でとりまとめた調査結果の報告を行っ

た。また、これまで 3年間の宮古市における沿岸域総合管理における当財団と宮

古市の取り組みの状況をとりまとめ、今後の同市における沿岸域総合管理の推進

に向けての協議を行った。 
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宮古市沿岸域総合管理研究会 参加者名簿 

 

小笠原 徳（岩手県沿岸広域振興局 経営企画部海洋担当 主任主査） 

菊池 和也（岩手県沿岸広域振興局 経営企画部産業振興課 主事） 

伊藤 孝雄（宮古市産業振興部 水産課 課長） 

嶋崎 愛子（宮古市産業振興部 水産課 主任） 

佐々木 直（宮古市産業振興部 水産課 水産振興担当） 

松下 寛（宮古市産業振興部 環境課 課長） 

三上 巧（宮古市市民生活部 環境課 主査）  

関口 憲史（宮古市市民生活部 環境課 主任） 

中島 勝也 （宮古市産業振興部 産業支援センター 港湾振興室 主事） 

浜田 修氏 （岩手大学三陸復興推進機構 宮古エクステンションセンター  

プロジェクトマネージャー） 

 寺島 紘士 （海洋政策研究財団 常務理事） 

市岡 卓 （海洋政策研究財団 政策研究グループ グループ長）＊第１回開催のみ 

大塚 万紗子（海洋政策研究財団 特任研究員） 

田上 英明 （海洋政策研究財団 政策研究グループ 研究員） 

 

（オブザーバー） 

中田 英昭（長崎大学大学院 水産・環境科学総合研究科長）＊委員長 

山下 洋（京都大学フィールド科学教育研究センター 教授） 

平野 拓郎（いであ株式会社 理事 技師長） 

風間 崇宏（いであ株式会社 名古屋支店 生態解析部 グループ長） 

高橋 敦 （いであ株式会社 国土環境研究所 環境技術部 技師） 

 

 

「海の健康診断」等による宮古市沿岸域の総合的評価委員会 参加者名簿 

 

（委員） 

中田 英昭（長崎大学大学院 水産・環境科学総合研究科長）＊委員長 

山下 洋（京都大学フィールド科学教育研究センター 教授） 

小松 輝久（東京大学大気海洋研究所 准教授） 

田村 直司（岩手大学 三陸復興推進機構釜石サテライト産学官連携  

コーディネーター 三陸復興担当） 

大河内 裕之（水産総合研究センター 東北区水産研究所宮古庁舎  

資源増殖グループ長） 
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後藤 友明（岩手県水産技術センター, 主任専門研究員） 

芳賀 徹 （宮古漁業協同組合 指導課指導係長兼増殖係長） 

畠山 昌彦（田老町漁業協同組合 総務指導課長） 

高坂  勇一（重茂漁業協同組合 種苗生産課長） 

 

（オブザーバー） 

小笠原 徳（岩手県沿岸広域振興局 経営企画部海洋担当 主任主査） 

菊池 和也（岩手県沿岸広域振興局 経営企画部産業振興課 主事） 

伊藤 孝雄（宮古市産業振興部 水産課 課長） 

佐々木 直（宮古市産業振興部 水産課 水産振興担当） 

嶋崎 愛子（宮古市産業振興部 水産課 主任） 

松下 寛（宮古市産業振興部 環境課 課長） 

三上 巧（宮古市市民生活部 環境課 主査）  

関口 憲史（宮古市市民生活部 環境課 主任） 

中島 勝也 （宮古市産業振興部 産業支援センター 港湾振興室 主事） 

浜田 修氏 （岩手大学三陸復興推進機構 宮古エクステンションセンター  

プロジェクトマネージャー）  

平野 拓郎氏（いであ株式会社 理事 技師長） 

風間 崇宏氏（いであ株式会社 名古屋支店 生態解析部 グループ長） 

高橋 敦氏 （いであ株式会社 国土環境研究所 環境技術部 技師） 

 

（事務局） 

 寺島 紘士 （海洋政策研究財団 常務理事） 

市岡 卓 （海洋政策研究財団 政策研究グループ グループ長）＊第１回開催のみ 

大塚 万紗子（海洋政策研究財団 特任研究員） 

田上 英明 （海洋政策研究財団 政策研究グループ 研究員） 

 

②まとめ 

宮古市では陸と海を一体的にとらえた沿岸域の復興に向けて話し合う沿岸域総合管理研

究会が開催され、復興への沿岸域総合管理活用に向けた土台作りを進めている。 

震災後の復興事業として、ライフラインの整備や防災に関する課題等に向けた取り組み

が精力的に進められているが、震災以前から岩手県の産業振興指針等に示されているよう

に「環境」や「防災」だけでなく、「産業振興」についても推進されることが求められてい

る。海を活かし、海域・陸域を一体化した取組みが地域作り、まちづくりにどう貢献でき

るかという地域活性化の視点は各モデルサイトで共通した課題であるが、宮古市では「復

興」という文脈の中で、地域活性化をどのように実現していけるか考える必要がある。 
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今後、沿岸域総合管理研究会及び「海の健康診断」の手法を活かした沿岸域環境の評価

の実施において、沿岸域総合管理について協議・研究をすすめてきた成果をもとにして、

地域が主体となって実施する沿岸域総合管理のモデルとなる取組みを促進し、沿岸域総合

管理の考え方を活かした地域の復興・再生を話し合う協議会等の設置や沿岸域総合管理計

画の策定等が求められる。 
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 (5) 高知県宿毛湾（宿毛市・大月町） 

 

①サイトにおける取組状況 

1) 地域の状況と沿岸域総合管理への取組 

宿毛湾は、四国南西部、豊後水道南東部に位置し、幅約 10km、奥行き約 8km、西側

に開けている湾である。愛媛県南部の西海半島を北側に、高知県南西部の大月半島を南側

に対したリアス式の湾で、全体としてらっぱ状に開いており、湾内には、沖の島、姫島、

鵜来（うぐる）島、柏島を擁している。湾口南部の島々は沖の島海域公園を中心に足摺宇

和島国立公園に、湾奥の島々は宿毛湾県立自然公園にそれぞれ指定されている。 

水深が深く、豊後水道から黒潮が流れ込み、海水の交換が良いことと、背後地にある

深い山々から流れ込む栄養塩によって、豊かな漁場となっている。年間平均水温は摂氏 21

度と温暖である。一本釣りをはじめ、定置網、刺し網漁などの漁船漁業が中心である。ま

た、深い湾入のため波浪が穏やかで養殖漁場としても恵まれていることから、宿毛湾では

養殖が盛んで、ブリは高知県内生産量のほぼ 10割、カンパチは 3割、マダイは 5割、シ

マアジは 6割を占める1。 

磯釣りに適した場所も多い。柏島付近は約 1,000種類と魚種が豊富で、平均 20mとい

う透明度、日本有数の規模を誇る珊瑚群集があること、熱帯魚も多く見られることから、

磯釣り、シュノーケリング、ダイビングなど海洋レジャーも盛んである。特に柏島では観

光資源を活かして「自然体験型・環境教育型」の海洋教育、海洋エコ・ツアーを推進して

いる。また、一般的な状況として、漁業者とダイバーは係争となることが多いが、宿毛湾、

特にダイバーに人気の柏島にはダイビングサービスが約 20軒もあり、漁業者にとっての

脅威となっていたが、大月町役場と地元ＮＰＯを交えて数十回も話し合いが行われ、その

結果として、漁業者とダイバーが協力してモイカの産卵所としての杉の枝を海底に沈め、

モイカの増殖に協働で取り組むこととなり、これがお互いの信頼関係を修復するきっかけ

となったという。 

しかしながら、ここ数年で宿毛湾の透明度はやや低下してきており、また、赤潮の発

生、貝毒、磯焼け等の問題が表面化し始めており、この点は両自治体が沿岸域総合管理に

関心を持った理由のひとつになっている。 

宿毛湾の沿岸をまわってみると、リアス式の海岸の襞の一つ一つに漁業集落がある。

以前はそれらの集落それぞれに漁協があるような状態であったという。平成 13年に宿毛

市、大月町にあった 16漁協が「すくも湾漁業協同組合」として合併し、平成 24年 3月

31日現在の規模は、理事 21名、監事 4名、職員 57名、組合員数 1,819名、出資金は 4

億 3千万円強である2。宿毛市と大月町はいわゆる「平成の大合併」の折に合併する方向

で準備をしていたため、両自治体に位置していた漁協がまとまって、「すくも湾漁協」と

                                                        
1 ＪＦすくも湾漁協ホームページ http://www.sukumobay.com 
2 同上 
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なったのである。その結果、宿毛市と大月町の水産課は連動して活動する機会が多く、コ

ミュニケーションもよいことから、沿岸域総合管理研究会もその恩恵を受けており、２つ

の自治体にまたがっているにもかかわらず、スムーズな会議運営が可能となっている。 

また、「すくも湾漁業協同組合」では 2012年 12月、中央市場に冷凍冷蔵施設を新設

している。漁価低迷が問題になっている中で、漁獲物の高鮮度保持による販売価格の向上

が目的である。 

陸域の地形としては、宿毛市の 286．15平方キロメートル、大月町の 103．02平方キ

ロメートルのうち、約 80％を森林が占めている。宿毛市の中心には、愛媛県に源を持つ

松田川が縦貫して、宿毛湾に注いでいる。流域面積 232.0平方キロメートル、流路延長

51.1kmの二級河川で、下流には宿毛市街と豊かな平野を形成している。松田川の中流域

には治水対策として、坂本ダムが建設され、平成 13年 2月に竣工したばかりである。 

宿毛市の陸域の産業としては、林業、および温暖な気候を活かしたブロッコリー、オ

クラなど野菜の露地栽培や、海に面した南斜面における柑橘類などの果樹栽培が盛んであ

ることが挙げられる。特に、当地の風光名物「だるま夕日」の名前にちなんだ「だるま文

旦」は、糖度・酸味センサーによる品質管理を徹底し、当地のブランド品として売り出し

中である。 

一方、大月町の陸域の自然環境は温暖多雨で、林業の他、稲作、葉たばこの栽培、施

設園芸を中心とする農業が営まれている。夏の台風、冬の季節風は強く、大月町柏島の各

民家では、竹製の巻き簀を常備しており、台風到来の可能性があるときは、家の周りを巻

き簀で覆い、窓ガラスが割れるのを防ぐほどである。強風の、農林漁業などの一次産業に

及ぼす被害が常に心配されている地域である。しかし、最近では、こうした強風を資源と

して活用、丘陵地帯に風力発電施設を誘致して、陸域の新しい産業としている。 

平成 25年 3月時点の宿毛市の人口は 22,487人で、平成 15年の人口 25,097人に比較

して 1割以上減少している。大月町では平成 17年の人口は 6,437人、うち 65歳以上の高

齢者の人口は 2,296人と全体の 35．7％を占めており、10年前の平成 7年の 27．9％に比

べて、大幅に増加している。平成 25年 3月 1日時点の人口は 5,926人と平成 17年に比

べて、約 1割弱減っており、典型的な少子高齢化の自治体である。 

自治体の総合計画に関して、宿毛市は平成 23年 12月に宿毛市振興計画を策定してい

る3。一方、大月町は平成 19年～平成 28年の 10年間の第 6次総合計画を策定しており、

前期と後期を 5年ずつで区切っている。さらに、毎年翌 3年間の計画をローリングで作成

している4。 

宿毛市の交通であるが、宿毛駅が開業したのは平成９年である。当初、当時の市の中心

部であった現在の東宿毛駅を宿毛市の中心駅として予定し、愛媛県側への延伸も考慮した

中間駅として計画されていたが、実際には、市の中心部から西方に約 1km離れた現在の

                                                        
3 http://www.city.sukumo.kochi.jp 
4 http://www.town.otsuki.kochi.jp 
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位置へと変更が行われた。宿毛駅の西に位置する市の中心部と、東に位置する臨港部の片

島地区の双方に便宜を図ったため、と言われるが、市の中心部が寂れ始めており、求心力

を失っているかにみえる。宿毛駅から中村駅まで第三セクターの土佐くろしお鉄道、中村

駅から岡山駅まで JR四国旅客鉄道を利用することで、宿毛駅から岡山駅まで 4時間半で

到達することができる。また、宿毛―神戸・大阪・京都間には夜行バスが走行している。 

片島地区には、昭和 59年の片島港と小筑紫港の統合によって誕生した重要港湾の宿毛

湾港がある。小筑紫港は 1,100 余年前の延喜の時代より船舶避難港として構築された古い

港である。昭和の時代は木材類の商港として、現在は四国西南部の物流拠点港としての役

割を担っている。また、大分県佐伯港との間に 1,000トンと 1,500トンのフェリーが合計

１日 6便就航している。 

大月町には鉄道がなく、主要な公共交通手段はバスである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-10 宿毛湾沿岸域マップ 

 

2) 当財団と地域との協力 

a）沿岸域総合管理モデルサイトとしての立ち上げまでの経緯 

サイト立ち上げまでの現地調査、関係者との意見交換等の状況は以下のとおりである。 

・ 平成 24年 7月 2日、高知でのサイトの立ち上げについて、高知大学深見公雄副

学長、高知大学吉用武史国際・地域連携センター特任講師、（財）黒潮生物研究財団

黒潮生物研究所岩瀬文人専務理事・研究所長、ＮＰＯ法人黒潮実感センター神田優セ

ンター長らと情報交換を行った。 

・ 平成 24年 8月 7日、黒潮生物研究所岩瀬文人研究所長、黒潮実感センター神田

優センター長の紹介で、宿毛市役所を訪問。平成 23年 12月に市長に就任した沖本年

男宿毛市長に、沿岸域総合管理について説明した後、意見交換を行った。沖本市長は、

就任以前から海域、陸域流域圏の環境保全に対しても強い関心を持っていたことから、

宿毛市と大月町で「宿毛湾沿岸域総合管理研究会」を立ち上げ、宿毛湾沿岸域の環境
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の保全と地域の活性化を計っていくことで賛同を得た。 

・ 平成 24年 8月 8日、黒潮実感センター神田センター長と大月町役場を訪問。沿岸

域総合管理のメリット等を説明。大月町水産課とセンター長は、地元の漁業者とダイ

バー間の利害調整等に関して、既に数十回におよぶ話し合いをしてきた経緯があり、

お互いの信頼関係は強い、とのことであった。 

・ 平成 24年 8月末、宿毛市と大月町が話し合いを行い、海洋政策研究財団と沿岸域

総合管理を進めることで合意した旨、海洋政策研究財団に報告があった。 

・ 平成 24 年 9 月 27 日、高知大学深見副学長、黒潮生物研究所岩瀬所長、黒潮実感

センター神田センター長、宿毛市、大月町と海洋政策研究財団とで沿岸域総合管理研

究会の準備委員会を開催。今後の進め方について協議した。 

 

b) 宿毛湾がサイトとして相応しいと考えた理由 

・ 漁業者等の関係者が赤潮の発生など海域環境の悪化について問題意識を持ってお

り、一方で、森林管理者等も流域圏の一体的管理に対する関心が高く、彼らの協力を

得られる可能性があるなど、環境の問題を契機として沿岸域総合管理の取組みを広く

展開できる見込みがあること。 

・ 宿毛市および大月町が、流域圏管理を含めた活動により海域環境を改善するなど

宿毛湾沿岸域の問題について強い関心を示しており、両自治体が主体となった取組み

が期待できること。 

・高知大学をはじめ黒潮生物研究所や黒潮実感センターなど、地元の教育・研究機関

の専門家による支援が期待できること。 

 

c)  宿毛湾沿岸域総合管理研究会の開催 

・ 平成 24年 11月 28日、第 1回宿毛湾沿岸域研究会を宿毛市役所にて開催した。ま

た、研究会に先立ち、海洋政策研究財団寺島常務理事が沖本宿毛市長と意見交換を

行った。 

・ 平成 25 年 2 月 5 日、宿毛湾沿岸域研究会「海の健康診断」作業部会を立ち上げ、

その第 1 回会合を宿毛市役所にて開催した。作業部会委員長には広島大学名誉教授

松田治氏を選任、沿岸域総合管理を始めるにあたり、沿岸域の現状を把握するため

に、海洋政策研究財団が開発した「海の健康診断」手法を使って調査し、その結果

を沿岸域総合管理のために活用することを確認した。平成 25年度末までに成果を出

し、その中で、モニタリングなど地域住民が持続的に取り組める内容も含めて探っ

ていくことで合意した。また、調査する宿毛湾の範囲として、北側は高知と愛媛県

の境から南側は大月町柏島とすることを決定した。 

・ 平成 25年 3月 1日、第 2回宿毛湾総合沿岸域管理研究会を宿毛市役所にて開催。 

沿岸域総合管理の考え方と宿毛湾以外の４つのモデルサイト、また、宿毛湾とその
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流域圏の環境および産業に関連して現存する地域の４つの協議会について情報を共

有した。沿岸域総合管理計画を市や町の総合計画にどう位置づけるか、陸域と海域

の立体的管理、環境・生物多様性に軸をおいた地域経済の活性化、海洋教育・人材

の育成などを含め、平成 25年度中に沿岸域総合管理計画を創ることで合意した。 

 

d) 研究会メンバーについて 

宿毛湾沿岸域総合管理研究会のメンバーは下記のとおり小さくスタートする。 

協議会になる段階で参加者を増やす予定である。 

 

宿毛市 酒谷 幸夫 宿毛市産業振興課 課長補佐兼監理係長 

  福島 篤史 宿毛市産業振興課 水産振興係長 

 松岡 博之 宿毛市商工観光課 

大月町 松田 耕一 大月町役場 産業振興課 水産振興係長 

  山本 沙也加 大月町役場 産業振興課 水産振興係 

高知県 織田 純生 高知県水産振興部 宿毛漁業指導所 所長 

  大山 隼人 高知県水産振興部 宿毛漁業指導所 主査 

漁協  濱田 満幸 すくも湾漁業協同組合 指導共済課 

有識者 深見 公雄 高知大学理事（教育担当）・副学長 

 石塚 悟史 高知大学 国際・地域連携センター准教授 

  岩瀬 文人 
財）黒潮生物研究財団 黒潮生物研究所専務理事・

研究所長 

  神田 優 NPO 法人）黒潮実感センター センター長 

財団      

 

②まとめ 

3 年間の沿岸域の総合管理モデル事業の最終年度後半でのサイト立ち上げであった

が、宿毛市、大月町、高知県水産振興部、高知大学、黒潮生物研究所、黒潮実感セン

ター、漁業関係者等の熱心な参加者に恵まれ、平成 26 年度をめざした協議会立ち上

げに向けて、ロードマップが描ける状態になった。 

今後の流れとしては、平成 25年度の研究会では、沿岸域の各データの整理、また、

協議会としてどういう行動に活かしていくか、何を達成していくかについて目標を設

定し、計画を策定し、体制を整え、平成 26 年度から、流域圏の農林関係者などより

多様な利害関係者や教育関係者からなる宿毛湾沿岸域総合管理協議会を立ち上げる

予定である。また、沿岸域のデータの一部を地元で継続的に収集する方法も考えてい

く。 

現在はまだ議論にあがっていないが、宿毛湾沿岸域は東南海地震による津波の影響
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が想定されており、防災についても議論する必要があるように思われる。 

また、高知県は県庁に「おもてなし課」を設置しているほど、観光に注力している

こと、馬路村や砂浜美術館などに見られるように、商品とアイデアを「売れるデザイ

ン」に落とし込む能力に長けている人材に恵まれていることなどから、四国の端に位

置する宿毛市と大月町を擁する宿毛湾沿岸域を高知県の「はしっこのまち」として、

どのようにアピールし、経済的自立に結びつけていくかについて、活発で創造的な議

論が期待される。 
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態
把
握
の
た
め
の
｢小
浜
湾
海
の
健
康

診
断
」
に
２
ヶ
年
計
画
で
着
手
し
、
今
年
度
そ
の

最
終
結
果
を
得
る
と
と
も
に
、
市
民
と
と
も
に
地

元
沿
岸
域
管
理
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
「
小
浜

市
沿
岸
域
管
理
研
究
会
」
を
市
と
財
団
が
共
同

で
立
ち
上
げ
こ
れ
ま
で
議
論
を
深
め
て
き
た
。

・
研
究
会
で
、
市
と
地
元
関
係
は
、
地
元
の
沿

岸
地
域
の
そ
も
そ
も
の
課
題
を
再
認
識
し
、
こ

れ
を
共
有
し
、
「
課
題
へ
の
取
組
（
P
D
C
A
)の
方

法
」
と
「
目
指
す
べ
き
沿
岸
域
の
地
域
目
標
を

掲
げ
る
必
要
性
」
を
認
識
し
た
。

・
平
成
２
６
年
度
に
は
、
研
究
会
が
市
の
行
政

に
コ
ミ
ッ
ト
で
き
る
「
透
明
性
が
確
保
さ
れ
た
協

議
会
」
へ
発
展
さ
れ
る
よ
う
、
現
在
研
究
会
で
の

議
論
を
深
め
て
い
る
。

各
サ
イ
ト
等
の
概
況
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地
域

サ
イ
ト
候
補
地

地
域
の
状
況

対
応
状
況

４
岩
手
県
宮
古
市

（
地

域
の

状
況

）

・
東
日
本
大
震
災
の
発
生
前
か
ら
、
三
陸
地
域
に
お
い

て
、
岩
手
県
の
主
導
に
よ
る
海
洋
資
源
を
活
か
し
た
産

業
振
興
へ
の
取
組
み
が
進
展
。

・
大
震
災
の
発
生
に
よ
り
、
地
域
の
主
力
産
業
で
あ
る

水
産
業
が
甚
大
な
被
害
を
受
け
、
水
産
業
の
再
生
、
災

害
に
強
い
地
域
づ
く
り
、
地
域
の
復
興
が
課
題
と
な
っ
て

い
る
。

（
取

組
み

の
特

徴
）

・
海
域
と
陸
域
を
一
体
と
し
て
と
ら
え
た
地
域
の
復
興
が

重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

・
大
震
災
の
発
生
前
、
岩
手
県
の
協
力
を
得
て
、

宮
古
市
に
お
い
て
沿
岸
域
総
合
管
理
に
関
す

る
研
究
会
を
開
催
し
た
。

・
平
成
２
３
年
度
末
、
「
海
の
健
康
診
断
」
の
手

法
を
活
か
し
た
沿
岸
域
の
総
合
的
評
価
を
行
う

こ
と
及
び
当
事
業
の
サ
イ
ト
と
し
て
位
置
づ
け
る

こ
と
で
合
意
し
た
。

・
平
成
２
４
年
３
月
、
陸
域
と
海
域
を
一
体
に
と

ら
え
た
地
域
の
復
興
・
再
生
を
推
進
す
る
た
め

沿
岸
域
総
合
管
理
研
究
会
を
再
開
し
た
。

５
高
知
県
宿
毛
市
・
大
月
町

（
宿

毛
湾
）

・
赤
潮
や
貝
毒
、
磯
焼
け
、
マ
グ
ロ
の
養
殖
に
よ
る
環
境

へ
の
影
響
等
の
問
題
に
対
処
し
、
豊
か
な
海
を
取
り
戻

す
こ
と
が
課
題
。

・
海
の
豊
か
さ
と
森
・
川
と
の
関
係
の
関
係
に
関
心
。

・
大
月
町
は
風
力
発
電
等
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
に
関
心
。

・
閉
鎖
性
の
湾
で
あ
る
宿
毛
湾
の
内
側
を
対
象

範
囲
と
し
て
、
沿
岸
域
総
合
管
理
研
究
会
を
設

置
し
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
「
海
の
健
康
診

断
」
の
考
え
方
に
基
づ
い
た
海
域
環
境
の
評
価

を
実
施
（
こ
れ
を
適
正
に
実
践
す
る
た
め
の
評

価
委
員
会
を
設
置
）
す
る
こ
と
で
合
意
。

サ
イ
ト
一
覧
（
つ
づ
き
）

各
サ
イ
ト
等
の
概
況
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１
基
礎
情
報
(自
然
・
社
会
の
状
況
）

①
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体

・
三
重
県
志
摩
市

（
2
0
0
4
年
浜
島
町
、
大
王
町
、
志
摩
町
、
阿
児
町
、
磯
部
町
の
5
町
が
合
併
）

②
沿
岸
域
の
人
口

・
5
7
,7
5
4
人
（
志
摩
市
人
口
，
2
0
1
0
年
5
月
1
日
現
在
）

③
沿
岸
域
の
産
業

・
水
産
業
（
真
珠
養
殖
，
漁
業
）
，
観
光
業
が
盛
ん
で
あ
る
。

・
市
内
の
太
平
洋
沿
岸
で
は
小
型
漁
船
を
使
用
し
た
沿
岸
漁
業
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。

・
英
虞
湾
や
的
矢
湾
で
は
、
真
珠
や
か
き
、
あ
お
さ
な
ど
の
養
殖
業
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

・
平
成
３
年
か
ら
、
漁
業
の
漁
獲
量
、
養
殖
業
の
収
穫
量
と
も
に
、
全
体
的
に
減
少
傾
向
に
あ
る
。

漁
業
漁
獲
量
：
1
9
,9
8
8
t（
平
成
３
年
）
→
1
2
,3
1
8
t（
平
成
２
０
年
）

養
殖
業
収
穫
量
：
5
,4
4
2
t（
平
成
３
年
）
→
3
,6
1
7
t（
平
成
２
０
年
）

・
観
光
入
込
客
数
は
平
成
６
年
の
7
9
6
万
人
を
最
高
に
、
そ
の
後
は
減
少
傾
向
が
続
き
、
近
年
は
4
0
0
万

人
前
後
で
推
移
し
て
い
る
。
（
平
成
６
年
に
は
志
摩
ス
ペ
イ
ン
村
が
開
業
し
た
。
）

④
沿
岸
域
の
文
化
、
歴
史
、
土
地
や
海
域
の
利
用
そ
の
他
社
会
の
状
況

・
1
8
9
3
年
に
御
木
本
幸
吉
が
ア
コ
ヤ
ガ
イ
を
用
い
て
世
界
で
初
め
て
半
円
真
珠
を
つ
く
る
こ
と
に
成
功

・
伝
統
行
事
で
は
、
和
具
の
「
潮
か
け
祭
り
」
や
波
切
り
の
「
わ
ら
じ
祭
」
、
浜
島
の
「
伊
勢
え
び
祭
」
な
ど
、

海
に
関
連
し
た
行
事
が
多
数
存
在
す
る
。

・
食
文
化
と
し
て
は
「
き
ん
こ
」
や
「
て
こ
ね
寿
司
」
な
ど
、
豊
富
な
海
の
幸
、
山
の
幸
か
ら
生
ま
れ
た
志
摩
市

特
有
の
食
文
化
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

⑤
沿
岸
域
の
地
勢
、
気
象
・
海
象
、
生
態
系
な
ど
自
然
・
環
境
の
状
況

・
全
域
が
伊
勢
志
摩
国
立
公
園
，
気
候
温
暖
，
英
虞
湾
・
的
矢
湾
・
太
平
洋
に
面
す
る
リ
ア
ス
式
の
海
岸

線
と
な
だ
ら
か
な
丘
陵
地
。

・
絶
滅
危
惧
種
指
定
種
が
計

5
2
種
、
記
録
さ
れ
て
い
る
。

・
三
重
県
内
で
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
の
産
卵
が
最
も
多
く
確
認
さ
れ
て
お
り
、
浜
島
町
か
ら
国
府
白
浜
ま
で
の
太

平
洋
沿
岸
が
産
卵

場
と
な
っ
て
い
る
。

２
沿
岸
域
に
お
け
る
問
題
点
等

①
顕
在
化
し
て
い
る
問
題
点

・
生
活
排
水
、
真
珠
養
殖
等
が
原
因
に
よ
り
海
底
環
境
が
悪
化

（
下
水
道
接
続
率
：
4
8
.8
％
／
平
成
2
1
年
度
末
）

（
ア
コ
ヤ
ガ
イ
の
フ
ン
、
死
骸
等
が
海
底
の
環
境
悪
化
を
招
く
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）

・
干
潟
消
失
に
よ
る
海
の
浄
化
能
力
の
減
少

（
か
つ
て
湾
内
に
約
2
6
9
h
aあ
っ
た
干
潟
の
約
7
0
％
が
干
拓
に
よ
り
消
失
）

・
地
域
産
業
（
養
殖
業
、
漁
業
、
観
光
業
）
の
衰
退

→
１
③
参
照

②
将
来
に
向
け
て
の
問
題
意
識

・
志
摩
市
総
合
計
画
（
後
期
基
本
計
画
）
に
お
い
て
、
「
新
し
い
里
海
の
創
生
」
を
位
置
づ
け

・
豊
か
な
「
自
然
の
恵
み
」
の
保
全
と
管
理
を
進
め
、
沿
岸
域
資
源
を
持
続
可
能
な
形
で
利
活
用
し
、
地

域
の
魅
力
の
向
上
と
発
信
（
地
域
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
）
を
実
現
す
る
。

・
「
稼
げ
る
里
海
」
・
「
学
べ
る
里
海
」
・
「
遊
べ
る
里
海
」

（
い
ず
れ
も
「
志
摩
市
里
海
創
生
基
本
計
画
案
」
よ
り
）

３
関
係
者
と
そ
の
動
き

①
関
係
者
の
関
心
・
意
欲
（
地
方
公
共
団
体
の
担
当
者
、
産
業
界
、
住
民
、
N
G
O
等
）

・
志
摩
市
長
（
大
口
秀
和
氏
）
が
沿
岸
域
総
合
管
理
に
よ
る
新
し
い
里
海
創
生
に
熱
意
。

・
志
摩
市
農
林
水
産
部
里
海
推
進
室
が
、
計
画
策
定
な
ど
取
組
み
の
中
心
。

・
三
重
県
水
産
研
究
所
水
圏
環
境
研
究
課
が
英
虞
湾
の
環
境
再
生
に
関
わ
る
調
査
研
究
等
に
お
い
て

中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
て
い
る
。

・
志
摩
の
海
を
守
る
会
（
真
珠
養
殖
業
者
）

②
取
組
み
体
制
（
協
議
会
、
地
方
公
共
団
体
内
部
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
等
）

・
市
庁
舎
内
に
関
係
部
署
を
横
断
す
る
「
志
摩
市
里
海
創
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
設
立
（
2
0
1
0
年

5
月
）

・
沿
岸
域
の
総
合
的
管
理
を
担
当
す
る
里
海
推
進
室
が
発
足
（
2
0
1
1
年

4
月
）

・
「
志
摩
市
里
海
創
生
基
本
計
画
策
定
委
員
会
」
が
発
足
（
2
0
1
1
年

8
月
）

・
「
志
摩
市
里
海
創
生
推
進
協
議
会
」
が
設
立
（
2
0
1
2
年

5
月
）

③
政
治
的
意
思
の
盛
り
上
が
り
（
首
長
、
議
員
等
の
関
心
・
意
欲
）

大
口
市
長
他
職
員
2
名
は
，
2
0
0
9
年
1
1
月
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
開
催
さ
れ
た
P
E
M
S
E
A
東
ア
ジ
ア
海
洋
会
議

に
参
加
し
，
バ
タ
ア
ン
で
開
催
さ
れ
た
P
N
L
G
（
P
N
L
G
(P
E
M
S
E
A
地
方
政
府
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
に
お
い
て
日

本
の
自
治
体
と
し
て
始
め
て
参
加
し
た
。
P
N
L
G
総
会
で
は
志
摩
市
長
が
、
「
志
摩
市
で
も
東
ア
ジ
ア
諸
国

と
同
じ
よ
う
に
海
の
環
境
問
題
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
、
今
後
の
取
り
組
み
に
活
か
し
て
い
き
た
い
」
と
ス

ピ
ー
チ
を
お
こ
な
っ
た
。

こ
れ
以
降
、
同
市
長
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
沿
岸
域
総
合
管
理
へ
の
取
組
み
が
加
速
。
2
0
1
2
年
1
0

月
に
同
市
長
が
再
選
さ
れ
、
P
N
L
G
年
次
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
志
摩
市
へ
の
誘
致
の
動
き
が
出
て
い
る
。

１
三
重
県
志
摩
市
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４
沿
岸
域
管
理
に
関
す
る
取
組
み
の
状
況

①
行
政
が
主
体
と
な
っ
た
取
組
み

・
三
重
県
地
域
結
集
型
共
同
研
究
事
業
（
2
0
0
3
～
2
0
0
7
年
）

・
J
S
T
社
会
技
術
研
究
開
発
事
業
（
2
0
0
3
～
2
0
0
7
年
）

・
J
S
T
実
装
支
援
事
業
（
2
0
0
9
～
2
0
1
1
年
度
）

「
住
民
参
加
型
の
干
潟
再
生
体
制
の
構
築
」

・
環
境
省
・
里
海
創
生
支
援
モ
デ
ル
事
業
開
始
（
2
0
0
9
～
2
0
1
0
年
度
）

「
英
虞
湾
い
き
も
の
調
査
隊
事
業
」

②
産
業
界
、
住
民
、
N
G
O
等
が
主
体
と
な
っ
た
取
組
み

・
O
P
R
F
「
海
の
健
康
診
断
」
事
業
開
始
（
2
0
0
9
～
2
0
1
0
年
度
）

③
関
係
者
か
ら
な
る
協
議
会
等
が
主
体
と
な
っ
た
取
組
み

・
英
虞
湾
自
然
再
生
協
議
会
（
2
0
0
7
年
設
立
）

④
総
合
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
、
計
画
等
に
基
づ
く
取
組
み

・
志
摩
市
総
合
計
画
（
後
期
基
本
計
画
）
に
お
い
て
，
「
新
し
い
里
海
を
創
生
し
て
い
く
た
め
、
沿
岸
域
が
一

体
と
な
っ
た
総
合
的
管
理
の
取
り
組
み
を
進
め
る
」
こ
と
が
明
記
さ
れ
た

・
「
志
摩
市
里
海
創
生
基
本
計
画
」
策
定
（
2
0
1
2
年

3
月
）

・
2
0
1
2
年
8
月
に
第
1
回
志
摩
市
里
海
創
生
推
進
協
議
会
、
1
0
月
に
第
2
回
協
議
会
、
1
2
月
に
第
3
回
協
議

会
、
2
0
1
3
年
2
月
に
第
4
回
協
議
会
が
開
催
さ
れ
た
。

⑤
研
究
機
関
と
の
連
携
・
協
力
に
よ
る
取
組
み

・
三
重
県
水
産
研
究
所
と
の
連
携
（
Ｊ
Ｓ
Ｔ
の
支
援
に
よ
る
干
潟
再
生
試
験
等
）

⑥
そ
の
他
（
③
～
⑤
以
外
で
）
地
域
の
関
係
者
の
連
携
・
協
力
に
よ
る
取
組
み

５
沿
岸
域
総
合
管
理
の
実
施
に
向
け
て
の
展
望
、
課
題
等

・
こ
れ
ま
で
、
市
役
所
や
地
域
の
関
係
者
が
沿
岸
域
の
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
う
研
究
会
や
計
画
の
策

定
・
実
施
に
関
す
る
協
議
会
が
設
置
さ
れ
、
市
役
所
が
中
心
に
な
っ
て
沿
岸
域
総
合
管
理
計
画
で
あ

る
里
海
創
生
基
本
計
画
を
策
定
し
、
沿
岸
域
総
合
管
理
の
実
施
段
階
に
至
っ
た
。

・
今
後
、
協
議
会
委
員
の
間
で
の
協
議
を
通
じ
て
基
本
計
画
の
進
め
方
に
関
す
る
共
通
認
識
の
構
築
と

協
議
会
委
員
が
合
意
で
き
る
具
体
的
な
実
行
内
容
（
取
り
組
み
）
を
明
確
に
し
た
上
で
、
里
海
創
生

基
本
計
画
を
基
に
、
沿
岸
域
総
合
管
理
の
実
施
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

参
考
文
献
等

・
志
摩
市
総
合
計
画
（
後
期
基
本
計
画
）

・
平
成
2
1
年
度
森
川
海
を
一
体
的
な
管
理
に
関
す
る
す
る
調
査
研
究
報
告
書

・
第
3
回
森
川
海
/
流
域
圏
合
同
委
員
会
発
表
資
料
（
三
重
県
志
摩
市
産
業
振
興
部
水
産
課
水
産
資
源

係
係
長
浦
中
秀
人
氏
）

・
第
7
回
英
虞
湾
自
然
再
生
協
議
会
配
布
資
料

・
志
摩
市
H
P
（
h
tt
p
:/
/
w
w
w
.c
it
y.
sh
im
a.
m
ie
.jp
/
in
d
e
x.
h
tm
l ）

・
志
摩
市
里
海
創
生
基
本
計
画

１
三
重
県
志
摩
市
（
つ
づ
き
）
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２
岡
山
県
備
前
市
（
日
生
町
）

１
基
礎
情
報
(自
然
・
社
会
の
状
況
）

①
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体

岡
山
県
、

備
前
市
（
2
0
0
5
年
3
月
2
2
日
に

備
前
市
・
日
生
町
・
吉

永
町
が
合
併
）

②
沿
岸
域
の
人
口
(H
2
4
.1
0
現
在

)

・
備
前
市
：
3
8
,2
8
4
人

・
旧
日
生
町
地

区
：
7
,8
2
6
人

③
沿
岸
域
の
産
業

・
漁
業
（
カ

キ
養
殖
、
小
型
底
び
き

網
、
小
型
定
置

網
、

刺
網
等
）

・
耐

火
物

製
造
業
（
備
前

焼
、

レ
ン
ガ
、

セ
ラ
ミ
ッ
ク
、
フ

ァ
イ
ン

セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
）

・
観
光
業
（
旅

館
・
宿

泊
施
設
、
食
事

処
、

魚
市

場
等
）

④
沿
岸
域
の
文
化
、
歴
史
、
土
地
や
海
域
の
利
用
そ
の
他
社
会
の
状
況

「
日
生

千
軒
漁

師
町
」
と
う
た
わ
れ
て
き
た
日
生
は
、

古
く
か
ら
水
産
業
や
海

運
業
が
盛
ん
な
場
所
で

あ
っ
た
。
豊
か
な
漁

場
を
持
つ
日
生
の
人

々
は

縄
文
・
弥
生

時
代
よ
り
漁

撈
活
動
に

従
事
し
、
室
町

時
代

中
期
に
は

京
や
大

阪
ま
で
海
産

物
を

運
ん
で
い
た
記
録
が

残
る
な
ど
、

古
く
か
ら
漁
業
集

落
と
し
て

知
ら

れ
て
き
た
。
日
生
の
漁

師
は
、

江
戸

時
代
に
は
関

西
や

四
国
地
方
の
海
域
に
ま
で
出
漁
し
、
明
治
以
降

は
国
内

各
地
の
み
な
ら
ず

朝
鮮
半
島
や

台
湾
ま
で
進
出
し
た
記
録
が

残
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

狭
い
漁

場
を
守
る
た
め
に
生
ま
れ
た
漁
業
協
同
組
合
の
一

家
族
一
組
合
員
と
い
う
制
度
や
、
そ
れ

ゆ
え
組
合
員
に

な
れ

ぬ
も
の
が
漁
を
行
う
に
は
他
地
域
へ
移
住

せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
と
い
う
必
然

性
等
に
よ
り

醸
成
さ

れ
た
日
生
の
漁

師
の
進
取
の
気

性
を

物
語
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
日
生
で
は
小
型
底
び
き

網
、
小
型
定

置
網
、

刺
網
等
の
漁
業
の

ほ
か
に
養
殖
業
も
盛
ん
で
あ
る
。
特
に
カ

キ
養
殖
は
盛
ん
で
、
日
生
町
漁
業

協
同
組
合
の
生
産

金
額
の
8
割
以
上
を

占
め
る
と
さ
れ
る
。
近
年
で
は
、
漁
業
を
中
心
と
し
た
地
域
の
特

性
を
生
か
し
、
産

官
一
体
と
な
っ
た
観
光
開
発
に
も
力
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

備
前
市
で
は
合
併
以
降

毎
年
1
～
2
％

程
度
の
人
口
減
少
が
続
き
、
日
生
地

区
で
も
人
口
減
少
は
進

行
し
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、

備
前
市
に
お
け
る
6
5
歳
以
上
の
人
口
の
割
合
（
高

齢
化
率
）
は
H
2
4
年

時
点
で

3
2
％
で
あ
り
、
地
域
全
体
と
し
て
高

齢
化
も
進
ん
で
い
る
。

⑤
沿
岸
域
の
地
勢
、
気
象
・
海
象
、
生
態
系
な
ど
自
然
・
環
境
の
状
況

備
前
市
全
体
の
面

積
は
2
5
8
.2
3
平
方

km
で
あ
り
、
う

ち
日
生
地

区
は
3
5
.9
1
平
方

km
を

占
め
る
。
山
地

が
海
岸
線
近
く
ま
で

迫
る
た
め
、
日
生
地

区
の
市

街
地
は
海
に
近
い

限
ら
れ
た
平

野
部

分
を
中
心
に

広

が
り
、

瀬
戸
内
海
を

望
む
沿
岸
域
に
は
入
り

江
や

岬
が
入
り
組
ん
だ
海
岸
線
が

伸
び
る
。

目
の
前
に
は
、

有
人
・
無
人
を

含
め
た
大
小
1
3
に
わ
た
る
日
生
諸
島
が
あ
り
、

瀬
戸
内
海
国
立
公
園
の
一
部
を
な
す
。
中

で
も

鹿
久

居
島
、

頭
島
、
大
多
府
島
、

鴻
島
な
ど
は
市
民
生
活
や
産
業
に
と
っ
て
重
要
な
位
置
づ
け
に
あ

る
。
気
候
は

典
型
的
な

瀬
戸
内
海
型
気
候
で
あ
り
、
年
間
を
通
じ
て
温
暖
・
少

雨
で

過
ご
し
や
す
い
。
日
生

諸
島
を

含
め
入
り
組
ん
だ
海
岸
線
が

広
が
る
日
生
の
沿
岸
海
域
は

好
漁
場
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
。

２
沿
岸
域
に
お
け
る
問
題
点
等

①
顕
在
化
し
て
い
る
問
題
点

・
環
境
の
悪
化
に
よ
る
ア

マ
モ
場
の
大

幅
な

喪
失

・
埋
め
立
て
等
の
沿
岸
開
発
に
よ
る
干
潟
や
自
然
海
岸
の
消
失

・
生

息
環
境
の
悪
化
に
よ
る
水
産
資
源
の
減
少

・
水

質
悪
化

・
海
洋

ご
み

・
伝
統
漁

法
で
あ
る
「
つ

ぼ
網
」
（
小
型
定
置

網
）
の
衰
退

・
深

刻
で
は
な
い
が
、
漁
業
の
後

継
者
確
保
の

難
し
さ

・
経
験
に
基
づ
く
生
態
学
的

知
識
の

喪
失

②
将
来
に
向
け
て
の
問
題
意
識

・
市
の
総
合
計
画
で
は
、
市
の
基
本
理

念
を

『
海
と
み
ど
り
と

炎
の
ま

ち
』
と
定
め
市
に
お
け
る
海
洋
の
重

要
性
は

掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
沿
岸
域
に
関
す
る
具
体
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
等
は

示
さ
れ
て
い
な
い
。

・
東

備
地

区
水
産
環
境

整
備
事
業
指
定
海
域
の
管
理
に
つ
い
て
の

懸
念
。
多
面
的
な
海
域
利
用
の
あ
り

方
や

周
知
の
方

法
を
県
庁
、
市
役
所
、
漁
業
協
同
組
合
が
中
心
と
な
り
、

検
討
中
（
当

財
団
も

助
力
と
し

て
、
地
域
利

害
関
係
者
と
海
洋

空
間
利
用
・
管
理

マ
ッ
プ
を

作
成
中
）
。

３
関
係
者
と
そ
の
動
き

①
関
係
者
の
関
心
・
意
欲
（
地
方
公
共
団
体
の
担
当
者
、
産
業
界
、
住
民
、
N
G
O
等
）

・
日
生
町
漁
業
協
同
組
合
と
岡
山
県
、

備
前
市
の
水
産
関
係
者
は
、
沿
岸
域
に
お
け
る
課
題
に

対
し
て

高
い
意
識
を
持
っ
て
い
る
。

・
沿
岸
域
と

深
く
関
わ
る

備
前
東

商
工
会
や
日
生
町
観
光
協
会
、

鹿
久

居
島
に
あ
る
体
験
学

習
施
設

「
古

代
体
験
の

郷
ま

ほ
ろ

ば
」
と
い
っ
た
水
産
関
係
以
外
の
関
係
者
も
、
沿
岸
域
の
地
域
振
興
に
大
き

な
関
心
を

寄
せ
て
い
る
。

・
H
2
4
年
5
月
に
岡
山
県
と
日
生
町
漁
協
に
生
活
協
同
組
合
お
か
や
ま
コ
ー
プ
、
N
P
O

法
人
里
海
づ
く
り

研
究
会
議
を
加
え
た
4
者
が
ア

マ
モ
場

造
成
に
関
わ
る
協
定
が

締
結
。

・
今
後
は
こ
れ
ま
で
関
わ
り
の
な
か
っ
た
遊
漁
産
業
や
市
民
グ
ル
ー
プ
と
い
っ
た
関
係
者
と
の
連
携
も
必

要
と
な

ろ
う
。

②
取
組
み
体
制
（
協
議
会
、
地
方
公
共
団
体
内
部
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
等
）

・
東

備
地

区
海
洋

牧
場

適
正
利
用
協
議
会
（
別
名
：
海
洋

牧
場

検
討
協
議
会
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
現

在
は
、
研
究
会
を
中
心
に
議

論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

顧
問
と
し
て

備
前
市
長
が
、
委
員
と
し
て
岡
山
県

水
産
課
、

備
前
市
農
林
水
産
課
が
参
加
。

③
政
治
的
意
思
の
盛
り
上
が
り
（
首
長
、
議
員
等
の
関
心
・
意
欲
）

・
備
前
市
（
農
林
水
産
課
等
）
は
沿
岸
域
の
総
合
的
管
理
の
重
要

性
を
認
識
し
て
い
る
。
市
の
政
策
と
し

て
沿
岸
域
総
合
管
理
は
現

時
点
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
次
期
総
合
計
画
の
方
向

性
に

注

目
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

・
漁
業
協
同
組
合
と
市
と
の
つ
な
が
り
は

強
く
、
漁
協
の
取
り
組
み
は
市
と
し
て
も
こ
れ
ま
で
通
り

積
極
的

に
支
援
し
て
い
く
、
と
い
う
の
が
基
本

姿
勢
。
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２
岡
山
県
備
前
市
（
日
生
町
）
（
つ
づ
き
）

４
沿
岸
域
管
理
に
関
す
る
取
組
み
の
状
況

①
行
政
が
主
体
と
な
っ
た
取
組
み

・
東

備
地

区
水
産
環
境

整
備
事
業
（
平
成
1
4
年
度
～
2
5
年
度
）
：
ア

マ
モ
場
再
生
や

飼
料

培
養

礁
の
設

置
に
よ
る

幼
稚

仔
保

育
場
、

魚
礁
を
利
用
し
た
成

魚
生

息
場
の

整
備
を
行
う
こ
と
で
、
海
域
に
お
け
る

水
産
資
源
の

増
大
を

図
る
。
事
業
主
体
は

岡
山
県
、
全
体
事
業

費
2
6
億
5
千
万
円
。

②
産
業
界
、
住
民
、
N
G
O
等
が
主
体
と
な
っ
た
取
組
み

・
日
生
町
漁
協
に
よ
る
ア

マ
モ
場
再
生
：
か
つ
て
は
6
0
0
h
aほ
ど
あ
っ
た
日
生

周
辺
の
ア

マ
モ
場
は
一

時

1
2
h
aま
で
減
少
し
た
が
現
在
は
2
0
0
h
a以
上
に
回

復
。

昭
和
6
0
年
か
ら
日
生
町
漁
協
が
中
心
と
な
り
ア

マ
モ
場
再
生
の
取
り
組
み
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
約
9
0
0
0
万

粒
超
の

播
種
が
行
わ
れ
て
い
る
。

・
日
生
町
漁
協
に
よ
る
海
底

ご
み
の
回
収
：
昭
和
5
7
年

頃
よ
り
小
型
底
び
き

網
船
に
よ
る
海
洋

ご
み
の

回
収
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ご
み
は
漁
協
に
よ
り

処
理
施
設
ま
で

運
ば
れ
て
い
る
。

③
関
係
者
か
ら
な
る
協
議
会
等
が
主
体
と
な
っ
た
取
組
み

・
市
道
日
生

頭
島
線
活
用
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

④
総
合
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
、
計
画
等
に
基
づ
く
取
組
み

・
備
前
市
総
合
計
画
（
平
成

1
9
年
度
～

2
8
年
度
）
で
は
、
市
の
基
本
理

念
を

『
海
と
み
ど
り
と

炎
の
ま

ち
』

と
定
め
市
に
お
け
る
海
洋
の
重
要

性
は

掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
沿
岸
域
に
関
す
る
具
体
的
な
ビ
ジ
ョ
ン

等
は

示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
平
成

2
5
年
度

4
月
に

予
定
さ
れ
て
い
る
市
長
選
の
後
に
、
新
総
合

計
画
を
策
定
す
る

予
定
が
あ
り
、
そ
の
中
に

陸
海
域
を
一
体
的
に

捉
え
た
活
動
を
盛
り
込

む
た
め
の

調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
。

・
備
前
市

都
市
計
画

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（
平
成

2
2
年

3
月
）
で
は
、

備
前
市
を
中
山
間

ゾ
ー
ン
、
産
業
文
化

ゾ
ー
ン
、
海
洋

ゾ
ー
ン
の

3
つ
の

区
域
に

分
け
、
日
生

周
辺
地

区
を
海
洋

ゾ
ー
ン
と
し
た
。
海
洋

ゾ
ー
ン

は
、
豊
か
な
自
然
や

良
好
な

景
観
と
生
活
が

融
合
し
た

ゾ
ー
ン
を

目
指
し
、
地
域
の

適
正
な
保
全
と
連

携
の

強
化
、
生
活
環
境
の

維
持
や
水
産
業
、
観
光
の
振
興
な
ど
に

努
め
る
こ
と
を

掲
げ
て
い
る
。

・
備
前
市

過
疎
地
域
自
立

促
進
計
画
（
平
成

2
2
年
度
～

2
7
年
度
）
で
は
、
沿
岸
域
に

対
す
る
具
体
的
な

言
及
は
な
い
も
の
の
、
漁
業
や
沿
岸
域
の
観
光
資
源
を
活
用
し
た
住
民
主
体
の
取
組

強
化
を
ま

ち
づ

く
り
の
基
本
指

針
と
し
て

示
し
て
い
る
。

・
東

備
西

播
定
住
自
立
圏
共
生
ビ
ジ
ョ
ン
（
平
成
２
３
年
３
月
）
で
は
、

『
備
前
市
は
、

備
前

焼
や

旧
閑

谷

学
校
等
の
伝
統
文
化
の
保
存
、
発

展
を

図
る
と
と
も
に
、
豊
か
な
山
海
の
恵
み
を
圏
域
の
活

性
化
に

活
か
し
て
い
く
。

』
と
い
う

目
標
が

掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑤
研
究
機
関
と
の
連
携
・
協
力
に
よ
る
取
組
み

・
岡
山
県
農
林
水
産
総
合

セ
ン
タ
ー
水
産
研
究
所
と
日
生
町
漁
協
は
ア

マ
モ
場
再
生
を

二
人
三

脚
で
進

め
て
き
た
。

・
日
生
諸
島
の
海
洋
調
査
で
は
、
岡
山
大
学
、
岡
山
理

科
大
学
等
の
研
究
者
や
学
生
と

繋
が
り
が

深
い
。

・
オ
ブ

ザ
ー
バ
ー
と
し
て
研
究
会
に
東

京
大
学
公
共
政
策
大
学

院
が
参
加
。

⑥
そ
の
他
（
③
～
⑤
以
外
で
）
地
域
の
関
係
者
の
連
携
・
協
力
に
よ
る
取
組
み

・
N
P
O

法
人
里
海
づ
く
り
研
究
会
議
、
生
活
協
同
組
合
お
か
や
ま
コ
ー
プ

５
沿
岸
域
総
合
管
理
の
実
施
に
向
け
て
の
展
望
、
課
題
等

・
今
後
、
海
洋

牧
場
の

整
備
や

離
島
へ
の

架
橋
が
進

む
こ
と
に
よ
り
、
本
土
と

離
島
の
間
で

ヒ
ト
と
モ

ノ

の
動
き
が
活
発
す
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
体
験
型
観
光
施
設
の
活
用
や
漁
業
者
と
の
連

携
な
ど
を
通
し
た
利

害
関
係
者
参
加
型
の
地
域
づ
く
り
が
一

層
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
く
る
と

考
え
ら

れ
る
。

・
沿
岸
域
総
合
管
理
を
進
め
る
た
め
、
ま
ず
地

元
関
係
者
の
間
で
特
に
関
心
の
高
い
海
洋

牧
場
海
域

に
関
す
る
利
用
と
管
理
に
つ
い
て
、

陸
海
域
を
一
体
的
に

捉
え
な
が
ら
新
た
な

仕
組
み
づ
く
り
を
お
こ

な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
を
通
し
て
、
沿
岸
域
に
関
わ
る

幅
広
い
関
係
者
の
間
で
沿
岸
域
管

理
に
関
す
る
意
識
を
高
め
、
地
域
振
興
を

含
む
よ
り
総
合
的
な

視
点
か
ら
調

整
を
進
め
て
い
く
。

・
研
究
会
を
重
ね
る

ご
と
に
、
よ
り

幅
広
い
関
係
者
が
主
体
的
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
後
は
よ

り
広
い
関
係
者
が
議

論
へ
と
参
加
で
き
る
よ
う
な

仕
組
み
を

徐
々
に

作
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

・
実

効
性
の
あ
る
海
域
の
管
理
を
行
う
た
め
に
は
、
関
係
者
間
で
合
意
さ
れ
た
内
容
を
な
ん
ら
か
の

枠

組
み
の
中
で
フ
ォ
ー

マ
ラ
イ

ズ
し

周
知
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
現
実
的
な

枠
組
み
を

実
現
す
る
た
め
の
課
題
に
つ
い
て
関
係
者
と
協
議
し
て
、
そ
の
実
現
を

図
る
。

・
海
域
利
用
の
ル
ー
ル
の
策
定
や
実
施
と
い
う
具
体
的
な
施
策
に
加
え
、
沿
岸
域
総
合
管
理
を
市
の

継
続
的
な
取
り
組
み
と
し
て
い
く
た
め
、

備
前
市
と
の
協
議
を

継
続
し
て
い
く
。

・
現
在

作
成
中
の
海
洋

マ
ッ
プ
の

更
な
る

充
実
化
を
進
め
、
入

手
可
能
な
海
洋
デ
ー
タ
や
海
域
の
利
用

状
況
に
関
す
る
デ
ー
タ
を

随
時
地

図
に

追
加
し
て
い
く
。

参
考
文
献
等

・
備
前
市
総
合
計
画

・
備
前
市

都
市
計
画

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

・
備
前
市

過
疎
地
域
自
立

促
進
計
画

・
東

備
西

播
定
住
自
立
圏
共
生
ビ
ジ
ョ
ン

・
備
前
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

・
窪

田
和

美
1
9
9
8
 「

『
日
生
漁
業
史

及
日
生
漁
業
組
合

概
況
書

』
を
め

ぐ
っ
て
」
、

龍
谷
大
学
社
会
学

論
集
第
１

８
号

・
窪

田
和

美
2
0
0
0
 「

瀬
戸
内
沿
岸
漁
村
の
社
会
構

造
-
明
治
か
ら
大

正
期
の
岡
山
県
和
気

郡
日
生

村
」
、

龍
谷
大
学
社
会
学

紀
要
第
１
６

号
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１
基
礎
情
報
(自
然
・
社
会
の
状
況
）

①
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体

・
福

井
県
小
浜
市
（
他
の
小
浜
湾
を

囲
む
自
治
体
、
大

飯
町
、
高
浜
町
）

②
沿
岸
域
の
人
口

・
3
1
,5
9
3
人
（
平
成
2
4
年
2
月
1
日
現
在
）

人
口
は

漸
次
減
少
傾
向

③
沿
岸
域
の
産
業

・
第
3
次
産
業
が

増
加
し
、
第
1
次
産
業
は

昭
和
5
0
年
か
ら
平
成
7
年
の
2
0
年
間
で

労
働
人
口
が
1
/
2
以
下

に
減
少
。
平
成
1
7
年

時
点
の
構
成

比
率
で
3
次
産
業
6
5
%
、
2
次
産
業
3
0
％
、
1
次
産
業
5
％
、
こ
の
う

ち

水
産
業
人
口
も
減
少
傾
向
に
あ
り
、
全
体
の
う

ち
の
割
合
は
1
%
程
度
で
あ
る
。

・
近
年
の
漁
獲
量
は
1
,0
0
0
t前
後
で
推
移
し
、
こ
の
う

ち
カ

レ
イ
、

ふ
ぐ
養
殖
な
ど
が
特
に
盛
ん
で
あ
る
。

・
福

井
県
内
で
は
漁

家
数
は
上
位
に
位
置
す
る
が
、

経
営

規
模
が
中
小
の
漁

家
が
多
く
を

占
め
、
特
に
小

型
定
置

網
と
海
面
養
殖
な
ど
を
主
体
と
し
た
漁
業
が

展
開
さ
れ
て
い
る
。

・
福

井
県
が
策
定
（
2
0
1
0
年
）
し
た
「
ふ
く
い
の

魚
・
元
気
な

販
売

戦
略
」
に
沿
っ
て
、
「
若

狭
か
れ
い
」
、
「
若

狭
ぐ
じ
」
、
「
若

狭
ふ

ぐ
」
な
ど
を
ブ
ラ
ン

ド
戦

略
を

積
極
的
に

展
開
し
て
い
る
。

・
小
浜
市
で
は
、
後

継
者

育
成
の
た
め
、
指

導
漁
業

士
（
H
2
1
年

時
点
8
人
）
の

増
加
を

図
る
と
と
も
に
、
漁

村
体
験

交
流
施
設
（
ブ
ル
ー

パ
ー
ク
阿

納
）
で
の
活
動
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。
（
市
総
合
計
画
）

・
観
光
業
は
平
成
1
0
年
か
ら
平
成
2
1
年
ま
で
の
間
で
、
年
間
入
込
み
客
数
（
8
1
万
人
→
1
5
8
万
人
）
、
観
光

消
費

額
（
4
2
億
円
→
7
8
億
円
）
で
こ
の
う

ち
約
7
割
が

宿
泊
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
（
市
統
計
資
料
）

④
沿
岸
域
の
文
化
、
歴
史
、
土
地
や
海
域
の
利
用
そ
の
他
社
会
の
状
況

・
江

戸
時

代
に
は

北
陸
・
山

陰
・
京

阪
を
結

ぶ
要

衝
地
と
し
て

栄
え
た

・
国
指
定
を

受
け
た

若
狭

塗
、
市
指
定
を

受
け
た

若
狭

塗
箸
が

代
表
す
る
伝
統

工
芸
産
業

・
平
成
2
3
年
に
、
市
制
6
0
年

目
（
1
9
5
1
年
施
行
）
を
迎
え
た

・
平
成
2
3
年
5
月
「
第
5
次
小
浜
市
総
合
計
画
」
を
策
定
（
平
成
3
2
年
度
末
ま
で
の
1
0
ヵ
年
計
画
）

・
総
合
計
画
に
は
「
夢

無
限
大
・
感
動
小
浜
（
地
域
力
を
結
集
し
た
協

働
の
ま

ち
づ
く
り
）
」
を

掲
げ
る

・
沿
岸
は
海
岸
保
全

区
域
指
定
（
水
・
国
土
保
全
局
、
港
湾
局
、
水
産
庁
、
農
地
振
興
局
）

・
湾
東
部
約
4
分
の
1
が
小
浜
漁
港
（
第
3
種
：
小
浜
市
管
理
）
、
湾

西
部
約
4
分
の
1
が
和

田
港
港
湾

区
域

（
地
方
：
県
管
理
）
、

北
部
に
大
島
漁
港
（
第
2
種
：
お
お
い
町
管
理
）
が
あ
る
。

⑤
沿
岸
域
の
地
勢
、
気
象
・
海
象
、
生
態
系
な
ど
自
然
・
環
境
の
状
況

・
市

北
側
に
国
定
公
園
指
定
を

受
け
た

若
狭
湾
、
南
側
に
小
浜
湾
を
有
す
る

・
一
級
河
川

北
川
が
湾
中
央
に

注
ぐ

・
湧
水
が
豊
富
で
、
漁
港
近
ま
で
水
汲
み
場
が
あ
る
。

・
地

元
漁
業
者
も
海
底
湧
水
の
存
在
意
義
を

経
験
的
に
認
識
し
て
い
る
。

２
沿
岸
域
に
お
け
る
問
題
点
等

①
顕
在
化
し
て
い
る
問
題
点

・
日
本
で
最
初
に
設
置
さ
れ
た
水
産
高

校
で
あ
る

福
井
県
立
小
浜
水
産
高

校
が
平
成
2
5
年
度
よ
り
県
の

普
通

科
高

校
と
統
合
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
今
後
、
教

育
範

囲
を
水
産
だ
け
で
な
く
海
洋
に
拡
大
す
る
意
欲

が
あ
る
。

・
漁
価
の
下

落
に
よ
る
漁
業
収
入
の
減
少
（
漁
獲
高
は

過
去
2
0
年
間

ほ
ぼ
横

ば
い
）
へ
の

対
応
が

懸
案
。

・
平
成
2
4
年
度
ま
で
の
「
小
浜
湾
海
の
健
康
診
断
調
査
」
を
通
じ
、
湾
を
取
り
巻
く
環
境
変
遷
の
実
態
把

握
が
な
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
結
果
を
活
用
し
、
市
民

レ
ベ
ル
で
小
浜
市
沿
岸
域
の
そ
も
そ
も
の
問
題
が
共

有
さ
れ
、
今
後
の
沿
岸
域
総
合
管
理
に
か
か
る
行
政
施
策
が
立
案
さ
れ
、
確
実
に

展
開
さ
れ
る
よ
う
、

周

知
の
方

法
も

含
め
地

元
で
は
、
こ
れ
ら
情
報
発
信
の
方

法
な
ど
も

模
索
中
。

②
将
来
に
向
け
て
の
問
題
意
識

・
市
の
総
合
計
画
で
は
、
食
を
活
か
し
た
観
光
政
策
、
付
加
価
値
の
高
い
漁
業
、
体
験
型
漁
業
の
推
進

等
を
施
策
に

掲
げ
て
い
る
。

・
小
浜
水
産
高

校
、

福
井
県
立
大
学
、
地

元
市
民
団
体
（
ア

マ
モ

マ
ー
メ
ー

ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
、
漁
業
体
験

民
宿
（
ブ
ル
ー

パ
ー
ク
阿

納
）
関
係
者
が
、
沿
岸
域
問
題
を
総
合
的
に
扱
え
る
横
断
的
な
部
局
の
必
要

性
を
認
識
。

３
関
係
者
と
そ
の
動
き

①
関
係
者
の
関
心
・
意
欲
（
地
方
公
共
団
体
の
担
当
者
、
産
業
界
、
住
民
、
N
G
O
等
）

・
平
成
２
３
年
度
よ
り
、
小
浜
湾
の
海
洋
環
境
の
実
態
把
握
の
た
め
の
｢小
浜
湾
海
の
健
康
診
断
」
に
２
ヶ

年
計
画
で
着

手
し
、
今
年
度
そ
の
最
終
結
果
を

得
た
。

・
平
成
２
３
年
度
よ
り
、
市
民
と
と
も
に
地

元
沿
岸
域
管
理
に
つ
い
て

考
え
る
た
め
「
小
浜
市
沿
岸
域
管
理

研
究
会
」
を
市
と

財
団
が
共
同
で
立

ち
上
げ
こ
れ
ま
で
議

論
を

深
め
て
き
た
。

・
こ
れ
ま
で
の
研
究
会
に
お
い
て
、
市
と
地

元
関
係
は
、
地

元
の
沿
岸
地
域
の
そ
も
そ
も
の
課
題
を
再
認

識
し
、
こ
れ
を
共
有
し
、
「
課
題
へ
の
取
組
み
（
P
D
C
A
)方

法
」
と
「
目
指
す
べ
き
沿
岸
域
の
地
域

目
標
を

掲
げ
る
必
要

性
」
を
認
識
し
た
。

・
こ
の
こ
と
か
ら
、
平
成

2
6
年
度
に
は
、
こ
の
研
究
会
が
市
の
行
政
に
コ
ミ
ッ
ト
で
き
る
「
透
明

性
が
確
保
さ

れ
た
協
議
会
」
へ
発

展
さ
れ
る
よ
う
、
現
在
研
究
会
で
の
議

論
を

深
め
て
い
る
。

・
平
成

2
4
年

1
1
月
に
は
、
地

元
市
民
団
体
（
ア

マ
モ

マ
ー
メ
ー

ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
が
中
心
と
な
り
、

「
全
国
ア

マ
モ
サ
ミ
ッ
ト
」
を
誘
致
し
行
政
を
巻
き
込
み
な
が
ら
開
催
さ
れ
盛
況
を

得
た
。

②
取
組
み
体
制
（
協
議
会
、
地
方
公
共
団
体
内
部
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
等
）

③
政
治
的
意
思
の
盛
り
上
が
り
（
首
長
、
議
員
等
の
関
心
・
意
欲
）

・
平
成

2
4
年

7
月
に
再
選
し
た
市
長
も
、
「
小
浜
湾
海
の
健
康
診
断
評
価
委
員
会
」
、
「
小
浜
湾
沿
岸
域
管

理
研
究
会
」
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
前
向
き
に
と
ら
え
て
い
る
。

・
沿
岸
域
総
合
管
理
研
究
会
に
は
、
地

元
漁
協
、

商
工
会
、
観
光
協
会
な
ど
、
地
域
産
業
を
取
り
ま
と
め

る
団
体
も
参
加
し
議

論
が
な
さ
れ
る
。

３
福
井
県
小
浜
市
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４
沿
岸
域
管
理
に
関
す
る
取
組
み
の
状
況

①
行
政
が
主
体
と
な
っ
た
取
組
み

・
平
成
2
5
年
2
月
6
日
第
３
回
小
浜
市
沿
岸
域
管
理
研
究
会
開
催

②
産
業
界
、
住
民
、
市
民
団
体
等
が
主
体
と
な
っ
た
取
組
み

・
小
浜
水
産
高

校
ダ
イ
ビ
ン
グ
部
の
よ
び
か
け
に
よ
る

『
ア

マ
モ

マ
ー
メ
イ

ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

』

・
2
0
0
4
年
か
ら
開
始
し
現
在
に
至
る
。
2
0
0
5
年
に
は
市
民
団
体
「
ア

マ
モ
サ
ポ
ー
タ
ー

ズ
」
が
設
立
さ
れ
、

活
動
が
進
め
ら
れ
て
。
2
0
0
7
年
に
「
山
川
里
湖
海
☆
人
わ
か
さ
W
A
K
K
A
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
が
結
成
さ
れ
、
さ

ら
な
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
が

図
ら
れ
た
。

・
平
成

2
4
年

1
1
月
に
は
、
地

元
市
民
団
体
（
ア

マ
モ

マ
ー
メ
ー

ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
が
中
心
と
な
り
、

「
全
国
ア

マ
モ
サ
ミ
ッ
ト
」
を
誘
致
し
開
催
さ
れ
、
盛
況
を

得
た
。

③
関
係
者
か
ら
な
る
協
議
会
等
が
主
体
と
な
っ
た
取
組
み

④
総
合
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
、
計
画
等
に
基
づ
く
取
組
み

・
第
５
次
小
浜
市
総
合
計
画
（
H
2
3
年
度
～
H
3
2
年
度
）

食
を
活
か
し
た
観
光
政
策
の
推
進

付
加
価
値
の
高
い
漁
業
、
体
験
型
漁
業
の
推
進

海
底
耕

運
な
ど
資
源
保
全
の
推
進

⑤
研
究
機
関
と
の
連
携
・
協
力
に
よ
る
取
組
み

・
小
浜
水
産
高

校
、
県
栽

培
漁
業

セ
ン
タ
ー
、
県
立
大
（
海
洋
生

物
資
源
学
部
）
と
の
連
携
に
よ
り
、
漁
業

経
営
の
安
定
化
と
振
興
を

図
る
。

⑥
そ
の
他
（
③
～
⑤
以
外
で
）
地
域
の
関
係
者
の
連
携
・
協
力
に
よ
る
取
組
み

５
沿
岸
域
総
合
管
理
の
実
施
に
向
け
て
の
展
望
、
課
題
等

・
地

元
で
は
、
食

育
の

促
進
、
水
産
業
を
核
と
し
た
地
域
の
活

性
化
の
た
め
、
地
産
地
消
の

促
進
や
、

海
洋
環
境
の
現
状
把
握
が
課
題
と

考
え
て
い
る
。

・
市
（
農
林
水
産
課
）
は
、

予
算
編
成

作
業

時
期
や
総
合
計
画
の
見
直
し
の
タ
イ
ミ
ン
グ
も
見
据
え
な
が
ら
、

ま
ず
は
、
平
成

2
6
年
度
に
こ
の
研
究
会
が
市
の
行
政
に
コ
ミ
ッ
ト
で
き
る
「
透
明

性
が
確
保
さ
れ
た
協

議
会
」
へ
発

展
で
き
る
こ
と
を
見
据
え
な
が
ら
、
現
在
研
究
会
で
の
議

論
を

深
め
て
い
る
。

・
今
後
、
地
域
の
課
題
と
、
そ
の

対
処
の
方
向

性
を
研
究
会
で
の
議

論
通
じ
認
識
を

深
め
な
が
ら
、
沿
岸

域
総
合
管
理
を

展
開
す
る
う
え
で
「
目

標
や
テ
ー

マ
」
な
ど
を
練
る
と
と
も
に
、
市
の
既
存
計
画
や
既
存

の
地
域
活
動
を

考
慮
し
つ
つ
、
ど
の
よ
う
に
市
の
計
画
を
立
て
て
い
く
の
か
な
ど
を

検
討
す
る
必
要
が

あ
る
。

・
小
浜
湾
海
の
健
康
診
断
の
調
査
結
果
か
ら
、
湾
を
取
り
巻
く
環
境
変
遷
の
実
態
把
握
が
な
さ
れ
た
。
今

後
、

周
知
の
方

法
や
情
報
発
信
の
方

法
な
ど
に
つ
い
て
も

検
討
し
、
こ
の
結
果
を
活
用
し
て
市
民

レ
ベ

ル
で
小
浜
市
沿
岸
域
の
そ
も
そ
も
の
問
題
が

広
く
共
有
さ
れ
、
今
後
の
沿
岸
域
総
合
管
理
に
か
か
る

行
政
施
策
が
立
案
さ
れ
、
確
実
に

展
開
さ
れ
る
よ
う
取
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

参
考
文
献
等

・
第
５
次
小
浜
市
総
合
計
画
（
H
2
3
～
3
2
年
度
）
「
夢

無
限
大
お

ば
ま
」

・
福

井
県
立
小
浜
水
産
高
等
学

校
学

校
要
覧
2
0
1
0

・
小
浜
水
産
高
等
学

校
資
料

・
ア

マ
モ
サ
ポ
ー
タ
ー

ズ
資
料

・
福

井
県
立
大
学
：
文
部

科
学
省
「
質
の
高
い
大
学
教

育
推
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
採
択

『
海
と
湖
を
舞

台
と
す

る
や
る
気
触
発
プ
ロ
グ
ラ
ム

』
D
V
D

３
福
井
県
小
浜
市
（
つ
づ
き
）
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４
岩
手
県
（
宮
古
市
）

１
基
礎
情
報
(自
然
・
社
会
の
状
況
）

①
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体

隣
接
自
治
体
：
盛
岡
市
、
花
巻
市
、
遠

野
市
下
閉
伊

郡
（
岩
泉
町
、
山

田
町
）
上
閉
伊

郡
（
大
槌
町
）

姉
妹

都
市
：
黒
石
市
（
青
森
県
）
八
幡
平
市
（
岩

手
県
）
多

良
間
村
（
沖

縄
県
宮

古
郡
）

②
沿
岸
域
の
人
口

6
万
3
0
1
人
（
平
成
2
2
年
1
1
月
1
日
住
民
基
本

台
帳
よ
り
）
人
口
密
度
：
４
６
．
９
人
/
ｋ
ｍ
２

③
沿
岸
域
の
産
業

・
漁
業
、
港
湾
・
物
流
、
観
光

・
純
生
産

額
：
5
,9
4
1
億
円
（
県
全
体
の
約
2
割
）

・
一
人
当
た
り
の
市
町
村
所

得
：
2
1
0
万
6
千
円
（
県
平
均
（
2
3
8
万
4
千
円
）
を
下
回
る
）

④
沿
岸
域
の
文
化
、
歴
史
、
土
地
や
海
域
の
利
用
そ
の
他
社
会
の
状
況

・
津
波
災

害
の
多
発
地
域

・
古
来
よ
り
漁
業
が
中
心
と
し
て

栄
え
る
。
特
産
品
は
サ
ケ
、
ワ
カ
メ
、
シ
イ
タ
ケ

・
戊
辰

戦
争
の
宮

古
湾
海

戦
の
舞

台

・
市
町
村
合
併
：
宮

古
市
、

田
老
町
、
新
里
村
の
３
市
町
村
が
合
併
（
平
成
１
７
年
６
月
６
日
）

⑤
沿
岸
域
の
地
勢
、
気
象
・
海
象
、
生
態
系
な
ど
自
然
・
環
境
の
状
況

・
地
形
：
面

積
：
１
２
６
０
ｋ
ｍ
２
東

西
６
４
ｋ
ｍ
南

北
５
０
ｋ
ｍ

・
地
勢
：
盛

岡
市
よ
り
直
線
距

離
で
約
９
０
ｋ
ｍ
、
バ
ス
で
約
２

時
間

・
海
岸
線
地
形
：
岩

手
県
リ
ア
ス
式
海
岸
の

北
端

※
宮

古
市
以

北
：
直
線
的
海
岸
線
（
海
蝕
崖
、
海
岸
段
丘
な
ど
の
隆
起
海
岸
が
発
達
）

・
宮

古
湾
：
幅
３
ｋ
ｍ
、
長
さ
６
ｋ
ｍ
。
宮

古
港
が

西
岸
に
あ
る
。
観
光
地
の
浄
土
ヶ
浜
も
湾
内
に
あ
る
。

ワ
カ
メ
、
カ

キ
な
ど
養
殖
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

【
地
震
の
状
況
（
気
象
庁
発
表
）
】

・
発
生

時
刻

平
成

2
3
年

3
月

1
1
日

1
4
時

4
6
分

ご
ろ

・
震
源
地

三
陸
沖
（
牡

鹿
半
島
の
東
南
東
約
1
3
0
k
m
付
近
）

・
震
源
の

深
さ
、

規
模

約
2
4
k
m

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー

ド
9
.0
（
暫
定
値
）

・
震
度

震
度

5
強

/茂
市
震
度

5
弱

/五
月
町
、
鍬
ヶ
崎
、
長
沢
、

田
老
、
川

井
、
門
馬

田
代

【
津
波
の

概
況
（
気
象
庁
発
表
）
】

・
第

1
波
到
達

時
間
平
成

2
3
年
3
月

1
1
日

1
4
時
4
8
分
高
さ

0
.2
m

・
最
大
波
到
達

時
間
平
成

2
3
年
3
月

1
1
日

1
5
時
2
6
分
高
さ

8
.5
m
以
上

【
被
災
状
況
】
※
１
月
２
５
日
現
在

死
者
５
２
６
人
、
負
傷
者
３
３
人
、
行
方
不
明
者
１
１
１
人

家
屋
倒
壊
数
４
,６
７
５

戸
（
全
壊
、
半
壊
）
、
一
部
破
損
、
床
上
・
床
下
浸
水
は

含
ま
ず

２
沿
岸
域
に
お
け
る
問
題
点
等

＜
震
災
前
＞

①
顕
在
化
し
て
い
る
問
題
点

・
不
便
な
ア
ク

セ
ス
（
陸
の
孤
島
）

・
産
業
振
興
・
地
域
の
活

性
化
が
課
題

※
三

陸
地
域
の
純
生
産

額
：
5
,9
4
1
億
円
（
県
全
体
の
約
2
割
）

同
地
域
の
一
人
当
た
り
市
町
村
所

得
：
2
1
0
万
6
千
円
（
県
平
均
（
2
3
8
万
4
千
円
）
を
下
回
る
）

②
将
来
に
向
け
て
の
問
題
意
識

・
「
森
・
川
・
海
」
と
ひ
と
が
共
生
す
る
安
ら
ぎ
の
ま

ち
」
を

目
標
に
宮

古
市
総
合
計
画
を
策
定

・
水
産

物
の
ブ
ラ
ン

ド
化
、
観
光
漁
業
、
漁
業

経
営
の
近

代
化

・
体
験
・
交
流
や
静
養
・
癒
し
を
取
り
え
入
れ
た
観
光
の

質
的
向
上

・
地
域
連
携
の

強
化

＜
震
災
後
の
状
況
＞

・
国
が
平
成
2
3
年
7
月
に
策
定
し
た
「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の

復
興
の
基
本
方

針
」
に
お
い
て
は
、
震

災
か
ら
の

復
興
を
担
う
行
政
主
体
は
、
住
民
に
最
も
身
近
で
、
地
域
の
特

性
を
理
解
し
て
い
る
市
町

村
が
基
と
な
る
と
し
て
い
る
。

・
地
域
の
主
力
産
業
で
あ
る
水
産
業
が
甚
大
な
被

害

・
水
産
業
の
再
生
、
災

害
に

強
い
地
域
づ
く
り
、
地
域
の

復
興
が
課
題

３
関
係
者
と
そ
の
動
き

①
関
係
者
の
関
心
・
意
欲
（
地
方
公
共
団
体
の
担
当
者
、
産
業
界
、
住
民
、
N
G
O
等
）

・
岩

手
県

及
び
宮

古
市
で
は
、
被
災
前
か
ら
、
沿
岸
域
を
活

性
化
す
る
た
め
海
洋
産
業
振
興
に

積
極

的
に
取
組
ん
で
お
り
、
沿
岸
域
総
合
管
理
へ
の

強
い
関
心
が

示
さ
れ
た
。

・
震
災
後
は
、

陸
域
と
海
域
を
一
体
に
と
ら
え
た
地
域
の

復
興
・
再
生
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

②
取
組
み
体
制
（
協
議
会
、
地
方
公
共
団
体
内
部
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
等
）

・
震
災
前
、
岩

手
県
が
「
い
わ
て
海
洋
資
源
活
用
研
究
会
」
を
設
置
、
沿
岸
５
市
、
地
方
振
興
局
、
そ

の
他
の
関
係
機
関

及
び
研
究
機
関
が
参
加
。

・
震
災
後
の
平
成
2
3
年
6
月
2
0
日
、
宮

古
市
に
お
い
て
震
災

復
興
の
総
括
・
企
画
調

整
を
専
門
的
に
行

う
組
織
と
し
て

復
興
推
進
室
が
設
立
さ
れ
た
。

③
政
治
的
意
思
の
盛
り
上
が
り
（
首
長
、
議
員
等
の
関
心
・
意
欲
）

・
「
震
災
か
ら
一
年
が

経
ち
、

復
興
へ
の
歩
み
を

強
め
よ
う
と
し
て
い
る
な
か
、
わ
れ
わ
れ
は
海
と
の
関

係
を
今
一
度
問
い
直
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
」
（
宮

古
市
長
、
O
P
R
F
 ﾆ
ｭ
ｰ
ｽ
ﾞﾚ
ﾀ
ｰ
2
7
8
号
）
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４
岩
手
県
（
宮
古
市
）
つ
づ
き

４
沿
岸
域
管
理
に
関
す
る
取
組
み
の
状
況

①
行
政
が
主
体
と
な
っ
た
取
組
み

＜
被
災
前
の
状
況
＞

・
平
成
２
２
年
、
宮

古
市
総
合
計
画
の
策
定

同
計
画
の
基
本
構

想
で
は
、
市
の
将
来
像
を
「
「
森
・
川
・
海
」
と
ひ
と
が
共
生
す
る
安
ら
ぎ
の
ま

ち
」
と

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
市
の
持
つ
豊
か
な
自
然
と
ひ
と
と
の
共
生
を
基
調
と
し
、
こ
れ
ら
を

積
極
的
に

生
か
し
な
が
ら
、
心
の
豊
か
さ
や

ゆ
と
り
を
実
感
し
自
ら
の
個

性
と
能
力
を
発
揮
し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

＜
被
災
後
の
状
況
＞

・
平
成
２
３
年
６
月
１
日
、
「
宮

古
市
震
災

復
興
基
本
方

針
」
を
策
定

・
平
成

2
3
年

1
0
月
3
1
日
、
「
宮

古
市
東
日
本
大
震
災

復
興
計
画
（
基
本
計
画
）
」
を
策
定

・
平
成

2
4
年

3
月
3
0
日
、
【
基
本
計
画
】
に

掲
げ
た

目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
具
体
的
な
実
現

手
段
を

示

し
た
宮

古
市
東
日
本
大
震
災

復
興
計
画
【
推
進
計
画
】
が
策
定
さ
れ
た
。

・
平
成
2
4
年
3
月
3
0
日
「
宮

古
市
東
日
本
大
震
災

復
興
計
画
（
基
本
計
画
）
」
の
下
位
計
画
と
し
て
「
宮

古
市
東
日
本
大
震
災
地

区
復
興
ま

ち
づ
く
り
計
画
」
が
策
定
さ
れ
た
。

・
復
興
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
外
部

検
討
組
織
の
意
見
を
参

考
に
す
る
と
と
も
に
、
市
民
の
意
見

を
反
映
さ

せ
る
た
め
、
市
民
懇
談
会
や
ア
ン
ケ
ー
ト
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施
を
し
た
。

②
産
業
界
、
住
民
、
N
G
O
等
が
主
体
と
な
っ
た
取
組
み

＜
被
災
前
の
状
況
＞

・
平
成
２
１
年
７
月
、
沿
岸
地
域
に
お
け
る
地
域
振
興
を
研
究
す
る
た
め
に
、

県
内
の
産
学

官
２
４
機
関
で
構
成
さ
れ
る
「
い
わ
て
海
洋
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
」
を
設
置

③
関
係
者
か
ら
な
る
協
議
会
等
が
主
体
と
な
っ
た
取
組
み

④
総
合
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
、
計
画
等
に
基
づ
く
取
組
み

上
記
①
参
照
。

⑤
研
究
機
関
と
の
連
携
・
協
力
に
よ
る
取
組
み

＜
被
災
前
の
状
況
＞

・
平
成

2
2
年

1
2
月
、
宮

古
市
に
お
い
て
、
市
、
岩

手
県
沿
岸

広
域
振
興
局
が
海
洋
政
策
研
究

財
団
と

共
同
で
「
沿
岸
域
総
合
管
理
研
究
会
」
を
開
催
し
、
県
、
市
の
職
員
、
水
産
関
係
者
等
と
地
域
の
実
態

や
課
題
に
つ
い
て
意
見

交
換
を
行
っ
た
。

＜
被
災
後
の
状
況
＞

・
平
成
２
３
年

1
1
月
、
津
波
防
災
の
日
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
～
減
災
、
次
世

代
に
つ
な

ぐ
教
訓
～
開
催

東
北
大
学
大
学

院
工
学
研
究

科
の
今
村
文
彦
教
授
が
「
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
津
波
被

害
の
実

態
と
教
訓
」
と
題
し
て
基
調
講
演

・
平
成
２
４
年
１
月
、
宮

古
市
と
海
洋
政
策
研
究

財
団
と
の
間
で
、
海
を
活
か
し
た

復
興
・
ま

ち
づ
く
り
に

役
立
て
る
た
め
、
両
者
が
協
力
し
て
、
「
海
の
健
康
診
断
」
等
に
よ
る
沿
岸
域
の
総
合
的
評
価
を
行
う
こ

と
に
つ
い
て
合
意
（
県
も
協
力
す
る
意
向
）
。

４
．
沿
岸
域
管
理
に
関
す
る
取
組
み
の
状
況

（
つ
づ
き
）

・
平
成
２
４
年
３
月
、

陸
域
と
海
域
を
一
体
に
と
ら
え
た
地
域
の

復
興
・
再
生
を
推
進
す
る
た
め
沿
岸
域

総
合
管
理
研
究
会
を
再
開
し
た
。

・
平
成
２
４
年
７
月
、
沿
岸
域
総
合
管
理
研
究
会

及
び
海
を
活
か
し
た

復
興
・
ま

ち
づ
く
り
に
役
立
て
る

た
め
「
海
の
健
康
診
断
」
等
に
よ
る
宮

古
市
沿
岸
域
の
総
合
的
評
価
委
員
会
を
開
催
し
、

復
旧
・
復

興
計
画
へ
の
提
案
並
び
に
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
計
画
の

作
成
に
関
す
る

検
討
を
開
始
し
た
。

・
平
成
２
４
年
１
１
月
、
沿
岸
域
総
合
管
理
研
究
会

及
び
「
海
の
健
康
診
断
」
等
に
よ
る
宮

古
市
沿
岸

域
の
総
合
的
評
価
委
員
会
を
開
催
し
、
総
合
的
評
価
を
踏
ま
え
た
沿
岸
域
総
合
管
理
の
推
進

に
つ
い
て

検
討
を
開
始
し
た
。

・
平
成
２
５
年
３
月
、
沿
岸
域
総
合
管
理
研
究
会
に
お
い
て
、
「
海
の
健
康
診
断
」
等
に
よ
る
宮

古
市
沿

岸
域
の
総
合
的
評
価
委
員
会
で
と
り
ま
と
め
た
調
査
結
果
の
報
告
を
行
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
3
年

間
の
宮

古
市
に
お
け
る
沿
岸
域
総
合
管
理
に
お
け
る
当

財
団
と
宮

古
市
の
取
り
組
み
の
状
況
を
と

り
ま
と
め
、
今
後
の
同
市
に
お
け
る
沿
岸
域
総
合
管
理
の
推
進
に
向
け
て
の
協
議
を
行
っ
た
。

⑥
そ
の
他
（
③
～
⑤
以
外
で
）
地
域
の
関
係
者
の
連
携
・
協
力
に
よ
る
取
組
み

・
平
成
２
２
年
３
月
、
「
い
わ
て
海
洋
資
源
活
用
研
究
会
」
に
よ
り
「
岩

手
県
三

陸
海
域
に
お
け
る
海

洋
資
源
の
利
活
用
に
関
す
る
調
査
報
告
書
」
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
。

参
考
文
献
等

・
宮

古
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

・
宮

古
市
総
合
計
画
（
平
成
１

８
年
）

・
ウ
ィ

キ
ペ
デ
ィ
ア
：
宮

古
市

・
い
わ
て
県
民
計
画
（
小
冊
子
版
）
（
Ｈ
2
1
年
1
2
月
）

・
い
わ
て
三

陸
海
洋
産
業
振
興
指

針
（
Ｈ
2
1
年
1
2
月
）

・
岩

手
県
三

陸
海
域
に
お
け
る
海
洋
資
源
の
利
活
用
に
関
す
る
調
査
報
告
書
（
Ｈ
2
2
年
3
月
）

５
沿
岸
域
総
合
管
理
の
実
施
に
向
け
て
の
展
望
、
課
題
等

・
海
と

陸
と
を
一
体
的
に
と
ら
え
る
沿
岸
域
総
合
管
理
の

考
え
方
を
如
何
に
今
後
の

復
興
へ
の
取
組

に
活
か
し
て
い
く
か
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

・
宮

古
市
で
は
震
災
後
の

復
興
事
業
と
し
て
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の

整
備
や
防
災
に
関
す
る
課
題
等
に
向
け

た
取
り
組
み
が
精
力
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
震
災
以
前
か
ら
岩

手
県
の
産
業
振
興
指

針
等

に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
環
境
」
や
「
防
災
」
だ
け
で
な
く
、
「
産
業
振
興
」
に
つ
い
て
も
推
進
し
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
海
を
活
か
し
、
海
域
・
陸
域
を
一
体
化
し
た
取
組
み
が
地
域

作
り
、
ま

ち

づ
く
り
に
ど
う
貢
献
で
き
る
か
と
い
う
地
域
活

性
化
の

視
点
は

各
モ
デ
ル
サ
イ
ト
で
共
通
し
た
課
題
で
あ

る
が
、
宮

古
市
で
は
「
復
興
」
と
い
う
文
脈
の
中
で
、
地
域
活

性
化
を
ど
の
よ
う
に
実
現
し
て
い
け
る
か

考
え
る
必
要
が
あ
る
。
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５
高
知
県
宿
毛
市
・
大
月
町
（
宿
毛
湾
）

１
基
礎
情
報
(自
然
・
社
会
の
状
況
）

①
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体

・
宿
毛
市
(2
8
6
.1
5
km
2
)・
大
月
町
(1
0
3
.0
2
km
2
)

②
沿
岸
域
の
人
口

・
宿
毛
市
：
2
2
,5
8
3
人
（
H
2
4
）
大
月
町
：
5
,9
8
9
人
（
H
2
4
）
人
口
は

漸
次
減
少
傾
向
（
1
0
年
で
約
1
0
%
減
）

③
沿
岸
域
の
産
業

・
第
一
次
産
業
に
は
人
口
の
約
1
5
％
が

従
事
。
農
業
は

オ
ク
ラ
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
等
露
地
栽

培
、
文
旦
等

果
樹
栽

培
、
漁
業
は
鰤
・
鯛
・
カ
ン

パ
チ
・
ク
ロ

マ
グ
ロ
の
養
殖
、
高

知
県
の
水
揚
の
半

分
以
上
を

占
め
る
。

第
三
次
産
業
に
は
人
口
の
約
6
5
%
が

従
事
。
観
光
（
磯
釣
り
、
ダ
イ
ビ
ン
グ
他
）
な
ど
。

④
沿
岸
域
の
文
化
、
歴
史
、
土
地
や
海
域
の
利
用
そ
の
他
社
会
の
状
況

貝
塚
が
あ
り
、

居
住
に

適
し
た
温
暖
な
地
。

対
明
貿
易
の
基
地
と
し
て
繁

栄
。
農
林
水
産
業
を
中
心

に
発

展
。

宿
毛
湾
港
を
活
用
し
た
地
域
の
産
業
開
発
・
観
光
振
興
が
課
題
。

⑤
沿
岸
域
の
地
勢
、
気
象
・
海
象
、
生
態
系
な
ど
自
然
・
環
境
の
状
況

足
摺
宇
和
海
国
立
公
園
に
属
す
る
。

宿
毛
市
の
8
4
%
、
大
月
町
の
7
0
%
が
森
林
。
黒
潮
が
豊
後
水
道

に
流
れ
込

む
入
口
で
あ
る

宿
毛
湾
は

魚
種
が
豊
富
で
、
磯
釣
り
も
盛
ん
。
ま
た
、
大
月
町
の
海
は
透

明
度
も
高
く
、
珊
瑚
や
熱
帯

魚
が
豊
富
に
見
ら
れ
、
ダ
イ
ビ
ン
グ
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
人
気
。

２
沿
岸
域
に
お
け
る
問
題
点
等

①
顕
在
化
し
て
い
る
問
題
点
：
宿
毛
湾
の
赤
潮
や
貝
毒
、
磯

焼
け
、

マ
グ
ロ
養
殖
に
よ
る
環
境
へ
の
影
響
、

オ
ニ

ヒ
ト
デ
に
よ
る
珊
瑚
の
食

害
な
ど
。

②
将
来
に
向
け
て
の
問
題
意
識
：
漁
獲
量
低
下
の
原
因
と
さ
れ
る

宿
毛
湾
の
環
境
悪
化
を
調
査
し
、
ま
た
、

森
・
川
・
海
の
健
全
な

物
質
循
環
を
調
査
し
、
豊
か
な
海
や
川
を
取
り
戻
す
こ
と
が
課
題
。

３
関
係
者
と
そ
の
動
き

①
関
係
者
の
関
心
・
意
欲
（
地
方
公
共
団
体
の
担
当
者
、
産
業
界
、
住
民
、
N
G
O
等
）

・
宿
毛
市
産
業
振
興
課
、
大
月
町
産
業
振
興
課
、
共
に
と
も
、
沿
岸
域
総
合
管
理
の
必
要

性
を
よ
く
認
識

し
、
意
欲
も
高
い
。

・
高

知
大
学
副
学
長
、
黒
潮
生

物
研
究
所
理
事
、
黒
潮
実
感

セ
ン
タ
ー
所
長
は

強
力
な
支
援
者
。

②
取
組
み
体
制
（
協
議
会
、
地
方
公
共
団
体
内
部
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
等
）

・
H
2
4

宿
毛
市
・
大
月
町
が
沿
岸
域
総
合
管
理
研
究
会
を
立

ち
上
げ
、
ま
た
、
基
礎
と
な
る
デ
ー
タ
を
「
海

の
健
康
診
断
」
の

考
え
方
を
活
か
し
た
海
洋
環
境
評
価
で

得
る
こ
と
に
同
意
。

・
H
2
5
協
議
会
準

備
を
開
始
、
H
2
6
に
協
議
会
を
立

ち
上
げ
る
と
い
う

目
標
。

③
政
治
的
意
思
の
盛
り
上
が
り
（
首
長
、
議
員
等
の
関
心
・
意
欲
）

・
H
2
4
年
に
就
任
し
た

宿
毛
新
市
長
は
環
境
問
題
に
関
心
が
高
く
、
最
初
の
訪
問
で
面
会
、
理
解
を

示
す
。

４
沿
岸
域
管
理
に
関
す
る
取
組
み
の
状
況

①
行
政
が
主
体
と
な
っ
た
取
組
み

・
大
月
町
と
黒
潮
実
感

セ
ン
タ
ー
に
よ
る
漁
業
者
と
遊
漁
者
・
ダ
イ
バ
ー
間
の
調

整

②
産
業
界
、
住
民
、
N
G
O
等
が
主
体
と
な
っ
た
取
組
み

・
オ
ニ

ヒ
ト
デ
の
駆
除
な
ど
に
よ
る
珊
瑚
保
全
活
動
。

・
漁
業
者
・
ダ
イ
バ
ー
・
住
民
の
協
業
に
よ
る
ア

オ
リ
イ
カ
の

増
殖
活
動
。

③
関
係
者
か
ら
な
る
協
議
会
等
が
主
体
と
な
っ
た
取
組
み

④
総
合
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
、
計
画
等
に
基
づ
く
取
組
み

⑤
研
究
機
関
と
の
連
携
・
協
力
に
よ
る
取
組
み

・
高

知
大
学
と
の
連
携
・
協
力
で
沿
岸
域
総
合
管
理
研
究
会
を
開
始

⑥
そ
の
他
（
③
～
⑤
以
外
で
）
地
域
の
関
係
者
の
連
携
・
協
力
に
よ
る
取
組
み

５
沿
岸
域
総
合
管
理
の
実
施
に
向
け
て
の
展
望
、
課
題
等

・
3
年
間
の
沿
岸
域
モ
デ
ル
事
業
の
最
終
年
度
後
半
で
の
サ
イ
ト
立

ち
上
げ
で
あ
っ
た
が
、

宿
毛
市
、
大

月
町
、
高

知
大
学
、
黒
潮
生

物
研
究
所
、
黒
潮
実
感

セ
ン
タ
ー
、
漁
業
関
係
者
等

々
熱
心
な
参
加
者

に
恵
ま
れ
、
今
後
の
協
議
会
立

ち
上
げ
に
向
け
て
、
ロ
ー

ド
マ
ッ
プ
が
描
け
る
状
態
に
な
っ
た
。
（
現

時
点
で
、
協
議
会
立

ち
上
げ
は
平
成

2
6
年
度
を

想
定
し
て
い
る
）
。

参
考
文
献
等

・
宿
毛
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
tt
p
:/
/w

w
w
.c
it
y
.s
u
k
u
m
o
.k
o
ch

i.
jp
/i
n
d
e
x
.h
tm

l

・
宿
毛
市
振
興
計
画

(H
2
3
策
定
）

h
tt
p
:/
/w

w
w
.c
it
y
.s
u
k
u
m
o
.k
o
ch

i.
jp
/g
y
o
u
se
i.
p
h
p
?e

id
=
0
0
0
9
4

・
大
月
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
tt
p
:/
/w

w
w
.t
o
w
n
.o
ts
u
k
i.
k
o
ch

i.
jp
/

・
黒
潮
実
感

セ
ン
タ
ー

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
tt
p
:/
/w

w
w
.o
rq
u
e
st
a
.o
rg
/k
u
ro
sh

io
/

・
黒
潮
生

物
研
究

財
団

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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各
サ
イ
ト
等
の
概
況

地
域

地
域
の
状
況

対
応
状
況

１
長
崎
県
（
大
村
湾
）

・
県
に
よ
る
「
大
村
湾
環
境
保
全
・
活
性
化
行
動
計
画
」

の
策
定
・
推
進
な
ど
湾
の
環
境
回
復
・
地
域
の
活
性
化

に
向
け
た
取
組
み
の
実
績
あ
り
。

・
推
進
体
制
と
し
て
、
「
大
村
湾
環
境
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が

整
備
さ
れ
て
い
る
。

・
サ
イ
ト
と
し
て
の
取
組
に
合
意
す
る
に
は

至
っ
て
い
な
い
が
、
地
方
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議

へ
の
参
加
等
、
当
財
団
や
他
の
地
方
公
共

団
体
と
の
交
流
が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。

２
沖
縄
県
八
重
山
郡
竹
富
町

・
平
成
２
３
年
３
月
に
、
地
方
公
共
団
体
と
し
て
初
の
海

洋
基
本
計
画
を
策
定
済
み
。

・
同
計
画
に
あ
る
２
３
の
施
策
項
目
の
実
施
計
画
の
策

定
と
、
施
策
の
実
施
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

・
サ
イ
ト
と
し
て
の
取
組
に
合
意
す
る
に
は

至
っ
て
い
な
い
が
、
地
方
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議

へ
の
参
加
等
、
当
財
団
や
他
の
地
方
公
共

団
体
と
の
交
流
が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。

３
香
川
県
小
豆
郡
小
豆
島
町

・
町
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
、
他
の
瀬
戸
内
海
の

自
治
体
と
の
連
携
に
よ
る
海
上
交
通
の
整
備
や
交
流

人
口
拡
大
の
た
め
の
施
策
を
積
極
的
に
展
開
。

・
海
域
環
境
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
み

実
績
は
少
な
い
が
、
関
心
は
高
い
。

・
サ
イ
ト
と
し
て
の
取
組
に
合
意
す
る
に
は

至
っ
て
い
な
い
。

そ
の
他
の
地
域
一
覧
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１
長
崎
県
（
大
村
湾
）

１
基
礎
情
報
(自
然
・
社
会
の
状
況
）

①
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体

・
長
崎
市
、
佐
世
保
市
、
諫
早
市
、
大
村
市
、

西
海
市
、
長
与
町
、

時
津
町
、
東
彼
杵
町
、
川
棚
町
、
波

佐
見
町
の
５
市
５
町
（
５
６
４
ｋ
ｍ

２
）

②
沿
岸
域
の
人
口
：
約
２
７
万
７

千
人
（
平
成
２
１
年
３
月
）
、
県
人
口
の
１
９
％

③
沿
岸
域
の
産
業
：
漁
業
、
農
業
、
観
光
業
（
全
国
有
数
の
観
光
施
設
・
ハ
ウ
ス
テ
ン
ボ
ス
が
所
在
）
等

④
沿
岸
域
の
文
化
、
歴
史
、
土
地
や
海
域
の
利
用
そ
の
他
社
会
の
状
況

・
昭
和
４
０
年
以
降
、

都
市
化
が
進

展
、
人
口
が

増
加
。

⑤
沿
岸
域
の
地
勢
、
気
象
・
海
象
、
生
態
系
な
ど
自
然
・
環
境
の
状
況

・
面

積
約
３
２
０
ｋ
ｍ

２
（
琵
琶
湖
の
半

分
）
。
２
本
の
細
い
水
路
で
外
海
に
つ
な
が
る

二
重
の
閉
鎖

性
海

域
。

・
ス
ナ
メ
リ
、
カ
ブ
ト
ガ
ニ
な
ど
希
少

野
生
動
植

物
が
生

息
・
成

育
。

・
都
市
化
、
人
口

増
加
に
よ
り
水

質
が
悪
化
。

２
沿
岸
域
に
お
け
る
問
題
点
等

①
顕
在
化
し
て
い
る
問
題
点

・
排
出
基
準
の

強
化
等
に
よ
り
、
湾
の
水

質
は
改
善
し
て
い
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
環
境
基
準
を

超
過
。

漁
獲
高
が
減
少
。

②
将
来
に
向
け
て
の
問
題
意
識

・
湾
の
環
境
保
全
、
希
少

野
生
動
植

物
の
生

息
・
生

育
環
境
の
保
全
が
課
題
。

・
こ
の
た
め
に
、
里
海
創
生
に
よ
る
海
域
の
環
境
保
全
と
再
生
を
推
進
。

３
関
係
者
と
そ
の
動
き

①
関
係
者
の
関
心
・
意
欲
（
地
方
公
共
団
体
の
担
当
者
、
産
業
界
、
住
民
、
N
G
O
等
）

・
県
主

導
に
よ
る
長
年
の
取
組
み
の
実
績
と
推
進
体
制
が
あ
る
。

②
取
組
み
体
制
（
協
議
会
、
地
方
公
共
団
体
内
部
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
等
）

・
県
庁
内
に
部
局
横
断
的
な
連
携
・
推
進
組
織
と
し
て
「
大
村
湾
環
境
保
全
・
活

性
化
推
進
本
部
」
あ
り
。

・
関
係
す
る
団
体
、
事
業
者
、
行
政
、
住
民
の
連
携
組
織
と
し
て
「
大
村
湾
環
境
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
あ
り
。

③
政
治
的
意
思
の
盛
り
上
が
り
（
首
長
、
議
員
等
の
関
心
・
意
欲
）

・
大
村
市
長
や

時
津
町
長
が
前
向
き
な
関
心
を

寄
せ
て
い
る
。

４
沿
岸
域
管
理
に
関
す
る
取
組
み
の
状
況

①
行
政
が
主
体
と
な
っ
た
取
組
み

・
水

質
汚
濁
防
止

法
及
び
県
公

害
防
止
条
例
に
よ
る

工
場
・
事
業

場
排
水

規
制

・
「
大
村
湾
水

質
保
全
要
綱
」
（
昭
和
６
０
年
～
平
成
１
７
年
）
に
よ
る
生
活
雑
排
水
の
排
出
抑
制

対
策

・
「
大
村
湾
環
境
保
全
・
活

性
化
行
動
計
画
」
（
第
１
期
行
動
計
画
）
→
④
参
照

・
第
２
期
行
動
計
画
→
④
参
照

②
産
業
界
、
住
民
、
N
G
O
等
が
主
体
と
な
っ
た
取
組
み

・
「
大
村
湾
環
境
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

③
関
係
者
か
ら
な
る
協
議
会
等
が
主
体
と
な
っ
た
取
組
み

・
「
大
村
湾
を
き
れ
い
に
す
る
会
」
（
県
、
関
係
市
町

及
び
漁
協
組
合
長
会
で
構
成
）
が
、
ゴ
ミ
の
除
去

作

業
、
住
民
に

対
し
水

質
保
全
に
関
す
る
啓
発
活
動
を
実
施
。

④
総
合
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
、
計
画
等
に
基
づ
く
取
組
み

・
平
成
１
５
年
に
県
が
「
大
村
湾
環
境
保
全
・
活

性
化
行
動
計
画
」
（
第
１
期
行
動
計
画
）
策
定
。

・
平
成
２
１
年
３
月
か
ら
は
、
里
海
創
生
に
よ
る
海
域
の
環
境
保
全
と
再
生
を

目
指
す
第
２
期
行
動
計

画
を
策
定
・
推
進
。

（
第
２
期
計
画
の
基
本
的
方
向
：
1
)流
域
全
体
の
一
体
的
な
環
境
保
全
に
よ
る
里
海
づ
く
り

2
)生

物

多
様

性
の
保
全
に
よ
る
里
海
づ
く
り

3
)水
産
や
観
光
な
ど
の
産
業
の
振
興
に
よ
る
里
海
づ
く
り

4
)住

民
参
加
に
よ
る
里
海
づ
く
り
）

⑤
研
究
機
関
と
の
連
携
・
協
力
に
よ
る
取
組
み

・
平
成
２
１
年
度
か
ら
２
ヵ
年
で
、
海
洋
政
策
研
究

財
団
と
共
同
で
「
『
海
の
健
康
診
断

』
を
活
用
し
た
大

村
湾
の
環
境
評
価
に
関
す
る
調
査
研
究
」
を
実
施
。
「
生
態
系
の
安
定

性
」
と
「
物

質
循
環
の
円
滑
さ
」
に

着
目
し
な
が
ら
大
村
湾
の
健
康
状
態
を
診
断
し
、
診
断
結
果
に
基
づ
い
て
大
村
湾
の
環
境
回

復
に
向
け

た
具
体
的
な
方
策
（
処
方
箋
）
を
提

示
し
た
。

⑥
そ
の
他
（
③
～
⑤
以
外
で
）
地
域
の
関
係
者
の
連
携
・
協
力
に
よ
る
取
組
み

→
３
②
参
照
。

５
沿
岸
域
総
合
管
理
の
実
施
に
向
け
て
の
展
望
、
課
題
等

・
沿
岸
市
町
の
関
係
者
は
大
村
湾
に
お
け
る
沿
岸
域
総
合
管
理
の
必
要

性
を
認
識
し
つ
つ
も
、
地

元

と
し
て
サ
イ
ト
と
し
て
の
取
組
に
合
意
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

参
考
文
献
等

・
「
第
２
期
大
村
湾
環
境
保
全
・
活

性
化
行
動
計
画
」
（
平
成
２
１
年
３
月
／
長
崎
県
）

h
tt
p
:/
/w

w
w
.p
re
f.
n
a
g
a
sa
k
i.
jp
/k
a
n
k
y
o
/m

e
a
su

re
/p
la
n
/o
m
u
ra
b
a
y
_
in
d
e
x
.h
tm

l

・
平
成
２
２
年
度
「
『
海
の
健
康
診
断

』
を
活
用
し
た
大
村
湾
の
環
境
評
価
に
関
す
る
調
査
研
究
」
報
告
書

（
平
成
２
３
年
３
月
／
海
洋
政
策
研
究

財
団
・
長
崎
県
）

h
tt
p
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/w

w
w
.s
o
f.
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２
沖
縄
県
八
重
山
郡
竹
富
町

１
基
礎
情
報
(自
然
・
社
会
の
状
況
）

①
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体

・
沖

縄
県
八
重
山

郡
竹
富
町

②
沿
岸
域
の
人
口

・
4
,0
9
4
人
（
竹
富
町
人
口
，
2
0
1
0
年
2
月
末
現
在
）

③
沿
岸
域
の
産
業

・
観
光
業
，
農
業
（
畜
産
業
、
サ
ト
ウ

キ
ビ
、

パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
、

マ
ン
ゴ
ー
）

④
沿
岸
域
の
文
化
、
歴
史
、
土
地
や
海
域
の
利
用
そ
の
他
社
会
の
状
況
＆
⑤
沿
岸
域
の
地
勢
、
気
象
・

海
象
、
生
態
系
な
ど
自
然
・
環
境
の
状
況

・
2
0
0
8
年
町
政
施
行
6
0
周
年

・
竹
富
島
を
東
端
、
仲
御
神
島
（
な
か
の
か
み
し
ま
）
を

西
端
と
し
東

西
4
2
km
、
鳩
間
島
を

北
端
、
波
照
間

島
と
南
端
と
し
南

北
4
0
km
の
1
6
の
島

々
（
有
人
島
9
、

無
人
島
7
）
か
ら
な
る
。

●
竹
富
島
：
重
要
伝
統
的
建

造
物
群
保
存
地

区
に
指
定

●
小
浜
島
：
サ
ト
ウ

キ
ビ
産
業
，
リ

ゾ
ー
ト

●
黒
島
：
3
,0
0
0
頭
の
黒
牛

●
波
照
間
島
：
最
南
端
の
有
人
島
。
サ
ト
ウ

キ
ビ
産
業

●
鳩
間
島
：
ド
ラ

マ
「
瑠
璃
の
島
」
舞

台

●
由
布
島
：
水
牛
観
光

●
西
表
島
：
県
内
で
は
沖

縄
本
島
に
次
い
で
2
番

目
の
大
き
さ
。

西
表
石
垣
国
立
公
園
に
指
定

●
新
城
島
（
あ
ら

ぐ
す
く
じ
ま
）
：
観
光
地
化
さ
れ
て
い
な
い

２
沿
岸
域
に
お
け
る
問
題
点
等

①
顕
在
化
し
て
い
る
問
題
点

・
生
活
イ
ン
フ
ラ

整
備
に
係
る
コ
ス
ト

増
（
飲
料
水
の
海
底
送
水

整
備
）

・
海
岸
漂
着

ご
み

・
海
上
輸
送
に
か
か
る
安
全

性

・
漁
業
資
源
の
減
少

・
オ
ニ

ヒ
ト
デ
に
よ
る
サ
ン
ゴ
の
食

害

＊
「
離
島
の
保
全
等
」
を
は
じ
め
、
海
洋
基
本

法
の
1
2
の
施
策
と

深
く
関
係
す
る
課
題
が
多
い

②
将
来
に
向
け
て
の
問
題
意
識

・
海
洋
基
本
計
画
の
策
定
済
み
（
2
0
1
1
年
3
月
）
。
今
後
、
本
計
画
に
あ
る
2
3
の
施
策
項

目
の
実
施
計
画

の
策
定
と
、
施
策
の
実
施
に
取
り
組
ん
で
い
る

３
関
係
者
と
そ
の
動
き

①
関
係
者
の
関
心
・
意
欲
（
地
方
公
共
団
体
の
担
当
者
、
産
業
界
、
住
民
、
N
G
O
等
）

・
竹
富
町
企
画

財
政
課
企
画
係

３
関
係
者
と
そ
の
動
き
（
つ
づ
き
）

・
社
団

法
人
日
本
海

難
防
止
協
会

・
株
式
会
社
水
圏

科
学
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

②
取
組
み
体
制
（
協
議
会
、
地
方
公
共
団
体
内
部
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
等
）

・
竹
富
町
海
洋
基
本
計
画
策
定
委
員
会
の
開
催

③
政
治
的
意
思
の
盛
り
上
が
り
（
首
長
、
議
員
等
の
関
心
・
意
欲
）

・
竹
富
町
長
（
川
満

栄
長
市
）

４
沿
岸
域
管
理
に
関
す
る
取
組
み
の
状
況

①
行
政
が
主
体
と
な
っ
た
取
組
み

②
産
業
界
、
住
民
、
N
G
O
等
が
主
体
と
な
っ
た
取
組
み

・
N
P
O
法
人
南
の
島
々
（
ふ
る
さ
と
）
・
守

り
隊

に
よ
る
鳩
間
島

『
宝
の
島
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

』

＊
日
本

財
団
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
2
0
1
0
年
度
で
終
了
。

③
関
係
者
か
ら
な
る
協
議
会
等
が
主
体
と
な
っ
た
取
組
み

・
石

西
礁
湖
自
然
再
生
協
議
会

＊
竹
富
町
が
か
か
わ
っ
て
い
る
の
は
生
活
・
利
用
に
関
す
る

検
討
部
会
（
生
活
安
全
航
路
の

検
討
）

④
総
合
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
、
計
画
等
に
基
づ
く
取
組
み

・
竹
富
町
総
合
計
画
第
４
次
基
本
構

想
・
第
７
次
基
本
計
画
（
上
位
計
画
）

・
第
４
次
竹
富
町
国
土
利
用
計
画
（
関
連
計
画
）

・
竹
富
町
海
洋
基
本
計
画
の
策
定
（
平
成
２
３
年
３
月
策
定
）

・
同
計
画
を
踏
ま
え
、
竹
富
町
版
海
洋
保
護

区
の
制
定
に
向
け
た
取
組
等
を
行
っ
て
い
る
。

⑤
研
究
機
関
と
の
連
携
・
協
力
に
よ
る
取
組
み

・
東

京
大
学
海
洋
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
事
業
「
島
嶼
に
お
け
る
海
洋
保
護

区
の
あ
り
方
と
意

義
」
第

1
回
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
開
催
（
約

7
0
名
の
関
係
者
参
加
）

⑥
そ
の
他
（
③
～
⑤
以
外
で
）
地
域
の
関
係
者
の
連
携
・
協
力
に
よ
る
取
組
み

・
平
成
２
５
年
２
月
、
「
地
方
自
治
体
の
海
洋
政
策
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
－
海
域
管
理
の
た
め
の

財

源
を

考
え
る
」
を
主
催
。

５
沿
岸
域
総
合
管
理
の
実
施
に
向
け
て
の
展
望
、
課
題
等

・
隣
接
す
る
石
垣
市
に
お
い
て
も
、
平
成
２
３
年
度
か
ら
「
海
洋
基
本
計
画
」
の
策
定

作
業
を
開
始
。

・
将
来
的
に
は
、
与
那
国
町
、
石
垣
市
と

広
域
連
携
（
八
重
山

広
域
海
洋
基
本
構

想
）
を

目
指
し
て
い
る
。

参
考
文
献
等

・
「
国
境
・
離
島
・
海
洋
か
ら

考
え
る
新
し
い
邦
づ
く
り

検
討
会
議
」
発
表
資
料
（
竹
富
町
企
画

財
政
課
企
画

係
小
濵
啓
由
氏
）

・
竹
富
町
H
P
（
h
tt
p
:/
/
w
w
w
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e
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m
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d
s.
jp
/
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・
石
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湖
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然
再
生
協
議
会
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P
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３
香
川
県
小
豆
郡
小
豆
島
町

１
基
礎
情
報
(自
然
・
社
会
の
状
況
）

①
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体

・
香
川
県
小
豆

郡
小
豆
島
町
(歳
入
・
歳
出
8
1
億
1
0
0
0
万
円
）

②
沿
岸
域
の
人
口

・
1
5
,7
7
1
人
（
小
豆
島
町
人
口
，
2
0
1
2
年
5
月
１
日
現
在
）
、
高

齢
者
人
口

比
率
3
3
%

・
転
出
が
減
り
、
転
入
が
微

増
。
こ
の
２
年
は
2
0
5
人
減
/
年
に
留
ま
っ
て
い
る
。

③
沿
岸
域
の
産
業

・
観
光
業
（
寒
霞
渓
、
「
二
十

四
の
瞳
」
、
「
八
日

目
の
蝉
」
、
小
豆
島
8
8
箇
所
霊
場
、

オ
リ
ー
ブ
園
他
体
験

型
観
光
、

マ
リ
ン

レ
ジ
ャ
ー
）
、
農
業
（
オ
リ
ー
ブ
、
電
照
菊
、
ス
モ
モ
）
、
漁
業
（
小
型
底
曳

網
、

刺
し

網
、

延
縄
、
釣
り
、
小
型
定
置

網
、
の
り
養
殖
な
ど
）
、
食
品
（
醤
油
、
佃
煮
、
素
麺
、

オ
リ
ー
ブ

製
品
）
、
石
材

業 ・
第
一
次
産
業
5
0
0
人
、
第

二
次
産
業
2
,8
2
1
人
、
第
三
次
産
業
4
,5
1
1
人
。

④
沿
岸
域
の
文
化
、
歴
史
、
土
地
や
海
域
の
利
用
そ
の
他
社
会
の
状
況

・
日
本
書

紀
に
阿
豆
枳
辞
摩
（
あ
づ
き
じ
ま
）
と
し
て
登
場
。
吉

備
国
児
島

郡
、
天
領
の
後
、
明
治

維
新
後
、

倉
敷
県
、
兵
庫
県
な
ど
に
属
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
香
川
県
の
所
轄
と
な
る
。

・
平
成

1
8
年

3
月
内
海
町
と
池

田
町
が
合
併
し
て
小
豆
島
町
と
な
る
。

・
古
く
か
ら
、

瀬
戸
内
海
の
海
上

交
通
の
要

衝
で
あ
り
、
現
在
も
４
港
を
要
し
、
年
間
延
べ

1
0
0
万
人
余
が

乗
降
す
る
。

・
上
水
道
有
収
率
約
8
5
％
。
簡
易
水
道
7
4
.6

%
 。

⑤
沿
岸
域
の
地
勢
、
気
象
・
海
象
、
生
態
系
な
ど
自
然
・
環
境
の
状
況

・
面

積
：
9
5
.6
3
km

2
。

・
温
暖
な

瀬
戸
内
海

性
気
候
。

・
花
崗
岩
を
中
心
と
し
た
、
水

質
・
水
は
け
の
よ
い
土
壌
。
４
つ
の
ダ
ム
。

・
平

野
が
少
な
く
、
傾
斜
地
が
多
い
。

・
瀬

戸
内
海
国
立
公
園
内
に
位
置
す
る
。

２
沿
岸
域
に
お
け
る
問
題
点
等

①
顕
在
化
し
て
い
る
問
題
点

・
人
口
減
。

若
者
の
島

離
れ
。

・
観
光
客
数
微
減
（
2
0
0
0
年
1
1
0
万
人
、
2
0
0
9
年
1
0
6
万
人
）

・
海

運
の
衰
退
（
運
賃
の
高
さ
な
ど
利
便

性
に
課
題
）
。
海
上

交
通
の

復
興
を
め

ざ
す
。

・
海
洋
環
境
の
悪
化
（
栄
養
塩
の
不
足
に
よ
る
海
苔
養
殖
の
色

落
ち
な
ど
）

②
将
来
に
向
け
て
の
問
題
意
識

・
町
と
し
て
は
、
今
後
、
海
に
も
っ
と

目
を
向
け
て
い
く
べ
き
と
認
識
。

３
関
係
者
と
そ
の
動
き

①
明
確
な
現
町
長
の
政
治
的
意
志
。
小
豆
島
出
身
の
Ｕ
タ
ー
ン
。
地
方
か
ら
日
本
を
変
え
る
志
。

②
瀬

戸
内
海
に
面
し
た
他
の
自
治
体
と
の
連
携
を
重

視
。
1
9
自
治
体
に
よ
る
「
瀬

戸
内
海
の

復
権
意
見

交
換
会
」
（
2
0
1
0
年

1
0
月
）
に
お
け
る
共
同
宣

言
に
基
づ
き
、
1
)海
を
活
か
し
た
観
光
振
興

2
)航
路
の

維
持
・
創
設

3
)瀬

戸
内
海
の
環
境
保
全

4
)高
速
通
信

網
の
活
用
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

③
海
上

交
通
に
つ
い
て
は
、
2
0
1
1
年

7
月
、
神

戸
～
小
豆
島
間
の
フ
ェ
リ
ー
航
路
を

復
活
さ

せ
た
。
関

西

方
面
を
中
心
に
観
光
客
が

増
加
し
、

経
済

効
果
大
（
同

7
～

9
月
で
約
3
億
円
と
試
算
）
。

④
Ｉタ
ー
ン
、
J
タ
ー
ン
、
Ｕ
タ
ー
ン
を
し
や
す
い
環
境
を

整
備
。

・
都
会
と
地
方
に
住
ま
う

二
地
域
住

居
を

促
進
（
「
帰
り
た
い
島
、
住
み
た
く
な
る
島
」
）
。

・
地
域
活

性
化
総
合
特

区
制
度
の
活
用
。

・
「
瀬

戸
内
国
際

芸
術
祭

2
0
1
3
」
へ
の
参
加
お
よ
び
「
福
武
ハ
ウ
ス
」
の
誘
致
で
世
界
に
情
報
発
信

・
「
小
豆
島
地
域
興
し
協
力
隊
」
の
創
設
（
特

別
交
付
税
措
置
を
活
用
）

⑤
町
長
自
身
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
り
、
地

元
企
業
（
（
株
）
ベ
ネ
ッ

セ
コ
ー
ポ

レ
ー
シ
ョ
ン
、
ジ
ャ
ン
ボ

レ

フ
ェ
リ
ー
（
株
）
）
、
地

元
大
学
等
と
の
関
係
を

強
化
し
、
町
の
活

性
化
に
つ
な
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。

⑥
町
の
総
合
計
画
と
し
て
は
、
平
成
2
0
年

4
月
に
策
定
さ
れ
た
「
オ
リ
ー
ブ
ラ
イ
フ
小
豆
島
」
（
計
画
期
間
：

1
0
年
間
）
が
あ
る
。
平
成

2
４
年
で
前
期
計
画
が
終
了
す
る
が
、
後
期
計
画
策
定
の

予
定
は
不
明
。

４
沿
岸
域
管
理
に
関
す
る
取
組
み
の
状
況

①
こ
れ
ま
で
町
で
は
「
沿
岸
域
」
と
い
う
感
覚
が
稀
薄
だ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
が
、
「
海
を
活
か
し
た
ま

ち

づ
く
り
」
に
は
関
心
が
あ
る
。

②
海
の
環
境
保
全
、
持
続
的
利
用
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
余
り
意
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
海
の
環
境
に
つ

い
て
の
取
組
み
は
少
な
い
。

③
ノ
リ
の
色

落
ち
問
題
に
つ
い
て
は
、
香
川
大
学
と
共
同
で

対
策
の
研
究
を
進
め
て
い
る
。

適
切
な

栄
養

塩
の
供
給
が
必
要
と
認
識
。

④
Ｏ
Ｐ
Ｒ
Ｆ
と
の
意
見

交
換
を
通
じ
、
海
の
健
全
な
環
境
の
上
に
小
豆
島
ブ
ラ
ン

ド
が
成
立
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
町
長
自
身
が
改
め
て
認
識
し
、
「
海
の
健
康
診
断
」
「
沿
岸
域
の
総
合
的
管
理
」
に
興
味
を
持
っ

た
。

５
沿
岸
域
総
合
管
理
の
実
施
に
向
け
て
の
展
望
、
課
題
等

・
沿
岸
域
総
合
管
理
の
必
要

性
に
つ
い
て
理
解
。
特
に
、
「
海
の
健
康
診
断
」
実
施
に
は
高
い
関
心
を

持
っ
て
い
る
。
サ
イ
ト
と
し
な
い
場
合
で
も
、
町
の
求
め
に
応
じ
、
何
ら
か
の
協
力
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
か
。

参
考
文
献
等

・
小
豆
島
町
H
P
（
h
tt
p
:/
/
w
w
w
.t
o
w
n
.s
h
o
d
o
sh
im
a.
lg
.jp
/
)

・
塩

田
町
長
ブ
ロ
グ

・
S
h
ip

 &
 O
c
e
an

 N
e
w
sl
e
tt
e
r 
N
o
.2
6
2
（
2
0
1
1
年
7
月
5
日
）
塩

田
町
長

寄
稿
「
海
と
島
の

復
権
」

・
そ
の
他
町
提
供
資
料

- 53 -



 

２．モデル事業を通じた沿岸域総合管理の効果・課題の考察について 

 

（１）モデル事業における沿岸域総合管理に向けた取組の評価・分析 

本モデル事業では、5つのサイトを選定して沿岸域総合管理に向けた取組を行ってきた

が、それぞれのサイトの概要、取組の進捗状況等は＜別表＞のとおりである。 

別表の「サイトの概要」中「主要な関係者とその動向」に見られるとおり、沿岸域総

合管理には地域の様々な関係者が関わるものであり、特にその実施開始に至るまでの形

成過程においては、それぞれの地域の実情に応じて、様々な主体がイニシアティブをと

ることがあり得る。例えば、三重県志摩市においては、行政実務担当者や大学等の研究

者、事業者等の様々な関係者による、長年にわたる基礎的な取組が行われてきており、

そのような取組を沿岸域総合管理に結びつける上で市長の強力な政治的意思が重要な役

割を果たしている。また、岡山県備前市（日生）においては、漁業者の発意による取組

を県・市の担当部局が支援しており、福井県小浜市では、地域の教育・研究機関、NPO

等からの問題意識を市が汲み上げ、市の施策につなげようとしている。沿岸域総合管理

を実現するためには、個別分野毎の縦割の取組を超えた総合的な取組みを行う必要があ

り、そのためには鳥瞰的な視点を持った主体が活躍することが重要であるが、そのよう

な主体は地方公共団体に限られるものではなく、事業者や教育・研究機関、NPO 等の民

間主体ということも十分にあり得る。従って、沿岸域総合管理の実施開始に至る過程の

段階においては、地域の多様な主体による取組を尊重し、多様な道筋を許容するのが適

切である。 

一方で、本事業の目的である、沿岸域総合管理のモデルとなる取組の推進のためには、

沿岸域総合管理の実施開始に至った段階において、モデルとして最低限満たすべき構成

要素を明確にする必要がある。将来的に沿岸域総合管理の本格的な普及を図るためには、

沿岸域総合管理の制度化を目指す必要があると考えられるが、制度化を行うためにも、

共通の構成要素を明確化することが不可欠である。 

そこで、当財団は、本事業を実施するにあたり、PEMSEA（東アジア海域環境管理パー

トナーシップ）などの国際的な取組みや、2000年に「21世紀の国土のグランドデザイン」

推進連絡会議が決定した「沿岸域圏総合管理計画策定のための指針」の内容を踏まえ、

沿岸域総合管理の概念を整理した。 

以上を踏まえ、別表において各サイトにおける取組の進捗状況を評価するにあたって

は、当財団が沿岸域総合管理の概念として整理した中に含まれる以下の要素が満たされ

ているかどうかを考慮した。 

  

①対象となる沿岸域の設定 

地域の関係者が協議して、自然的社会的条件からみて一体的に施策が講じられる

ことが相当と認められる沿岸域の海域と陸域を「沿岸域」として設定する。 
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②地域が主体となった取組み 

「沿岸域総合管理」は、地域の実情を最もよく知る地域の関係者が主体となって進

めるべきである。従って、「沿岸域総合管理」は、関係地方公共団体（都道府県又は

市町村）が中心になり、関係行政機関、事業者、住民、NPO等の関係者が連携・協力

して取り組む。 

③総合的な取組み 

地域の関係者は、既存の分野・縦割の枠を超えて、沿岸域の問題に総合的に取り

組み、様々な施策を幅広く活用して持続可能な沿岸域の管理を推進し、関係者の利

益の最大化（できる限り、より多くの関係者の利益の増進）を図る。 

④協議会等の設置 

関係地方公共団体が中心となり、関係行政機関、事業者、住民、NPO 等の沿岸域に

関わる多様な関係者の代表者で構成される協議会等を設置して合意形成を図り、沿岸

域総合管理の計画を策定し、関係者が一致協力して計画を推進する。 

⑤計画的・順応的な取組み 

「沿岸域総合管理」は、地域が直面している課題に対応するため、予め関係者が

合意の上で沿岸域総合管理計画を地域の計画として策定し、これに基づいて計画的

に沿岸域の管理を推進する。計画の策定にあたっては、目標を明確にし、また、計

画の実施にあたっては、目標の達成状況を評価し、必要に応じて計画を見直し、P

DCAサイクルによる順応的管理を確立する。 

⑥地方公共団体の計画への位置づけ 

関係地方公共団体は、協議会等が策定した計画について、その実効性を担保する

ため、当該地方公共団体の計画等に位置づける、又は、何らかの形で地域の計画と

して認定する。 

  

 別表から分かるとおり、三重県志摩市は、上記の全ての要素について十分な進捗が見ら

れ、沿岸域総合管理の実施を開始する段階に至ったと言える。この志摩市の事例により、

沿岸域総合管理の実施開始段階での一つのモデルを具体的に提示することが出来たと言え

る。志摩市においてこのようなモデルとしての取組が実現した要因としては、市長の強力

なリーダーシップにより市役所が中心的な役割を果たしたこととともに、以前から地域の

産業関係者や大学関係者等幅広い関係者が積極的な取組を行ってきたことにより、沿岸域

総合管理の取組に向けた環境が整えられてきたものと考えられる。一方、岡山県備前市（日

生）、福井県小浜市、岩手県宮古市、高知県宿毛市・大月町の４つのサイトについては、「対

象となる沿岸域の設定」、「地域が主体となった取組み」、「総合的な取組み」「協議会等の設

置」等の要素についてそれぞれ一定の進捗が見られ、沿岸域総合管理の実施に向けた準備

が進展しているが、いずれのサイトも「計画的・順応的取組」等の要素については道半ば

であり、現時点で沿岸域総合管理の実施を開始する段階に至ったとは言えない。ただし、

これら４つのサイトにおいても、例えば岡山県備前市（日生）の漁業関係者や福井県小浜
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市の教育・研究機関や NPOのように、地域の多様な関係者の積極的な取組が沿岸域総合管

理の形成過程で大きな役割を果たしていることは、留意されるべきである。繰り返しにな

るが、沿岸域総合管理の実施開始に至る過程の段階においては、地域の多様な主体による

取組を尊重し、多様な道筋を許容することが適切である。 

 

（２）モデル事業を通じた沿岸域総合管理の効果・課題の考察 

１）これまでのモデル事業の取組による効果等 

 本モデル事業では、これまでの取組により、５つのサイトを選定するという目標を達成

し、我が国において沿岸域総合管理を具体化するための第一歩を踏み出すことが出来た。

特に、三重県志摩市においては、上記のとおり、市役所や地域の関係者が沿岸域の問題に

ついて話し合う研究会や計画の策定・実施に関する協議会が設置され、市役所が中心にな

って沿岸域総合管理計画である里海創生基本計画を策定し、沿岸域総合管理の実施を開始

する段階に至ることが出来た。この取組を通じて志摩市は日本政府をはじめ国内外からの

関心を集め、同市への視察が増加するとともに、国際会議等の場で同市の取組を発表する

機会も増加し、沿岸域総合管理への関心を高めるのに大きく貢献した。 

 また、それ以外の各サイトにおいても、沿岸域総合管理に向けた取組を行う過程では、

地域の関係者の沿岸域総合管理に対する関心が高まり、沿岸域の問題について話し合う沿

岸域総合管理研究会が開催される等、沿岸域総合管理の実施に向けた土台作りが進んでい

る。 

更に、沿岸域総合管理としての里海創生を打ち出した志摩市においては企業の社会貢献

活動が活発となり、また、小浜市では地元市民団体が中心となって「アマモサミット」を

誘致するといった副次的効果も見られた。 

 

２）沿岸域総合管理を推進する上での課題 

上記のとおり、三重県志摩市以外のサイトはいずれも沿岸域総合管理の実施段階に至っ

ておらず、今後それぞれのサイトにおいて実施段階に移行させていくことが大きな課題で

ある。これらのサイトでは、何らかの形で地域の関係者による積極的な取組が行われてい

るが、沿岸域総合管理の実施段階に移行するためには、関係地方公共団体である都道府県

又は市町村（特に市町村）が中心的な役割を果たしつつ、このような取組を統合していく

ことが重要であると考えられる。そこで、今後各サイトでは、多様な関係者の代表者で構

成される協議会等を設置して総合的な取組体制を整え、沿岸域総合管理計画の策定に取組

むことにより、早期に沿岸域総合管理の実施段階に至ることが期待される。また、地方公

共団体の総合計画への沿岸域総合管理の位置付けについては、総合計画の策定時期により

直ちには難しいサイトもあるが、今後の総合計画改訂のタイミング等を捉えて何らかの形

で沿岸域総合管理を地域の計画に位置付け、地域振興や海を活かしたまちづくりといった、

より総合的な視点から管理を行う必要がある。 
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 志摩市については、今後、里海創生基本計画を基に、地域の関係者が沿岸域総合管理を

着実に推進し、その実施を通じて沿岸域が抱える問題を具体的に解決していくことが必要

である。また、PDCAサイクルで取組むことに対する関係者の共通認識を確固たるものとし、

沿岸域総合管理の取組を永続的なものとしていくことも必要である。志摩市以外のサイト

においても、沿岸域総合管理の実施段階に移行した際には、同様の取組を行い、沿岸域総

合管理を通じてそれぞれの地域における多様な課題に対処していくことが必要となる。そ

の上で、各サイトにおける沿岸域総合管理の実施を通じて、沿岸域が抱える問題をどれだ

け解決できたのかといった観点から、沿岸域総合管理の効果を検証していく必要がある。 

更に、サイト以外の地方においても今後沿岸域総合管理に向けた取組を広げていくこと

が必要である。そのためには、沿岸域総合管理のモデルとしての各サイトにおける沿岸域

総合管理の実施を着実に推進するとともに、地方公共団体が相互に情報を共有できるよう

な地域のネットワーク化等を通じてそのような取組を広く示していくことが必要である。

また、国において、それらモデル的な取組を参考として、国の指針と技術的・財政的支援

の下、地方公共団体が沿岸域総合管理計画の策定・実施を行う等の沿岸域総合管理の制度

化を行うことが必要である（第 3 章参照）。 

 なお、以上においては、市町村を中心とする取組を取り上げてきたが、これ以外にも、

長崎県のように複数の市町村に囲まれた閉鎖性海域（大村湾）の広域的な環境問題に対し

て都道府県レベルで取組もうとする動きがある。また、本州等の沿岸域の他に、沖縄県竹

富町のように離島から成る地域において住民の生活や経済活動と不可分の海域を含めて総

合的な管理の取組を進める動きも見られる。また、本事業のサイトでは、概ね閉鎖性海域

の環境改善や地域産業の振興、これらを通じた地域の活性化が課題となっているが、沿岸

域総合管理により取組むべき課題はこれらだけではない。例えば、現在必要性が高まって

いる洋上風力発電等の海洋エネルギーの導入を促進するためにも沿岸域総合管理の手法は

有効であると考えられる。今後、本事業のサイトとは異なる地域特性や、異なる課題領域

に係る多様な取組についても、沿岸域総合管理のあり方を検討していく必要がある。 
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別
表

１
．
モ
デ
ル

サ
イ
ト
の

概
況

①
基
礎
情
報

(社
会
・
自
然
の
状
況
）

②
沿
岸
域
に
お
け
る
問
題
点
・
課
題

③
主
要
な
関
係
者
と
そ
の
動
向

①
三
重
県
志
摩
市

・
社
会
状
況
：
伊
勢
志
摩
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
た
風
光
明

媚
な
自
然
環
境
、
的
矢
か
き
や
真
珠
養
殖
な
ど
海
の
恵
み

を
生
か
し
た
産
業
を
有
し
、
こ
れ
ら
に
支
え
ら
れ
た
観
光
地
で

も
あ
る
。
平
成
1
6
年
、
5
町
が
合
併
。

・
自
然
環
境
：
全
域
が
伊
勢
志
摩
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
て

い
る
。
気
候
は
温
暖
で
、
英
虞
湾
・
的
矢
湾
・
太
平
洋
に
面
す

る
リ
ア
ス
式
の
海
岸
線
と
な
だ
ら
か
な
丘
陵
地
か
ら
な
る
。

・
生
活
排
水
、
真
珠
養
殖
等
が
原
因
に
よ
り
海
底
環
境
が
悪

化
。

・
干
潟
消
失
に
よ
る
海
の
浄
化
能
力
の
減
少
（
か
つ
て
湾
内

に
約
2
6
9
h
aあ
っ
た
干
潟
の
約
7
0
％
が
干
拓
に
よ
り
消
失
）
。

・
地
域
産
業
（
養
殖
業
、
漁
業
、
観
光
業
）
の
衰
退

・
閉
鎖
性
海
域
の
環
境
改
善
や
、
地
域
産
業
の
振
興
、
こ
れ

を
通
じ
た
地
域
の
活
性
化
が
課
題
。

・
志
摩
市
長
（
大
口
秀
和
氏
）
が
沿
岸
域
総
合
管
理
に
よ
る

新
し
い
里
海
創
生
に
熱
意
を
持
ち
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発

揮
。

・
三
重
県
水
産
研
究
所
水
圏
環
境
研
究
課
が
英
虞
湾
の
環

境
再
生
に
関
わ
る
調
査
研
究
等
に
お
い
て
中
心
的
な
役

割
。
志
摩
の
海
を
守
る
会
（
真
珠
養
殖
業
者
）
も
以
前
か
ら

環
境
改
善
に
関
す
る
勉
強
会
な
ど
を
実
施
。

②
岡
山
県
備
前
市

（
日
生
地

区
）

・
社
会
状
況
：
日
生
地
区
は
、
古
く
か
ら
水
産
業
や
海
運
業

が
発
展
。
現
在
は
カ
キ
養
殖
が
盛
ん
。
漁
業
を
生
か
し
た
観

光
産
業
に
も
力
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
備
前
市
は
日
生
町
を

含
む
3
市
町
が
平
成
1
7
年
に
合
併
。

・
自
然
環
境
：
日
生
地
区
の
沿
岸
域
に
は
有
人
・
無
人
を
含

め
た
大
小
1
3
に
わ
た
る
日
生
諸
島
が
あ
り
、
瀬
戸
内
海
国

立
公
園
の
一
部
を
な
す
。
年
間
を
通
じ
て
温
暖
・
少
雨
。

・
周
辺
地
域
の
埋
め
立
て
や
開
発
に
よ
る
干
潟
、
自
然
海
岸

の
消
失
、
環
境
の
悪
化
に
よ
る
ア
マ
モ
場
の
消
失
、
水
質
悪

化
、
海
洋
ご
み
、
水
産
資
源
の
減
少
。

・
伝
統
漁
法
で
あ
る
つ
ぼ
網
の
衰
退
、
人
口
減
少
や
高
齢

化
。

・
海
洋
牧
場
整
備
に
伴
う
新
た
な
海
域
利
用
の
あ
り
方
の
検

討
や
、
架
橋
計
画
の
進
展
を
踏
ま
え
た
交
流
の
拡
大
に
よ

る
地
域
の
活
性
化
等
が
課
題
。

・
漁
業
者
の
意
識
が
高
く
、
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

・
漁
業
者
の
発
意
に
よ
る
取
組
を
県
・
市
の
担
当
部
局
が
支

援
し
て
い
る
。

・
県
庁
、
市
役
所
、
漁
業
協
同
組
合
が
中
心
と
な
り
海
洋
牧

場
の
利
用
の
あ
り
方
を
検
討
中
（
当
財
団
も
助
力
と
し
て
、

海
洋
空
間
利
用
・
管
理
マ
ッ
プ
を
作
成
中
）
。

③
福
井
県
小
浜
市

・
社
会
状
況
：
第
3
次
産
業
が
増
加
す
る
一
方
で
1
次
産
業
が

減
少
、
水
産
業
人
口
も
減
少
傾
向
で
全
体
の
1
%
程
度
。
漁

獲
量
は
ほ
ぼ
横
ば
い
（
カ
レ
イ
、
ふ
ぐ
養
殖
な
ど
）
。
近
年
の

市
町
村
合
併
は
な
い
。

・
自
然
環
境
：
一
級
河
川
北
川
が
小
浜
湾
中
央
に
注
ぎ
湧
水

が
豊
富
。
沿
岸
部
の
埋
立
に
よ
り
多
く
の
藻
場
が
消
失
し

た
。

・
漁
価
の
下
落
に
よ
る
漁
業
収
入
の
減
少
と
漁
業
者
の
遊

漁
業
へ
移
行
、
市
に
お
け
る
漁
業
担
当
専
門
家
の
不
足

・
河
川
管
理
（
ダ
ム
の
堆
砂
問
題
）
や
土
砂
管
理
問
題
、
水

質
問
題
な
ど
が
あ
る
。

・
沿
岸
域
で
は
、
藻
場
の
再
生
が
特
に
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

市
全
体
と
し
て
は
、
食
育
、
水
産
業
を
核
と
し
た
地
域
の
活

性
化
等
が
課
題
。

・
教
育
・
研
究
機
関
、
N
P
O
等
か
ら
の
問
題
意
識
を
市
が
汲

み
上
げ
、
市
の
施
策
に
つ
な
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。

・
市
長
も
、
こ
の
よ
う
な
活
動
を
前
向
き
に
と
ら
え
て
い
る
。

・
地
元
市
民
団
体
（
ア
マ
モ
マ
ー
メ
ー
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
が
中

心
に
「
全
国
ア
マ
モ
サ
ミ
ッ
ト
」
を
誘
致
し
開
催
す
る
（
３
効

果
・
課
題
等
参
照
）
。

④
岩
手
県
宮
古
市

・
社
会
状
況
：
古
来
よ
り
漁
業
が
中
心
と
し
て
栄
え
る
。
特
産

品
は
サ
ケ
、
ワ
カ
メ
、
シ
イ
タ
ケ
。
平
成
１
７
年
に
３
市
町
村
が

合
併
。

・
自
然
環
境
：
岩
手
県
リ
ア
ス
式
海
岸
の
北
端
。
宮
古
湾
に

は
、
養
殖
施
設
、
港
湾
、
観
光
地
の
浄
土
ヶ
浜
が
あ
る
。
　
津

波
災
害
の
多
発
地
域
。

・
大
震
災
前
か
ら
、
不
便
な
ア
ク
セ
ス
（
陸
の
孤
島
）
、
内
陸
と

の
所
得
格
差
等
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
産
業
振
興
・
地
域

の
活
性
化
が
課
題
で
あ
っ
た
。

・
大
震
災
に
よ
り
地
域
の
主
力
産
業
で
あ
る
水
産
業
が
甚
大

な
被
害
。
水
産
業
の
再
生
、
災
害
に
強
い
地
域
づ
く
り
、
地

域
の
復
興
が
課
題
。

・
岩
手
県
及
び
宮
古
市
で
は
、
被
災
前
か
ら
、
沿
岸
域
を
活

性
化
す
る
た
め
海
洋
産
業
振
興
に
積
極
的
に
取
組
ん
で
お

り
、
沿
岸
域
総
合
管
理
へ
の
強
い
関
心
が
示
さ
れ
た
。

・
震
災
後
は
、
陸
域
と
海
域
を
一
体
に
と
ら
え
た
地
域
の
復

興
・
再
生
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
（
宮
古
市
に
お
い
て
震
災

復
興
の
総
括
・
企
画
調
整
を
専
門
的
に
行
う
復
興
推
進
室

を
設
立
。
）

⑤
高
知
県
宿
毛
市

大
月
町

・
社
会
状
況
：
農
業
・
水
産
業
を
中
心
に
発
展
し
て
き
た
。
現

在
は
オ
ク
ラ
・
ブ
ロ
ッ
コ
リ
の
栽
培
、
鰤
・
鯛
・
カ
ン
パ
チ
・
ク
ロ

マ
グ
ロ
等
の
養
殖
が
盛
ん
。
釣
り
・
ス
キ
ュ
ー
バ
ダ
イ
ビ
ン
グ

な
ど
海
の
観
光
も
盛
ん
。
近
年
の
市
町
村
合
併
は
な
い
。

・
自
然
環
境
：
宿
毛
市
の
8
4
%
・
大
月
町
の
7
0
%
が
山
林
で
、
そ

の
活
用
は
課
題
。
温
暖
で
過
ご
し
や
す
い
。
大
月
町
の
山
間

部
は
風
力
が
強
く
、
風
力
発
電
設
備
を
設
置
。

・
海
洋
環
境
の
悪
化
。
赤
潮
や
貝
毒
、
磯
焼
け
、
マ
グ
ロ
養

殖
に
よ
る
環
境
へ
の
影
響
。
オ
ニ
ヒ
ト
デ
に
よ
る
珊
瑚
の
食

害
な
ど
、
水
産
資
源
の
減
少
。

・
人
口
減
少
と
高
齢
化
。

・
遊
漁
者
・
ダ
イ
バ
ー
と
漁
業
者
の
調
整
。

・
上
記
要
因
に
よ
る
環
境
へ
の
影
響
を
調
査
し
、
豊
か
な
海

を
取
り
戻
す
こ
と
が
課
題
。

・
関
係
地
方
公
共
団
体
（
宿
毛
市
役
所
：
産
業
振
興
課
、
大

月
町
：
産
業
振
興
課
、
高
知
県
：
宿
毛
漁
業
指
導
所
　
所
長

ほ
か
）
が
中
心
的
役
割
を
果
た
し
始
め
て
い
る
。

・
地
域
の
幅
広
い
関
係
者
（
す
く
も
湾
漁
業
協
同
組
合
、
高

知
大
学
　
副
学
長
、
(財
)黒
潮
生
物
研
究
所
　
理
事
、
黒
潮

実
感
セ
ン
タ
ー
　
所
長
等
）
が
積
極
的
に
沿
岸
域
の
問
題
に

取
組
ん
で
い
る
。
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２
．
沿
岸
域
総
合
管
理
の
実
施
に
向
け
た
進
捗
状
況

サ イ ト 活

動 開 始

①
対
象
と
な
る
沿
岸
域
の
設

定
②
地
域
が
主
体
と
な
っ
た
取

組
③
総
合
的
取
組

④
協
議
会
等
設
置

⑤
計
画
的
・
順
応
的
取
組

⑥
地
方
公
共
団
体
の
計
画
へ

の
位
置
づ
け

①
三
重
県
志
摩
市

H
2
2
.
4

「
里
海
創
生
基
本
計
画
」
に
お

い
て
、
海
域
と
陸
域
を
と
も
に

含
む
「
沿
岸
域
」
を
具
体
的
に

設
定
(陸
域
は
市
域
全
体
、
海

域
は
共
同
漁
業
権
範
囲
内
)。

市
役
所
が
中
心
と
な
り
、
地

域
の
関
係
者
が
連
携
・
協
力

し
て
取
組
ん
で
い
る
。

地
域
の
関
係
者
に
よ
る
幅
広

い
取
組
が
行
わ
れ
、
市
役
所

内
に
「
里
海
推
進
室
」
が
設

置
さ
れ
る
等
総
合
的
な
取
組

体
制
が
整
っ
て
い
る
。

「
里
海
創
生
基
本
計
画
」
の
策

定
に
あ
た
り
「
里
海
創
生
基
本

計
画
策
定
委
員
会
」
を
、
同
計

画
の
実
施
段
階
で
は
「
里
海

推
進
協
議
会
」
を
設
置
し
た
。

沿
岸
域
総
合
管
理
計
画
と
し

て
の
「
里
海
創
生
基
本
計
画
」

を
平
成
2
4
年
3
月
に
策
定
し

た
。

「
志
摩
市
総
合
計
画
」
に
お
い

て
、
「
新
し
い
里
海
の
創
生
」

を
位
置
づ
け
、
そ
れ
に
基
づ

い
て
「
里
海
創
生
基
本
計
画
」

を
策
定
し
た
。

②
岡
山
県
備
前
市

（
日
生
地

区
）

H
2
2
.
7

沿
岸
域
総
合
管
理
研
究
会
で

は
、
広
域
漁
場
整
備
事
業

（
海
洋
牧
場
）
周
辺
の
沿
岸
域

を
対
象
に
し
て
い
る
。

漁
協
が
約
3
0
年
間
ア
マ
モ
場

の
再
生
活
動
を
継
続
。
岡
山

県
の
調
整
の
も
と
漁
業
者
を

中
心
と
す
る
地
域
関
係
者
と

の
海
洋
牧
場
完
成
に
向
け
た

協
議
も
行
わ
れ
て
い
る
。

地
域
の
関
係
者
に
よ
る
幅
広

い
取
組
が
始
ま
っ
て
い
る
。
協
議
会
は
設
置
さ
れ
て
い
な

い
が
、
県
や
市
が
中
心
と
な
っ

た
沿
岸
域
総
合
管
理
研
究
会

に
お
い
て
は
地
域
の
多
様
な

関
係
者
が
参
加
し
て
い
る
。

沿
岸
域
総
合
管
理
計
画
は
策

定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
海
洋

牧
場
構
想
か
ら
広
が
る
沿
岸

域
管
理
に
関
す
る
目
標
等
が

継
続
的
に
協
議
さ
れ
て
い

る
。

H
2
5
年
4
月
以
降
に
市
の
新

総
合
計
画
を
策
定
す
る
予
定

が
あ
り
、
そ
の
中
に
陸
海
域

を
一
体
的
に
捉
え
た
活
動
を

盛
り
込
む
た
め
の
調
整
が
行

わ
れ
て
い
る
。

③
福
井
県
小
浜
市

H
2
3
.

1
2

沿
岸
域
総
合
管
理
研
究
会
で

は
、
小
浜
湾
等
及
び
小
浜
市

域
を
対
象
と
し
て
い
る
。

市
役
所
が
中
心
と
な
り
、
地

域
の
関
係
者
が
連
携
・
協
力

し
て
取
組
ん
で
い
る

地
域
の
関
係
者
に
よ
る
幅
広

い
取
組
が
始
ま
っ
て
い
る
。
協
議
会
は
設
置
さ
れ
て
い
な

い
が
、
沿
岸
域
総
合
管
理
研

究
会
を
2
年
後
を
目
途
に
市
が

開
催
す
る
「
協
議
会
」
に
発
展

さ
せ
る
方
向
で
あ
る
。

沿
岸
域
総
合
管
理
計
画
は
策

定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
P
D
C
A

サ
イ
ク
ル
に
よ
る
運
営
や
目

標
を
掲
げ
る
必
要
性
に
つ
い

て
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い

る
。

地
方
公
共
団
体
の
計
画
に
は

位
置
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。

④
岩
手
県
宮
古
市

H
2
2
.

1
2
（
H
2
4
.3
再 開
）

沿
岸
域
総
合
管
理
研
究
会
で

は
、
宮
古
、
田
老
、
重
茂
地
区

を
対
象
と
し
て
い
る
。

県
や
地
域
の
関
係
者
の
協

力
に
よ
り
サ
イ
ト
と
な
っ
た

が
、
市
役
所
は
復
興
関
係
業

務
で
極
め
て
多
忙
な
状
況
。

関
係
部
署
の
連
携
は
始
ま
っ

て
い
る
。

協
議
会
は
設
置
さ
れ
て
い
な

い
が
、
市
が
中
心
と
な
っ
て
沿

岸
域
総
合
管
理
研
究
会
を
開

催
し
て
い
る
。

沿
岸
域
総
合
管
理
計
画
は
策

定
さ
れ
て
い
な
い
。

地
方
公
共
団
体
の
計
画
に
は

位
置
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。

⑤
高
知
県
宿
毛
市

大
月
町

H
2
4
.
9

海
域
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、

宿
毛
湾
の
内
側
と
す
る
と
合

意
さ
れ
た
。
陸
域
に
関
し
て

は
、
ま
だ
確
定
は
し
て
い
な
い

が
、
松
田
川
の
流
域
圏
を
含

む
こ
と
で
検
討
中
。

市
・
町
が
中
心
と
な
り
、
地
域

の
漁
業
関
係
者
、
N
P
O
、
教

育
・
研
究
機
関
が
連
携
・
協

力
し
て
、
取
り
組
む
こ
と
が
決

ま
っ
た
。

市
・
町
、
地
域
の
関
係
者
に

よ
り
、
松
田
川
流
域
圏
を
含

む
陸
域
と
海
域
を
対
象
と
し

た
幅
広
い
取
組
が
始
ま
っ
て

い
る
。

平
成
2
6
年
度
の
協
議
会
設
置

に
向
け
、
宿
毛
湾
沿
岸
域
総

合
管
理
研
究
会
で
市
・
町
、
研

究
者
、
漁
業
関
係
者
が
協
議

会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
意

見
交
換
を
始
め
た
。

平
成
2
5
年
度
に
沿
岸
域
総
合

管
理
計
画
を
策
定
す
る
予

定
。

地
方
公
共
団
体
の
計
画
に
は

位
置
付
け
ら
れ
て
い
な
い

が
、
宿
毛
市
長
の
沿
岸
域
総

合
管
理
に
対
す
る
期
待
が
あ

る
の
で
、
可

能
性
は
高
い
と

考
え
る
。
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３
．
効
果
・
課
題
等

①
こ
れ
ま
で
の
取
組
に
よ
る
効
果
等

②
沿
岸
域
総
合
管
理
を
推
進
す
る
上
で
の
課
題

①
三
重
県
志
摩
市

・
市
役
所
や
地
域
の
関
係
者
が
沿
岸
域
の
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
う
研
究
会
や
計
画
の
策

定
・
実
施
に
関
す
る
協
議
会
が
設
置
さ
れ
、
市
役
所
が
中
心
に
な
っ
て
沿
岸
域
総
合
管
理
計

画
で
あ
る
里
海
創
生
基
本
計
画
を
策
定
し
、
沿
岸
域
総
合
管
理
の
実
施
段
階
に
至
っ
た
。

・
日
本
政
府
を
は
じ
め
国
内
外
か
ら
の
関
心
を
集
め
、
志
摩
市
へ
の
視
察
が
増
加
す
る
と
と
も

に
、
国
際
会
議
等
の
場
で
志
摩
市
の
取
組
を
発
表
す
る
機
会
も
増
加
し
、
沿
岸
域
総
合
管
理

へ
の
関
心
を
高
め
る
の
に
大
き
く
貢
献
し
た
。

・
志
摩
市
に
お
け
る
企
業
の
社
会
貢
献
活
動
が
増
加
し
た
（
③
そ
の
他
参
照
）
。

・
里
海
創
生
基
本
計
画
を
基
に
、
地
域
の
関
係
者
が
協
議
し
て
具
体
的
な
実
施
方
法
を
検
討

し
、
沿
岸
域
総
合
管
理
の
実
施
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

・
地
域
の
関
係
者
が
沿
岸
域
総
合
管
理
へ
の
取
組
を
着
実
に
推
進
し
、
沿
岸
域
が
抱
え
る
問

題
を
具
体
的
に
解
決
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
で
取
組
む
こ
と

に
対
す
る
関
係
者
の
共
通
認
識
を
確
固
た
る
も
の
と
し
、
沿
岸
域
総
合
管
理
へ
の
取
組
を
永

続
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

②
岡
山
県
備
前
市

（
日
生
地

区
）

・
漁
業
者
等
地
域
の
関
係
者
の
関
心
が
高
ま
っ
て
取
組
が
始
ま
り
、
沿
岸
域
の
問
題
に
つ
い

て
話
し
合
う
沿
岸
域
総
合
管
理
研
究
会
が
開
催
さ
れ
、
県
・
市
の
担
当
部
局
が
地
域
の
関
係

者
を
支
援
す
る
形
で
、
沿
岸
域
総
合
管
理
の
実
施
に
向
け
た
土
台
作
り
が
進
ん
で
い
る
。

・
沿
岸
域
総
合
管
理
研
究
会
を
重
ね
る
ご
と
に
、
よ
り
幅
広
い
関
係
者
（
商
工
会
、
観
光
協
会

等
）
が
主
体
的
に
参
加
し
始
め
て
い
る
。

・
海
洋
牧
場
の
利
用
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
た
め
、
県
庁
や
市
役
所
、
大
学
・
研
究
機
関
、
漁

業
者
等
関
係
者
と
の
連
携
の
も
と
、
海
洋
空
間
利
用
・
管
理
マ
ッ
プ
の
作
成
に
取
組
ん
で
い

る
。

・
多
様
な
関
係
者
の
代
表
者
で
構
成
さ
れ
る
協
議
会
等
を
設
置
し
て
総
合
的
な
取
組
体
制
を

整
え
、
沿
岸
域
総
合
管
理
計
画
の
策
定
に
取
組
む
必
要
が
あ
る
。

・
地
域
の
計
画
に
沿
岸
域
総
合
管
理
を
位
置
付
け
、
地
域
振
興
を
含
む
、
よ
り
総
合
的
な
視
点

か
ら
管
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

・
海
洋
牧
場
や
架
橋
の
完
成
に
向
け
て
、
沿
岸
域
総
合
管
理
を
通
じ
た
適
切
な
管
理
や
海
と

陸
を
一
体
に
と
ら
え
た
地
域
作
り
が
一
層
重
要
に
な
る
。

③
福
井
県
小
浜
市

・
市
役
所
と
水
産
高
校
、
県
水
産
試
験
場
、
県
立
大
や
N
P
O
等
地
域
の
関
係
者
と
の
間
で
沿

岸
域
の
問
題
に
つ
い
て
沿
岸
域
の
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
う
沿
岸
域
総
合
管
理
研
究
会
が

開
催
さ
れ
、
沿
岸
域
総
合
管
理
の
実
施
に
向
け
た
土
台
作
り
が
進
ん
で
い
る
。

・
市
役
所
や
大
学
・
研
究
機
関
、
漁
業
関
係
者
と
の
連
携
の
も
と
、
海
の
健
康
診
断
に
よ
る
小

浜
湾
の
環
境
評
価
に
取
組
ん
で
い
る
。

・
平
成
2
4
年
1
1
月
に
、
市
の
支
援
の
も
と
地
元
市
民

団
体
が
中
心
に
誘
致
し
た
「
全
国
ア
マ
モ

サ
ミ
ッ
ト
」
が
開
催
さ
れ
た
。

・
多
様
な
関
係
者
の
代
表
者
で
構
成
さ
れ
る
協
議
会
等
を
設
置
し
て
総
合
的
な
取
組
体
制
を

整
え
、
沿
岸
域
総
合
管
理
計
画
の
策
定
に
取
組
む
必
要
が
あ
る
。

・
当
面
、
小
浜
湾
の
海
洋
環
境
の
改
善
に
軸
足
を
置
き
つ
つ
、
食
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
等
の

市
の
施
策
を
沿
岸
域
総
合
管
理
を
通
じ
て
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
す
と
と
も
に
、
将
来
的
に
地

域
の
計
画
に
沿
岸
域
総
合
管
理
を
位
置
付
け
、
よ
り
総
合
的
な
視
点
か
ら
海
を
活
か
し
た
ま

ち
づ
く
り
に
取
組
む
必
要
が
あ
る
。

④
岩
手
県
宮
古
市

・
陸
と
海
を
一
体
的
に
と
ら
え
た
沿
岸
域
の
復
興
に
向
け
て
話
し
合
う
沿
岸
域
総
合
管
理
研
究

会
が
開
催
さ
れ
、
復
興
へ
の
沿
岸
域
総
合
管
理
活
用
に
向
け
た
土
台
作
り
が
進
ん
で
い
る
。

・
市
役
所
や
大
学
・
研
究
機
関
、
漁
業
関
係
者
と
の
連
携
の
も
と
、
海
の
健
康
診
断
等
を
活
用

し
た
沿
岸
域
の
総
合
的
評
価
に
取
組
ん
で
い
る
。

・
今
後
の
復
興
へ
の
取
組
の
中
で
、
沿
岸
域
総
合
管
理
の
手
法
を
活
か
し
て
解
決
す
べ
き
具

体
的
課
題
に
つ
い
て
、
地
域
の
関
係
者
と
話
し
合
っ
て
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、

多
様
な
関
係
者
の
代
表
者
で
構
成
さ
れ
る
協
議
会
等
を
設
置
し
て
総
合
的
な
取
組
体
制
を
整

え
、
沿
岸
域
総
合
管
理
計
画
の
策
定
に
取
組
む
必
要
が
あ
る
。

・
当
面
、
復
興
に
お
け
る
具
体
的
課
題
の
解
決
を
沿
岸
域
総
合
管
理
を
通
じ
て
実
現
す
る
こ
と

を
目
指
す
と
と
も
に
、
将
来
的
に
地
域
の
計
画
に
沿
岸
域
総
合
管
理
を
位
置
付
け
、
よ
り
総
合

的
な
視
点
か
ら
海
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
取
組
む
必
要
が
あ
る
。

⑤
高
知
県
宿
毛
市

大
月
町

・
市
役
所
・
町
役
場
と
県
水
産
振
興
部
、
漁
協
、
大
学
、
研
究
所
、
N
P
O
等
地
域
の
関
係
者
と

の
間
で
宿
毛
湾
沿
岸
域
の
問
題
お
よ
び
今
後
の
宿
毛
湾
に
お
け
る
沿
岸
域
管
理
の
進
め
方

に
つ
い
て
話
し
合
う
沿
岸
域
総
合
管
理
研
究
会
が
開
催
さ
れ
、
沿
岸
域
総
合
管
理
の
実
施
に

向
け
た
土
台
作
り
が
進
ん
だ
。

・
平
成
2
5
年
度
に
は
、
沿
岸
域
総
合
管
理
計
画
お
よ
び
沿
岸
域
の
現
状
を
海
の
健
康
診
断
の

手
法
を
使
っ
て
調
査
す
る
こ
と
を
決
め
た
。

・
平
成
2
6
年
度
か
ら
は
教
育
関
係
者
な
ど
も
含
め
た
協
議
会
を
立
ち
上
げ
る
予
定
。

・
平
成
2
6
年
度
に
予
定
さ
れ
て
い
る
多
様
な
関
係
者
の
代
表
者
で
構
成
さ
れ
る
協
議
会
等
の

設
置
に
向
け
て
準
備
し
て
総
合
的
な
取
組
体
制
を
整
え
、
沿
岸
域
総
合
管
理
計
画
の
策
定
に

取
組
む
。

・
沿
岸
域
の
現
状
に
つ
い
て
「
海
の
健
康
診
断
」
の
手
法
を
用
い
て
、
基
礎
的
デ
ー
タ
を
収
集

し
、
海
を
活
か
し
た
ま
ち
の
あ
り
方
を
、
よ
り
幅
広
い
関
係
者
間
で
議
論
す
る
と
と
も
に
、
将
来

的
に
地
域
の
計
画
に
沿
岸
域
総
合
管
理
を
位
置
付
け
、
よ
り
総
合
的
な
視
点
か
ら
海
を
活
か

し
た
ま
ち
づ
く
り
に
取
組
む
必
要
が
あ
る
。
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３
．
効
果
・
課
題
等

③
そ
の
他
（
副
次
的
効
果
、
参
考
事
項
等
）

①
三
重
県
志
摩
市

・
沿
岸
域
総
合
管
理
の
取
組
に
誘
発
さ
れ
た
企
業
の
社
会
貢
献
活
動
と
し
て
、
日
本
エ
レ
コ
ム
に
よ
る
植
樹
活
動
、
合
歓
の
郷
ホ
テ
ル
＆
リ
ゾ
ー
ト
お
よ
び
ホ
テ
ル
近
鉄
ア
ク
ア
ヴ
ィ
ラ
伊
勢
志

摩
に
よ
る
干
潟
再
生
活
動
へ
の
協
力
、
ホ
ン
ダ
に
よ
る
海
岸
清
掃
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。

・
沿
岸
域
総
合
管
理
の
一
環
で
あ
る
干
潟
再
生
事
業
で
、
生
物
の
種
類
や
量
の
回
復
を
確
認
し
た
。
周
辺
漁
業
者
か
ら
「
漁
場
環
境
が
良
く
な
っ
た
」
、
「
か
き
の
身
が
大
き
く
な
っ
た
」
と
い
う

評
価
と
、
取
組
の
継
続
に
対
す
る
要
望
を
受
け
た
。

・
沿
岸
域
総
合
管
理
の
一
環
と
し
て
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
核
と
な
る
「
渚
の
交
番
」
の
設
置
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

②
岡
山
県
備
前
市

（
日
生
地

区
）

・
海
洋
牧
場
整
備
に
お
い
て
は
、
幼
稚
魚
の
生
息
場
と
し
て
重
要
な
藻
場
の
保
護
を
目
的
に
当
該
海
域
を
漁
業
及
び
遊
漁
の
制
限
区
域
と
す
る
こ
と
等
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
検
討
に

資
す
る
た
め
、
海
洋
牧
場
海
域
に
お
け
る
現
在
の
海
域
利
用
の
状
況
及
び
今
後
の
多
面
的
海
域
利
用
の
構
想
を
視
覚
的
・
一
覧
的
に
表
現
で
き
る
海
洋
空
間
計
画
マ
ッ
プ
を
随
時
改
良
し
、

作
成
し
て
い
る
。

・
よ
り
多
く
の
人
々
に
海
洋
牧
場
の
活
動
を
周
知
し
て
い
く
た
め
に
、
日
生
町
漁
協
が
運
営
し
て
い
る
魚
市
場
「
五
味
の
市
」
の
一
部
を
展
示
ス
ペ
ー
ス
に
す
る
な
ど
、
観
光
客
や
消
費
者
を
対

象
に
し
た
P
R
活
動
の
検
討
が
始
ま
っ
て
い
る
。

・
N
P
O
法
人
里
海
づ
く
り
研
究
会
議
や
生
活
協
同
組
合
お
か
や
ま
コ
ー
プ
が
日
生
町
漁
協
、
岡
山
県
、
備
前
市
な
ど
と
協
働
で
ア
マ
モ
場
再
生
や
里
海
に
関
す
る
講
習
会
や
体
験
型
の
イ
ベ

ン
ト
を
開

催
し
て
い
る
。

③
福
井
県
小
浜
市

・
平
成
２
３
年
度
に
策
定
さ
れ
た
市
の
総
合
計
画
で
は
、
食
を
活
か
し
た
観
光
政
策
、
付
加
価
値
の
高
い
漁
業
、
体
験
型
漁
業
の
推
進
等
が
施
策
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

・
既
存
の
海
洋
デ
ー
タ
が
、
大
学
や
水
産
試
験
場
な
ど
に
、
分
散
し
て
お
り
、
今
後
の
観
測
体
制
の
構
築
な
ど
長
期
的
視
点
も
含
め
、
役
割
分
担
な
ど
の
明
確
化
が
必
要
。

④
岩
手
県
宮
古
市

・
国
が
平
成
2
3
年
7
月
に
策
定
し
た
「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
基
本
方
針
」
に
お
い
て
は
、
震
災
か
ら
の
復
興
を
担
う
行
政
主
体
は
、
住
民
に
最
も
身
近
で
、
地
域
の
特
性
を
理
解
し
て

い
る
市
町
村
が
基
と
な
る
と
し
て
い
る
。

・
平
成
2
3
年
1
0
月
に
宮
古
市
東
日
本
大
震
災
復
興
計
画
の
基
本
計
画
、
平
成
2
4
年
3
月
に
推
進
計
画
が
策
定
さ
れ
た
。

⑤
高
知
県
宿
毛
市

大
月
町

・
沖
本
宿
毛
市
長
は
、
環
境
保
全
し
な
が
ら
の
経
済
活
性
化
に
関
心
が
高
く
、
最
初
の
訪
問
で
市
長
か
ら
沿
岸
域
総
合
管
理
に
対
す
る
期
待
と
、
市
と
し
て
宿
毛
湾
域
の
沿
岸
域
総
合
管
理

に
取
り
組
む
決
意
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

・
平
成
2
4
年
度
・
2
5
年
度
で
沿
岸
域
総
合
管
理
研
究
会
を
重
ね
、
平
成
2
6
年
か
ら
協
議
会
を
立
ち
上
げ
る
、
と
い
う
予
定
で
あ
る
。
平
成
2
5
年
度
は
沿
岸
域
総
合
管
理
計
画
を
策
定
、
ま
た
、

沿
岸
域
総
合
管
理
の
開
始
時
点
の
沿
岸
域
の
状
態
を
、
「
海
の
健
康
診
断
」
の
手
法
を
使
っ
た
作
業
部
会
で
調
査
す
る
。

・
１
次
産
業
の
組
合
長
が
情
報
交
換
と
分
野
横
断
的
連
係
を
図
っ
て
い
る
。

- 61 -



 1

３．沿岸域総合管理の普及・拡大 

 

(1) 地域のネットワーク化 

 

①沿岸域総合管理に関する地方公共団体ネットワーク会議 

当財団は、沿岸域総合管理に関する地域のネットワーク化を促進するために、地域が主

体となり沿岸域問題に取り組んでいる地方公共団体を主たる対象に、「沿岸域総合管理に関

する地方公共団体ネットワーク会議」を開催した。具体的な内容は以下の通り。 

１）名称 

第 2 回沿岸域総合管理に関する地方公共団体ネットワーク会議 

２）日程 

平成 24 年 7 月 25 日（水）10：00～17：00 （懇親会 17:00～19:00） 

３）会場 

第 2 オカモトヤビル 7 階会議室（東京都港区虎ノ門 1－22－16） 

４）参加者 

沿岸域総合管理に関心を有する地方公共団体の政策担当者、関係省庁の職員等、約 30 名

が参加した。地方公共団体からは、岩手県、三重県志摩市、岡山県、沖縄県竹富町、香川

県小豆島町、関係省庁からは、内閣官房総合海洋政策本部事務局、国土交通省、海上保安

庁、環境省が参加し、その他関係組織として、大学等研究機関の研究者や弁護士等が参加

した。 

５）内容 

まず、海洋政策研究財団の寺島常務理事が開催の趣旨説明と沿岸域総合管理に関する政

策について紹介した後、市岡卓政策研究グループ長が海洋政策研究財団の取組みについて

紹介した。続いて、地域における沿岸域の取組みや課題について、各地方公共団体（岩手

県、志摩市、岡山県、竹富町）が発表を行ない、国の取組みについて内閣官房総合海洋政

策本部事務局が説明を行なった。更に、有識者からのコメントとして放送大学の來生新副

学長が沿岸域管理をめぐる課題について整理し、東アジア海域パートナーシップ

（PEMSEA）会議議長のチュア・ティア・エング博士が PEMSEA の経験を紹介した。最

後に、参加者はそれぞれの発表を踏まえた意見交換を行なった。 

６）まとめ 

今回のネットワーク会議は、2012 年 3 月 19 日に開催された会議に続く第 2 回目の会議

となった。翌日から予定されていたチュア博士の沿岸域総合管理の講義を前に、各地域で

の取り組みや課題について活発な意見交換が行なわれた。今後も、本ネットワーク会議を

通して地方公共団体間の情報交換が促進し、関係者間のネットワークが強化していくこと

が期待される。 
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②各サイトや関係者間の交流 

今年度は、本事業のサイト関係者や関係組織の交流が全国各地で見られた。こうした取

り組みは、沿岸域総合管理に関する情報交換やネットワークの進展と捉えることが出来る。

具体的な交流の例は、以下の通り。 

 

１） 平成 24 年 6 月 6 日（志摩市） 

第２章の各サイトにおける沿岸域管理への取り組み状況でも記述されている通り、本事

業のサイト関係者である日生町漁業協同組合、岡山県、備前市が、三重県志摩市を訪問し、

第 1 回志摩市沿岸域総合管理研究会に参加するとともに、お互いの取り組みについての情

報交換を行った。当財団も両地域の調整に当たるとともに、オブザーバーとして研究会に

参加した。 

 

２） 平成 24 年 11 月 10 日（土） 

アマモの生い茂る豊かな海を子供達の未来に残すために、アマモ場の再生活動に携わる

関係者約 250人が「全国アマモサミット in若狭」の会場である小浜水産高等学校に集まっ

た。本サミットには、本事業の委員である広島大学の松田治名誉教授やサイト関係者であ

る小浜市漁業協同組合、アマモサポーターズ、小浜水産高等学校、岡山県日生町漁業協同

組合が参加し、各地のアマモ場再生活動についての紹介や情報交換を行なった。 
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(2) 地域の取組に関する情報発信 

 

① ブログ「ICM海を活かしたまちづくり～沿岸域の総合的管理をめざして～」 

我が国における沿岸域総合管理の取組はまだ緒についたばかりであることから、本ブロ

グを通して、地域における取組の状況を随時発信し、他地域の参考に供することによって、

沿岸域総合管理の考え方や手法に対する認識・理解を広め、全国における地域レベルでの

沿岸域総合管理の実施を支援することを目的として、平成 22 年 12 月、映像ブログ「ICM

海を活かしたまちづくり～沿岸域の総合的管理をめざして～」を開設した。本ブログでは、

沿岸域の総合的管理モデル事業のモデルサイトである地域を中心に、各地域における沿岸

域総合管理の取組状況、例えば各地の沿岸域の現状、当財団との研究会の開催状況、計画

策定など地域の取組状況、関連イベント等を動画で撮影し、3 分～5 分ほどの短い映像クリ

ップ編集して、発信している。 

また、平成 25 年 1 月より、動画ブログのみならず、静止画と文章を組み合わせたブログ

の発信も行うこととした。これにより、より迅速にタイムリーに、しかも多頻度で情報を

発信できるようになった。 

平成 24 年 12 月 26 日から平成 25 年 3 月 20 日まで、105 件の記事を発信し、この 27 ヶ

月間でのブログページビューは約 37,700 回である。インターネットの特質から、当ブログ

を訪問する人は国内に限らず、世界に広く分布が見られた。特に東北大震災の後は、宮古

市の記事に関しては、海外からのアクセスも多く、町や漁業の復旧状況や漁業関係者のイ

ンタビューに対する関心が高いことが証明された。各ブログの再生回数は上昇傾向にあり、

発足当初はイベント的なものがよく視聴されていたが、最近は、研究会や協議会など、じ

っくりと視聴するような内容のものもよく見られるようになった。沿岸域総合管理の内容

や進め方に対する興味が強くなっているように思われる。 

他のホームページからのリンクの要望や他のブログでの高い評価を受け、日本海事新聞

のコーナー記事「発信塔」で度々紹介されるなど、次第に認知度が高まってきている。 

 

② 啓発映像ＤＶＤ・教育映像ＤＶＤの製作 

 平成 24 年度までに撮影したモデルサイトや各地域の映像を構成・編集して、以下の啓発

映像 DVD、教育映像ＤＶＤを製作した。本ＤＶＤについても、沿岸域管理に関心を持つ全

国の関係者に広く配布し、沿岸総合管理の理解と浸透を図っている。 

① 沿岸域の活性化に向けて（約 25 分） 

② 沿岸域総合管理 ICM の実践（約 30 分） 

本年度は、3 年間の事業の締めくくりとして、沿岸域の現状の課題を見つめ直し人々の実

際的な力となるよう、また、これまでの経過を詳細に映像に留めることで、沿岸域の活性

化に向けた具体的なツールとなるよう取材をおこなった。沿岸域総合管理の意義と有用性、

沿岸域総合管理の概念とプロセス、仕組み作りの実際などについて、わかりやすく伝わる
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構成内容とした。 

 

ブログ「ＩＣＭ海を活かしたまちづくり － 沿岸域の総合的管理をめざして －」 
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(3) 沿岸域総合管理に関する集中講義の開催 

 

本事業の一環として、東アジアパートナーシップ会議議長チュア・ティア・エング博士

による沿岸域総合管理に関する集中講義を実施し、沿岸域の問題に取り組む地方公共団体

の職員を中心に東アジア地域における沿岸域総合管理の実践経験から得られた知見を共有

する場を設けている。 

平成 22 年度においては、平成 22年 6月に 3日間、また、平成 23年度においては、平成

23年 10 月に 2日間、「沿岸域総合管理に関する集中講義」を行ってきた。 

平成 24 年度は、平成 24年 7月 26 日～27 日の 2日間に亘り、下記のとおり実施した。 

 

１）名称 

平成 24 年度沿岸域総合管理に関する集中講義 

２）日程 

平成 24 年 7 月 26 日(木)～7月 27 日（金）  

３）会場 

日本財団ビル 2 階会議室（東京都港区赤坂 1－2－2） 

４）参加者 

沿岸域総合管理に関心を有する地方公共団体の政策担当者、関係省庁の職員等、約 30 名

が参加した。地方公共団体からは、岩手県、三重県志摩市、沖縄県竹富町、関係省庁から

は、内閣官房総合海洋政策本部事務局、国土交通省が参加し、その他関係組織として、大

学等研究機関の研究者やサイトのＮＰＯ等が参加した。 

５）内容 

7 月 26 日（木） 

9：30～ 10：00  日本の沿岸域総合管理の取組み 

（海洋政策研究財団 寺島常務理事） 

10：00～12：30 第１講「沿岸域総合管理とは何か」 

第２講「なぜ沿岸域総合管理を行うのか」 

第３講「どのように沿岸域総合管理のプログラムを開始し、策定し、実

施するか」 

12：30～13：30 昼食休憩 

13：30～16：45 第４講「誰が沿岸域総合管理に関わるべきか」 

第５講「どのような管理上・技術上の専門性が求められるか」 

第６講「どのような財源が必要か、また、利用できるか」 

16：45～17：00 討論 

17：00～18：00   意見交換会 
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7 月 27 日（金） 

9：30～12：30 第７講「恩恵は何か、また、誰が恩恵を受けるのか、」 

第８講「沿岸域総合管理プログラムの策定・実施にはどれくらいの時

間を要するか」 

第９講「沿岸域総合管理の実施をどう評価するのか」 

12：30～13：30 昼食休憩 

13：30～16：45 第１０講「沿岸域総合管理の実施コードとは何か」 

第１１講「国際協定を地域で実行するためにどうやって沿岸域総合管

理を適用するのか」 

第１２講「日本において沿岸域総合管理を実施する課題ときかっけは

何か」 

16：45～17：00 まとめ 

 

6）まとめ 

今回の集中講義は、平成 22 年、平成 23 年に続き、第 3 回目の講義となった。講師のチ

ュア博士は、モデルサイトである志摩市を何度か訪れたこともあり、また、前日のネット

ワーク会議にも出席して各サイトでの沿岸域総合管理の進捗状況等を聞かれていたことか

ら、日本の事例にも触れ、アジアにおける取り組みや課題との比較も交えるなど、興味深

い講義となった。出席者からも、多くの具体的な質問がでて、熱気のある講義となった。 

この翌日、博士は「食のまちづくり」を掲げている小浜市のサイトを訪問。松崎晃治小

浜市長と意見交換を行った後、海の体験学習で成果を上げている阿納ブルーパークを見学

した。また、御食国若狭おばま食文化館では、市職員から食育で先進的な活動を行ってい

る小浜市の食育の考え方について説明を受けた。 
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第 3 章 沿岸域総合管理の推進に関する提言 

 

はじめに 

沿岸域では、人間の生活や産業活動が活発に行われているが、陸域・海域を一体的にと

らえて適切に管理するという視点が欠けているために、海洋環境の悪化、開発・利用に伴

う利害の対立など、様々な問題が起こっている。沿岸域総合管理は、こうした状況に対応

して沿岸域の持続可能な開発・利用を可能とするために諸外国で広く導入されている国際

標準的な手法である。また、我が国の広大な海域の開発・利用・保全等を行っていくため

の拠点として重要な沿岸域・離島は、過疎化・高齢化の進展、平成の大合併による市町村

の広域化に伴う自治共同体機能の低下等の問題に直面している。これらへの対策として、

地方公共団体の地域活性化の取組を促し、海洋を活かして安全・安心で元気ある沿岸・離

島社会を形成するためにも、地域が主体となった沿岸域総合管理を推進していくことが必

要である。 

我が国においては、「21 世紀の国土のグランドデザイン」を受け、2000 年には、「21

世紀の国土のグランドデザイン」推進連絡会議が、沿岸域圏の総合的な管理に主体的に取

り組む地方公共団体等が計画を策定・推進する際のガイドラインとしての「沿岸域圏総合

管理計画策定のための指針」（以下、「指針」。）を策定した。しかしながら、実際には

この指針に沿った沿岸域圏の総合管理はほとんど行われなかった。その後、2007 年に海洋

基本法が成立し、同法第 25 条に「沿岸域の総合的管理」が初めて我が国の法令に規定され、

国が推進すべき 12 の基本的施策の一つとして沿岸域総合管理が明確に位置づけられた。

2008 年には同法に基づき海洋基本計画が策定されたが、沿岸域総合管理については十分に

記述されておらず、その後も沿岸域総合管理が十分に進展しているとは言いがたい状況に

あった。 

このように、我が国において沿岸域総合管理が十分に進展してこなかった背景として以

下のような理由があると考えられる。 

①上記「指針」は全体的に完成度が高く、沿岸域総合管理の概念をある程度明確に示し

ている。しかし、沿岸域圏の範囲については、自然的条件に照らして全国を 48区分と

しているが、これは社会・経済活動の実態に照らすと、沿岸域圏の範囲を広く設定し

過ぎている。また、市町村の区域に海域が原則として含まれていないことや、市町村

が地先の海を管理するための財源が手当てされていないこと等の制度上の問題に踏み

込んでいない。このため、上記指針は、住民に最も身近な基礎自治体である市町村や、

沿岸域に関する多様な関係者の動きを具体的な沿岸域総合管理の実施に結びつけてい

くことができなかった。 

 ②沿岸域総合管理が普及・拡大するための具体的なモデルとなる先行事例が存在しなか

った。 

 ③地方公共団体が沿岸域総合管理に取組もうとしても、それに関するノウハウや財源が
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十分ではなく、これを支援する制度等沿岸域総合管理に関する制度が整備されなかっ

たため、具体的な取組につながらなかった。 

 上記のような問題点を克服し、我が国における沿岸域総合管理を推進するため、海洋政

策研究財団（以下、「当財団」。）は、平成 22 年度から平成 24 年度までの 3ヵ年にわたり、

「沿岸域の総合的管理モデルに関する調査研究」事業（以下、「本事業」。）を行い、沿岸域

総合管理の実施に強い意欲を有する全国の各市町村において、地域が主体となって実施す

る沿岸域総合管理のモデルとなる取組を促進した。具体的には、三重県志摩市、岡山県備

前市（日生）、福井県小浜市、岩手県宮古市、高知県宿毛市・大月町の５ヶ所をサイトとし

て選定し、これらのサイトにおいて、沿岸域総合管理の取組を進めるための研究会を開催

する等、地方公共団体に支援を行った。この結果、三重県志摩市においては、沿岸域総合

管理の実施を開始する段階に至り、他のサイトにおいても沿岸域総合管理の実施に向けた

土台作りが進んでいる。その成果を踏まえ、沿岸域総合管理の推進に関する提言を以下の

とおり取りまとめた。 

 

１．沿岸域総合管理の概念の整理 

 沿岸域総合管理を推進していくためには、先ず「沿岸域総合管理」とは何か、基本的な

概念を整理する必要がある。これについて、上記「指針」ではある程度整理されているが、

我が国の実情に照らして、沿岸域総合管理を実施するためには未だ十分ではなかった。 

 そこで、当財団は、本事業を進めるにあたり、PEMSEA（東アジア海域環境管理パート

ナーシップ）などの国際的な取組みや、上記「指針」の内容を踏まえ、沿岸域総合管理の

概念を以下のとおり整理した。 

 

①対象となる沿岸域の設定 

地域の関係者が協議して、自然的社会的条件からみて一体的に施策が講じられる

ことが相当と認められる沿岸域の海域と陸域を「沿岸域」として設定する。 

②地域が主体となった取組み 

「沿岸域総合管理」は、地域の実情を最もよく知る地域の関係者が主体となって進

めるべきである。従って、「沿岸域総合管理」は、関係地方公共団体（都道府県又は

市町村）が中心になり、関係行政機関、事業者、住民、NPO等の関係者が連携・協力

して取り組む。 

③総合的な取組み 

地域の関係者は、既存の分野・縦割の枠を超えて、沿岸域の問題に総合的に取り

組み、様々な施策を幅広く活用して持続可能な沿岸域の管理を推進し、関係者の利

益の最大化（できる限り、より多くの関係者の利益の増進）を図る。 

④協議会等の設置 

関係地方公共団体が中心となり、関係行政機関、事業者、住民、NPO 等の沿岸域に
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関わる多様な関係者の代表者で構成される協議会等を設置して合意形成を図り、沿岸

域総合管理の計画を策定し、関係者が一致協力して計画を推進する。 

⑤計画的・順応的な取組み 

「沿岸域総合管理」は、地域が直面している課題に対応するため、予め関係者が

合意の上で沿岸域総合管理計画を地域の計画として策定し、これに基づいて計画的

に沿岸域の管理を推進する。計画の策定にあたっては、目標を明確にし、また、計

画の実施にあたっては、目標の達成状況を評価し、必要に応じて計画を見直し、P

DCAサイクルによる順応的管理を確立する。 

⑥地方公共団体の計画への位置づけ 

関係地方公共団体は、協議会等が策定した計画について、その実効性を担保する

ため、当該地方公共団体の計画等に位置づける、又は、何らかの形で地域の計画と

して認定する。 

  

 本事業において、当財団は５ヶ所のサイトの関係者に対し、上記のとおり整理した沿岸

域総合管理の概念に基づいて助言等を行い、その結果、三重県志摩市において上記の全て

の要素について十分な進捗が見られる等、実際の現場での上記概念の有効性が実証されつ

つある。ただし、各サイトでの沿岸域総合管理の形成過程においては、地方公共団体だけ

でなく、漁業者や学識経験者・研究機関等の地域の多様な関係者の積極的な取組が大きな

役割を果たしていることことに鑑み、このような取組を尊重して多様な道筋を許容するこ

とが適切であることに留意する必要がある。上記のとおり整理した沿岸域総合管理の概念

は、これらの動きを地方公共団体が中心となって統合し、沿岸域総合管理の実施に結び付

けていくために有効であると考えられる。 

 

国においては、上記の整理等を踏まえつつ、沿岸域総合管理の施策を推進するべきであ

る。 

 

２．沿岸域総合管理の普及・拡大 

 沿岸域総合管理を推進していくための次の方策として、具体的なモデルとなる取組を促

進し、これを先行事例として普及・拡大を図ることが有効であると考えられる。上記のと

おり、当財団は、本事業を通じ、５ヶ所のサイトにおいて、地域が主体となって実施する

沿岸域総合管理のモデルとなる取組を促進した。この結果、先行する三重県志摩市が国内

外からの関心を集め、同市への視察が増加するとともに、国際会議等の場で同市の取組を

発表する機会も増加し、沿岸域総合管理への関心を高めるのに大きく貢献する等の効果が

見られる。また、本事業では、沿岸域総合管理に関心を持つ地方公共団体が相互に情報を

共有できるような地域のネットワーク化やサイトの取組に関する情報をサイト以外の地方

にも発信する情報発信等を通じてそのような取組を広く示していくことにより、サイト以
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外の地方においても沿岸域総合管理の普及・拡大に努めている。このような取組を行うこ

とが、地方公共団体のみならず、沿岸域に係る地域の幅広い関係者の多様な取組を促進し、

それぞれの地域における沿岸域総合管理に向けた環境を整えることに貢献すると考えられ

る。 

 国においても、平成 22年度に内閣官房総合海洋政策本部事務局により、総合的な視点を

もった沿岸域の管理を志向する地方公共団体等の取組み事例集の作成が行われるなど一定

の取組みが行われてきたところである。国としては、地方における沿岸域総合管理の先行

事例を参考にしつつ、沿岸域総合管理の制度化のあり方について検討を始めているが、今

後もそのような先行事例についての検討やそれに関する情報整理・発信を通じて沿岸域総

合管理の普及・拡大を促進する措置を講じるとともに、３．に示すとおり沿岸域総合管理

の制度化に取組んでいくべきである。 

 

３．沿岸域総合管理の制度化 

 我が国の広大な海域の開発・利用・保全等を行っていくためには、その拠点となる沿岸

域・離島が非常に重要な役割を果たす。しかしながら、我が国の沿岸域・離島は過疎化・

高齢化の進展、平成の大合併による市町村の広域化に伴う自治共同体機能の低下等に直面

しており、これらの問題を克服して沿岸域・離島を活性化するためには、地域が主体とな

った沿岸域総合管理を推進していくことが必要である。 

 一方、沿岸域・離島の現状を見ると、上記のような様々な問題を抱えているだけではな

く、意欲のある地方公共団体がこれを克服するための沿岸域総合管理に取組もうとしても、

それに関するノウハウや財源が十分ではないという問題がある。これに対して、本事業を

通じた当財団による地方公共団体への支援は上記のとおりいくつかの先行的な事例に係る

成果を挙げているところであるが、民間団体によるこのような取組では、それ以上の普及・

拡大には限界がある。従って、沿岸域総合管理の全国規模での展開を図るためには、国か

ら地方公共団体に対し、新たな指針を示した上で沿岸域総合管理のノウハウに関する技術

的支援やそれを実施するための財政的な支援が必要である。 

また、本事業においてサイトの関係者との意見交換を行う中で、地方公共団体、特に市

町村が沿岸域総合管理に取組むためには、陸域だけでなく、閉鎖性の高い内湾等身近な「海

域」（内水）をその行政の対象とすることが必要であるが、現状では「海域」が市町村の行

政区域に含まれていない問題も浮かび上がった。例えば、三重県の志摩市では、５町が合

併した後、県により英虞湾の管理は市の問題とされ、形式的には市の区域に含まれない「海

域」を実質的には市が管理せざるを得ないという問題があった。さらに、市町村が身近な

「海域」をその行政の対象とする場合には、当該海域における現状調査を含め様々な費用

が必要となるが、そのための財源も確保されていないことも問題となる。 

これらの問題を克服して、地域が主体となった沿岸域総合管理を推進していくためには、

沿岸域総合管理の制度化を行うことが不可欠である。当財団は、沿岸域総合管理の制度の
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あり方についても、別途詳細な検討を行っているところであるが、本事業の調査研究の成

果からも、地域が主体となった沿岸域総合管理の制度化の骨子として、次のことが導き出

される。 

 

・国が沿岸域総合管理の新たな指針を定め（これまでの考察を踏まえて、上記「指針」を

改定したものを新たな指針として策定）、国の技術的・財政的支援の下で、地方公共団

体（都道府県又は市町村）が、「沿岸域総合管理計画」を策定し、実施する。 

・閉鎖性の高い内湾、島の間の内海など、住民にとって身近な「海域」（内水）の市町村の

行政区域への編入を行い、地方交付税の算定基礎とするなど沿岸域総合管理の財源を確

保する。 

 

 国においては、本事業における地方のモデルを参考として、沿岸域総合管理の制度化に

取組むべきである。 

 

おわりに 

 沿岸域総合管理を推進するためには、実施開始に至るまでの過程における地域の幅広い

関係者が参加する多様な取組が重要であり、それらを沿岸域総合管理に組み込んでいくた

めには、住民に最も身近な基礎自治体である市町村が果たすべき役割が大きい。 

このため、本事業においては、市町村を中心とする取組を取り上げてきたが、これ以外

にも、長崎県のように複数の市町村に囲まれた閉鎖性海域（大村湾）の広域的な環境問題

に対して都道府県レベルで取組もうとする動きがある。また、本州等の沿岸域の他に、沖

縄県竹富町のように離島から成る地域において住民の生活や経済活動と不可分の海域を含

めて総合的な管理の取組を進める動きも見られる。さらに、本事業のサイトでは、概ね閉

鎖性海域の環境改善や地域産業の振興、これらを通じた地域の活性化が課題となっている

が、沿岸域総合管理により取組むべき課題はこれらだけではない。例えば、現在必要性が

高まっている洋上風力発電等の海洋再生可能エネルギーの導入を促進するためにも沿岸域

総合管理の手法は有効であると考えられる。今後、本事業のサイトとは異なる地域特性や、

異なる課題領域に係る多様な取組についても、沿岸域総合管理のあり方を検討していく必

要がある。 
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第 4章 まとめ 

 

本事業では、海洋基本法が定める沿岸域総合管理の推進に向けて、諸問題に総合的に取

り組むことに強い意欲を有する地域において、地方公共団体に対する助言等の協力を行う

ことにより、地域が主体となって実施する沿岸域総合管理のモデルとなる取組みを促進し

た。また、地方公共団体の職員が沿岸域総合管理について理解を深めるための集中講義の

開催、ブログによる地域の取組みの情報共有、地域のネットワーク化促進のための会議の

開催など、多岐にわたる活動を展開した。平成 22年度から 3ヵ年にわたる取組により、三

重県志摩市、岡山県備前市（日生）、福井県小浜市、岩手県宮古市、高知県宿毛市・大月町

の 5 ヶ所をモデルサイトとして選定し、それぞれのサイトにおいて沿岸域総合管理の取組

を進めるための研究会を開催する等、地方公共団体に支援を行った。この結果、三重県志

摩市においては、沿岸域総合管理の実施を開始する段階に至り、他のサイトにおいても沿

岸域総合管理の実施に向けた土台作りが進んでいる。このように、本事業を通じて我が国

において沿岸域総合管理を具体化するための第一歩を踏み出すことが出来た。 

 5 ヶ所のサイトのうち、三重県志摩市においては、市役所や地域の関係者が沿岸域の問題

について話し合う研究会が設置され、市役所が中心になって沿岸域総合管理計画である里

海創生基本計画を策定し、計画の実施に関する協議会が設置されて、沿岸域総合管理の実

施を開始する段階に至ることが出来た。また、それ以外の各サイトにおいては、現時点で

沿岸域総合管理の実施を開始する段階に至ったとは言えないものの、沿岸域総合管理を目

指す取組を行う過程で、地域の関係者の沿岸域総合管理に対する関心が高まり、沿岸域の

問題について話し合う沿岸域総合管理研究会が開催される等、沿岸域総合管理の実施に向

けた取組が着実に進んでいる。本事業の開始以前は、「沿岸域総合管理」を目指した施策を

実施する地方公共団体はなかったことを考えると、この 3 年で我が国では沿岸域総合管理

が急速に各地に浸透していったことがうかがえる。海域と陸域を一体のものととらえ、多

様な関係者の参加・連携・協力により地域の課題解決を図る沿岸域総合管理の手法につい

ては、これまでも各地においてニーズが潜在的に存在していて、これが当財団の新たな調

査研究事業の実施により顕在化したとみることができる。 

 本事業の最終年度である本年度は、これまでの取組を踏まえ、以下の３つを柱とする「沿

岸域総合管理の推進に関する提言」をとりまとめた。 

 ①沿岸域総合管理の概念の整理 

 ②沿岸域総合管理の普及・拡大 

 ③沿岸域総合管理の制度化 

 このように、本事業は 3 年の間に様々な成果を実現したが、上記のとおり、多くのサイ

トにおいてまだ沿岸域総合管理の実施段階には至っておらず、更なる取組が必要である。

今後は、沿岸域総合管理のモデル的な取り組みについて研究を開始した地域において、地

方公共団体と協力し、沿岸域総合管理のモデル的な取り組みが円滑に実施段階に移行して
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地域による自立的な取り組みとして定着するよう、沿岸域総合管理の実施に関する支援を

行っていく必要がある。 

また、本事業においては、市町村を中心とする地域において、課題としては概ね閉鎖性

海域の環境改善や地域産業の振興、これらを通じた地域の活性化に向けた取組を取り上げ

てきたが、今後は、本事業のサイトとは異なる地域特性や、異なる課題領域に係る多様な

取組についても、沿岸域総合管理のあり方を検討していく必要がある。沿岸域総合管理の

制度化については、上記の提言を踏まえつつ、当財団が別途行っている「総合的海洋政策

の策定と推進に関する調査研究 我が国における海洋政策の調査研究」事業において検討

を深める必要がある。 

 我が国の広大な海域の開発・利用・保全等を行っていくためには、その拠点となる沿岸

域・離島が非常に重要な役割を果たす。しかしながら、我が国の沿岸域・離島は過疎化・

高齢化の進展、平成の大合併による市町村の広域化に伴う自治共同体機能の低下等に直面

しており、これらの問題を克服して沿岸域・離島を活性化するためには、地域が主体とな

った沿岸域総合管理を推進していくことが必要である。本研究を通じて、各地域における

地方公共団体、事業者、教育・研究機関、NPO 等の様々な主体の沿岸域総合管理に向けた

積極的な取組が顕在化してきたところであるが、今後このような動きがさらに拡大・深化

することを期待するとともに、国が沿岸域総合管理の制度化等により地域の取組を促進し、

我が国において沿岸域総合管理が定着・発展することを強く願うものである。 
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参考資料①　 志摩市里海創生基本計画の概要（抜粋）
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